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応) 1992年のロシア

(飢 1992年閣僚会謙虚

げ1'りツイン・クーデター

第8章体制転換後のロシア政府

(JI 1吉田年憲法

(2) 1994年-1自96年前半

(3) 1996年大統領選挙

(4) r若主改草者」の盈場

(5) 1997年政府法

161 チ，;レノムイルジン政府の総辞職

171 キリエンコ政府の民立

第 3編大統領府の展開

111 第 l期(自1年-92年初め)一大統領制の発足

121 第 2期 CHi92年) 改革派対保守・中間派

131 第 3期 0'唖3年〉ーエリツイン・?ーデターへ

141 第 4期 (93年 9月-95年 12月〕ー1993年憲法。成立

151 第 5期{I996年〕一大統慣選挙

161 第 6期 (96年IO月-97年 12月)

171 第 7期(1998年 1月-7月まで)

1伺7年 12月17目、懸案であーた「ロシγ連邦政府法J(以下「政府法」と

略す〉が制定され長。これは攻リ府の権限や他の国家格羽との関係を定める重要

{11 19喝行年政痢楼の翻訳は次を参照L拙"uロシア連邦政府楼」 σ神戸法学8提携叫第.. 

毒錦1号).
なお本論では、ロシアの新聞等を次めように略記ιているo N=iIr立新聞、広=コ

メルサント，ヂイ'} 、RG=<>νァ新関1、z-イズ."スチ.、 RV=ロシ7通報、
p-プラウダ、 T-トル ド、 s-シポ ドニャ、 NV-ノ ポエ・プレーミャ、 AF=

.拠と事実。
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な法律であり、憲法の定める「葱法的法律」の一つ(法のヒエラルヒーの上で

適常の法律より上位にあり、その制定改正ιは特別多数が必要〉であるカ久

1鈎3年の現行ロ ~7連邦憲法成立後、これまで制定されていなかったのであ

.。政府法の制定によって、中央行政機関の法的枠組がやっと確定した.その

制定を機に、体制転換の論理と関連させっつ、ロジア連邦の執行権力の樽遣と

特質について考えてみたい。この場合、政府の内部構造、政府と大統領〈安調

領府〉の関係、執行機関と立法執羽・司法被閣の関係、の五つが問題と拡る。

このうち三番目の問題惜別補で論じたいので、ここでは前二者を中心に取り上

げることにする。 19醐年8月にはキリエンコ政府は総静職し、翌9月tζ(まプ

リマコフ政摘が成立しているa それに伴ってエリツィ y大統領の退陣や憲法改

正も話題になっており、執行権力のあり方も変わ q てい〈可能怯がある。本稿

は、ペレストロイカ期からとのキ')エンコ政府の総務職制前の時期を対象とし

ている。

第 1舗 c，ア連邦軌待権力の偽造とその侍貫

第 1章序観

111体制伝換と権力分立体制の導入

社会主義の崩織と体制の転換によって、ソ連邦・ロシアの国家の構成原氏望も

大き〈変わった。社会主義湾代に位「惨力分立原則』ほ否定されていたが、

1鈎S与の現仔憲法では、犬統領優位の権力分立体制が採用されている。その

聞には過渡期(ペレストロイカ期に対応する〉がある。ペレストロイカ期剖弘

通常ゴルパチ冒フ氏がソ連邦共産党書記長に就任した1985年から、ソ連邦の

崩壊した1991年末までを指す。しかし画家システムの構成原理の面では、エ

リツイン大統領が人民代議員大会や最高会識の制度を廃止し、釈憲法が隼定さ

れた19酎年末までを過模湖ということができよう。以下、社会主義刻、ペレ

ストロイカ第 現行憲法下という言葉は、このような時期区分を示すものとす
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る。

社会主義期に否定書れていた権力分立論は、次のような経過を経で復活した。

ペレストロイカ運動が始まっても、国家論・憲法輸の転換は直ちに始まったわ

けではない。転機と忽勺たのは、 1988年のソ連邦共産党第19団協儀会でおっ

た.間協議会で政治改革の基本路線が定められ、それが同年のツ違憲法の改正

へとつながったーとの憲法改正は権力分立論を直接には反加しておらず、むし

ろ遂に、司シア革命時の「金権力をソピエトヘ」というスローガンの実翼化を

目指したものであ勺h しかし全極力を集中した代議梯欄と Lての人民代議員

犬会・最高会議 crソピエト」に当たる)は、結局怯「議会Jへと成長してい

かざるをえない。また当時から大統領職にも擬せられていた新設の国家元首と

しての最高会議議長職は、その後実際に大統領事機へと転換しでいく乙とにな'0
したがって、当時の立法者の主観的晴図を趨えて、 1988年¢憲法改正位、歴

史の論理としては、権力分立原種を導入する転機と'..ものであった。

この時期には、理輸の分野においても、梅力分立原理の導入を求める論者が

層を成して登場している。しかし当時は、反対論誌なお強力であり、賛成論者

も、西欧諸国のそれとは異なる社会主義嗣な権力分立論を主張していだ。権力

分立原理が、理論的に、全面的に採用きれたとはL、え創世況である足。

1ωo年のν連日憲法の改正によって大統領制が導入される〈プルパチ担フ大

統領の誕生)と、極論の分野では、極力分立原型の採用除自明の理とされるよ

うにな勺た。 1鈎O年7月のソ連邦共産費鴬初回大会の採択し允「続領的直言j

色、梅力分立論を肯定していえ当時の共産党でさえ、もはや権力分立論を否

定できはくなうていたのであ否。従ってこの時期には、問題はすでに決着済み

111袖萄「社会主義的法治画家強の検討〈下1H神戸法学雑誌U38巻4号 1'"年〉、
「ソビエト醜論の圏祈咽闘Jrr神戸法学総出 39巻1号、 1醐年入 Tソピ孟ト眉
家システム¢改議」 σ神戸法学雄割"巻3号、醐S年)参照e

121他省『ソピエト・ νステムのm..と大統領制の饗生](，神戸法学年報』第6号、

1弱。年)174-175頁."照。
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とみなされ、権力分立原理の是非ををめぐる論争自体が姿を消していくことに

江志。しかし社会主義の原則になお国執していた当時のソ連邦の憲法には、権

力分立の筒鉱なお量場しない。

他方で、ソ連邦に対抗して、改革派が主導権を握っていたロシア共和圃にお

いては、 199C年6月の主権茸言で、権力分立原則令、法袷薗家の[最重要原

則Jとして承唱している(その後四削年5月の恵法改正で、ロシア共和臣に

も大統領制が導入され、同年6月の選挙でエリツイン大統領が誕生した)，き

らι1991年4月のロシア共和国，.法の改正により、この原則低憲法典に導入

された (ζ¢改定により、「ロシア共和国Jという園名も「ロシア連邦Jまた

は単なる「ロシアJに変わった)。つまり改正されたロシア連邦事法第1条は、

ロジアの憲法体制の変わあことのない原則として、メ民権力の原則などととも

記「権力分立J原則を掲げ、同第 2条は ロシア連邦の国家権力システムは、

「立法、執行および裁判権力の分立」の原則jに基づくと明記したのである。

このようにして、社会主議期臨の時期に前後して、ロシγにおいては、権力

分立原則は、盤強的・制度的に完全に復活したかのようにみえる。しかし、理

論割にはともかしまた改正憲法の定めた芸本原則にも関わらず、この時点で

は、制度的には権力分立原理のg乗用は、なお申途半備な状態であq た。それは、

ロシア革命直後の「全権力をソピヱトヘJというスローガンに忠実な、権力分

立原理を超越する最高権力機関としての「人民代議員大会J(およびそこから

宜還される最高金書紛が存在したからである。ソ連邦D人民代議員大会は19"

年に、ロ γア共和国のそれは1990年に、それぞれソピエト史上初の民主的選

挙によって選出された.憲法上それは「最高国家権力機関」とされ、立法執

行・司法の三種は、最終的に怯この人民代議員大会に集中される仕組みになっ

ていた.ソ連邦の人民代議員大会は、憲法監督委員会の決定さえ破棄すること

ができた。

他方でソ連邦とロシアの大統領の権限も強大で、合法泊に、あるいは事実上、
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立法植を行使していたし、ソ漣邦大統領体司法権の一部〈違憲立法審査機)も

行使していたe このよう民、ペレストロイカ期のソ連邦およびロシアにおいて

は、人民代機員大会および大議領というというかたちで最高権力機闘が並立し

ており、二重極力状態が現出していたのである。つまり、実態のうえでは、衛

力分立原則は未確立だうたのであ否。

このような二重権力状怒の矛盾は、早晩何らかのかたちで解決されなければ

ならなかうたが、それはエリツイン大統領によ毒人民品議員大会および最高会

議の廃止という方法で実現された (1銅3年9月〕。その後制定された"四年12

月の現行憲法は、権力分立原則を確立した。それは大統領の権限が犬きすぎ

るという点でやや歪んだかたちではあった(それは社会主義時巳の「ソピエト』

型権力システふの対極こある〉カ人ともかくも三権分立の体制治判月確にされた
舗

のである.

(引執行悔力機関の位置づけの変遷

社会主義揖代から現在までのロシア政府の展嗣については後に詳述すあが、

ここではその問題点を論じるために必要包限度で、基本的な変遷の筋道を概観

しておきたいロ社会主義時代末期から現代までの政府の位置づけの変遷は、四

つの時期に分けることができるa 夢庄 (08年10月)の政局の流動化は、五つ

自の碍期の到来を憲司味することにな匂そうである。

①社会主義時代

社会主義時代最後のソ連想康法は1977年、ロシア共和国憲法は1978年に制定

され それに対応す.ソ連邦閣僚会議桧は1978竿、ロシア共和国閣僚会議法

は1979俸に制定された。これらの内容は共通であ否が、そこでは極力分立論

倒 このような経過については筆者は多〈の論文によって明らかにしてきたが、次に筒
潔な要約があ率。拙稿「ロ"ア立憲主義への歩みJCr神戸法学年報』第n号、 100出年み
2-3頁参烈B
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は否定され、金権力は最高会議に集中される建て前になっていた〈現実には最

高会識は形舷化し、共産没が金権力を掌鍾していたことはここでは関わない)。

それによれば、閣僚会君臨は「最高執行・処分機関」であり、最高会議に責任を

負い、報告義務を負う守閣僚会議のメンパーを任命するのは最高会離である

(最高会議の聞かれていたない羽聞は、首枢の提案に基づいて最高会議幹部会が

閣僚会議メンパ を任命・解任する〉。省斤の新稜・廃止を決定するのも最高

会議である。最高会議幹部会は、政摘の違法芯決定・処分を破棄することがで

きる。このように政府は最高会議に従属する機関とされていた。

②ぺレストロイカ期のロシア

ロシア共和国に先立ってソ連邦で園術改革が行われたが、それはその後の由

シフ共和園の制度改革とは微かに異なってい'0また 1988年の憲法改正によ

る人民代議揖大会制度の導入時、 1990年 3月の改憲による大統領制度の導入

時、周年"月の改憲による大統領節度の強化時で、 ゾ連邦の国家体制も変化

を遂げていく。ロシア共和圃の方も問機の変化をたどって行くが、 1991年5

月に噂入された大統領制度は、 90年12月段階のソ連邦の制度に比較的近い.

ここでは91年5月の大統領制度導入時の司シアの執行権力機腐の位置づけを

簡単に整理すれば、次のようになる。

大統領は「最高公職者J(園家元首の遠慮した表現)および「執行権力の長j

という三重の規定を与えられている。大統領は最高会識の同意を得て首相を任

命するが、ぞれは人民代滋員大会の承認が必要である。他の政清メンパーは、

首相が提案し、大統領が任命・解伝する。大瀬領は閣僚会識を組織する(省庁

の新設・廃止極を含むと解せられる〉。大統領は政府の活動を指導し、政府は

大統領に報告義務を負う。政府の費量高会議・人民代議員大会に対する責任を定

めた規定位なしまた最高会議犬会は政府決定の破棄権を有しない。ただ最

高会議大会は政府を単純多数で不信任することができる。大統領も、最高金

識の同意を得て、または政情自身の申し出により、政府を総辞織させることが
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できるa このように権力分立体制が明確にさ札政府は議会から依独立して大

統領に従属する位置づけにな勺ていo.その後91年8月の保守派によるクー

デター未忍事件を経て、エ 'Jツ4ン大統澗には非常権限が与えられ‘いっそう

大治傾の極力が強化された。

③1992年「ロシア連邦閣僚会搬送」

91年12月にソ連邦は崩壊し、翌92年初めからロシアの急造的な経務改革が

始まった。しかし、いわゆる「ν省ック療法」に対する批判の芦拡強〈、 92

年12月、メ民代議員大会は牽法を改歪し、『議会」の権限を強化した。同じ 92

年12月、最高会識は「ロシア連邦姐僚会議政晴法」を制定した。この新体

制がそれ以前と異なるのは、次の点である。政府は、大統領だけでなく、人民

代議員大会・最高会議に対しても報管義務を負う。首祖だけで紅く、箇肺・外

務・内海・保安の4大匡の大統領によ事任命。己際しても、最高会議の同意が必

要である。省庁の新設・腐止は、大統領の割署員憶に基づいて最高金織が決定するa

このように、最高会議は社会主義時代にもっていた政府に対する権限をかなり

回復」ソピエト権力が部分的に復活したかのようであった。掛府は大統領と

議会の双方の支配下におかれ、権力分立原則は後退した勺

⑨1993年型賢建と，関7年政府法

91年の犬統領制導入後、特に92年以後、体制転換と改革の方向性をめぐ勺

て大統領と窓会の三重糠力状揚が現出していた。そこでエりツイン大統領は、

93年9月、最高会議・人民代議員大会を廃止し、 時的に金権力を寧握する

とともに、同年12月、人民投票によって新憲法を制定し、大統領優位の大統

領側共和国を樹立した。その後も大統領と議会の対立の携図は続私新憲法下

の政晴法@制定は遅れたが、 97年12月、やっとそれは成立した.そ@基本的

内容は、次のようである。

大総領は、「最高公職者Jという表現に代わって「画家元首」と明記された

が、「執行権力の長Jとほされていない。他方で政府は「最高執行権力機関」
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とされ(ただし政府法第1条の表層に霊場するだけで、本文で正面からそのよ

うが己規定しているわけではない)、「政府は大統領に責任を負う」といった規定

もない。大統領は主権のよに超U然とたづ国家元首で、執行権力とは切り離され

ているかのようである、しかし実際にはそうではなく‘晶宝するように、大統

領怯事実よ執行機カの畏でもある。首相は下院の同意を得て大統領が佳命し

(下院が3困不同意のときは大統領は首相を任命して下院を解散する)、他の政

府メンパーは、首相の提案を受けて大統領が任命する。政府の議会に対する責

任規定はなく、議会に怯政府決定の破棄権もない。大統領怯いつでも政府を総

辞職させることができる。下院は政府を不信任できる(3カ月比内に 2度不信

佳した場合は、大統領ほ政府を総辞職させるか、または下院を解散す')。憲

法・砂府法の上で、省庁の新設・廃止権の帰属は明確でないが、大統領が有す

ると解されている (96年8月14日の「連邦執行権力拠調のシステムについてJ

の大続領令怯、連邦執行権力機醐の釦見交I~' 改組・廃止は、首相の提案に基づい

て大鱗領が決定すると規定している〉。

このように、 93年憲法下の執行権力の構造は、 91年に大統領制が導入され

た際のそれに近い.執行権力と融会¢関係降、ジグザグをくり返してきた@で

ある。その後下院位、大統領権限の縮小と儀会の強化を内容とする憲法棋Eを

目指しているが、成功Lていない。9B竿8月、エリツィ y 大統領は、金融危

機に直面してキリ zンコ政府を総辞職させ、新政府の形成をめぐ q て議会と受

渉したが、そこで権力機描畑E聞の関係をめぐる妥協策として模索されていた

実は、"年の閣僚会議瞳にやや近い。振り子はまた元の状趨に戻ろうとして

い"体俸転換後も、新しい権力構造はまだ未確立なのである。

第2章執行権力の構造と特質

(1)大統領の地位

既述のように、 93年の現行憲法によれば、大統領は「園家元首」とされて
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いるが、旧憲法のような「執行権力の長」という規定は姿を消した。他方で

例年の政府法は、政府を「最高執行権力機関」と規定し〈従来乙のような

「最高田pXOBH瑚」という形容潤が政府に付けられることはなかった)、首相

を「政府の長」としているから、首相こそ「執行権力の畏」ということになる。

しかし事実上大統領が執行権の長でもあるととも疑いない。このように、 方

で大統領の地位の二重性 cr国家元首』と「執行権力の長J)が、他方で執行権

力の二重性(大統領と政府)が問題となる。

現代ロシ?の大統領と首相の関係6志、帝政時代の皇帝と首相、社会主弘明そ

の共産党書記長と首相の関係を連想させる。エリツイン大統領は、しばしば三

権の上にたっ「国父」として振る舞い、ヲランスの大統領と阿じように f選穆

信託君主」と呼ばれることもある。"年のロシア逮邦憲法は、国家権力を、立

法・執行裁判権の三つに分けている(第10条)が、他方で政府が最高執行

権力機閣とすれば (97年政晴法第 1条〉、大説領の権痛は先の三権のどれにも

該当し"いととに紅る。そこで大統領の地位は三悔のどれにも対応せず、第四

の権力とする見方もある (K"年12月68、N9s年10月30日.通常ロシアでも

第四の権力とはマス・メヂィ 7を指すが〉。

窓法・法律の定める大統領の権限には、①大統傾固有の権限と、②政府をと

おして実現されるものが区別され、③さ bのその中間的なもの(大統領直管省

庁)があo.このうち①は国家元首としての権R買い②と③は執行権力の長とし

ての荷量調と一応いえるかもしれない。

きて①の大統領圏有の権限にも種々のものがあるが、ここでは便宜的に、形

式的権限、 般的権限、他の権力機関との関係に関する極織の三つに分けるこ

とにする。形式的権限と以、国E箱の授与 回目度・離脱の承認、褒貨の侵与、特

赦の決定など、一般的権問医とは、内政・外交の基本方針の決定、人および市民

の権利および問自の保障誌ど、他の権力機関との関係に関する権限とは、一定

の要件下での下院の解散、法耳障の拠出、法律の署名・公布、憲法裁判所・最高
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裁判所・長高仲裁裁判所の判事候補者の提案、その他の逮邦表文字両神4俸の任命、

検事総長候補者・申央銀行総裁候補者の提案などを愈味する。その世大統領は、

一定の要件下で人民役票を実施することができる。また大統領は大統領令を公

布することができるが、その内容については明確な隈定がない。大統領令怯、

大統領の権限を実現するための形式であるにすぎないが、実際にはその権限を

超える内容(つまり法律で規定すべき事項)をもっζ とも多く、しかもそれは、

一定の場合、合憲と認められている。ソ連 ロシ?では、形式的手続が実質的

内容を変えてしまう ζ とが時々みられるが、これなども典型的な事例である。

②の政府をとおして実現される大統領の権限とは、次のことを怠糠する。大

統領は下院の間意を得て首相を任命し 首相問提案を受けて他の政府メンバ

を任命する。首相の提案に基づいて、連邦執行権力機日開の構造を決定する。大

統領は闇閣を主宰することができる。大統領は、いつでも政府を総辞磁させる

ことができる。大統領は、憲法・訟律・大統領令に違反する敬市の決定・処分

を破棄することができる，大統領は、このような手段をとおして、最高執行権

力機関である政府を指揮するζ とができる。

③の大統領の権限は、やや奇妙な性格をもっている。憲法は大統領の外交溝、

国防権(ロシア連調嘩最高司令官の地位、ロシア連朔障最高司令部の人事権、

軍事ドクトリンの承認J、非常事態宣言抱などを規定している。しかし大統領

のこの権限に関わ.園家諸機関は、政府の梅原支那分でもある。例えば外務省

や国防省がそうである。これらは大統領直繕省ときれているが、政府機構の一

部でもあり、その位置陪暖昧である。しかもこれら省斤が大統領直稽とされる

ことについて笹援の法的根拠はなく、どの省庁が大C統領直絡なのかも明確で芯

い。政府が組織・改組されあ度に、大統領が勝手に cr憲法に基づいてムつま

り憲法が大統畑の樹視としていることを椴拠に)大統領直暢省庁の')ストを決

定してい.のである固これらのうち、外務省・国防省についてはまだ憲法上

応その板興が分かり易いが、内務省などは分かりにくい。緊急事態省〈自然災
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害・犬事故に対処する)は、"前政府法では大統領直轄とされてい.が、 96

年 8'~ (第2次チ孟ルノムイルジン政市の成立時)の大誠領令ではそうな令て

いなかうた。以前は、連邦ラジオ・テレピ局も犬統領直腸とされていたが、こ

れなどはまったく法的順拠がないo"年!とは、大統領直轄省庁は約却存在し

た (N96年12月u日)。

例年の政府法では、国防・保安内務 外務・緊急事態の五つの問題を管

略す6省序が犬統領直轄とされた(第32条。制定過程でこの規定は大きな争

点となった.そのことは思議でとりあげる)固とれによって大統領直轄省庁の

範囲が一応明確と伝った.その後、 "9的年4月のキリヰンコ政府の発足に際

して公布された I連邦執行権力機関の締造について」の大統領令 σ法令製J90

年初号20ro番)によれば、大統領直轄省庁は13に及ぷ。ロシアでは、武袈カを

有する省庁を『武力省庁」と称すあが、それには、因坊省、内務省。警察機構

の他に、内務軍を有すo)、旧国家保安委員会(区GB)を分解した連邦保安局・

対舛諜報局・速邦防限局、連邦国境局、連邦鉄通部隊局などが含まれる。これ

らは 先の五項目のいずれかに該当し、大統領U直"ということになる。大議領

直積省庁については、その長は首相に提案梅がなく、大読領が直接任命する。

これら省庁の規程は、政府法によれば、首相が提案し、大誠備が承認する〈以

前怯首相に提案権なし)。政府法によれば、これら大統領直鰭省庁についても、

政府はその活動を調整する権限を有する。 r.. 墜する」というの拡、ロ νアの

法令ではよく用いられるが、あまり意味のない権掻視でああ。ただ大統領の独走

を抑制する目的もあって、議会が付け加えたものである。

以上めように、大統領は直接に、あるいは攻摘機構をとおして執行権力を

行使しているが、その権限の直接の行使のために、後述のように、かはり膨大

な大統領府機織を援するに至っている。



B シア選傍告噂""権力の観諸量 " 
(幻行政の二期制

大統領は事実上執行権力の長でもあるが、憲法・法簿上そのことは明記され

ておらず、また実際、日常的には直接政府を指揮しておらず、大統領直結省庁

を除けば、通常の行章受継の行使は政府に委ねられている。そのため行政のニ頑

制とい勺た夢実が生じている。ロシア連邦憲法がモデルさした現ほのフランス

憲法についても同じようなことが指摘されると恩うが、ロシアの場合はフラン

ス以上にその二元制が顕著である。フランスと比較しつつ、ロ γアの行政のこ

頭制の特徴を示せ}弘次のようであ品。

①基本的位置づI才

憲法に明記されてい畠おけでは伝いが、フランスでは大統領は国家元首兼執

行権力の長と惚噛されていあょうであ'0大統領が執行梅力の長でもあるため、

フランスでは、ロシアに比へて、大誠領と政府の一体性が強い。康法典の錦定

順序も、フランスでは、大統領、政府、議会の願に配置されており、大統領と

政府が連続しているのに対して、ロシアでは、大統領、蟻会、政府の願になっ

ており、大統領と政府は分断されている。

②首相の怪命権

ロシアでは下演の同意が必要である(ただ3度同意が得られないときは、同

意なしで任命し得る〉が、フランスでは不要である。ただ実際に俗、フランス

では議会の多数派政党の')-ダーが首相に任命されることが多〈、大統領と首

相の所属政党が異なることがしばしばみりれる。ロシアでも下院隠そのような

任命方法を要求しているが、今のところ実現していない。首相の任命権の点で

依、憲法上はアヲ yスの方が大統領と首相のー体牲を図り易いが、現実はロシ

γの方が一体性は強そうである。

01 ヲラシス憲法については!次を多照した。阿鶴照哉縄『比較憲法人門』有習を間、
1醐年、滝沢正『フランス尚三省輩、'""年。
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③閤瞬主宰権

フランスでは大統領が閣議を主宰することになっており、実際、原則として

大統領が主宰していあ。ロシアでも大統領は関織を主宰できるが、主宰しなく

てもよく、通常は首相が主宰している(あるいはその委任を受けた第一副首相)。

鮮細について肱資料がないが、 96竿9月から例年5月の9カ月聞については、

閣議の実株が分かあ〈この期聞は、雑誌『ロシア逮邦』に関議の状況を伝える

レポ トが掲載されていた)。それによれば、 ζの閲政府の会議は盟国聞かれ

てい.(その内訳については後述〉が、大統領が主宰したのは1固だけでめる。

このように、ロシ?の大統領は、日常的には政府を直接指導していあわけでは

ない。先にも述べたように、 γ漣・ロシアでは、国家行政を箆満・外交・治安

などと経済関係に分け、大減額(かつてほ共産党書記長)と首相がそれを分担

することが多い。また大統領(共産t覚書記長)には政目治家が、首相には経済の

専門家が就任することが多い。大統領はもちろん経済問題についてもその権限

を行使し得るが、現実には経済問題に通暁しておらず、首相に任せ芯ことにな

る。そのため閣議に出席することも少ないのである。エリツイン大統領体週1

回首相と会談するのが適例となっており、また必要に応じて、副首相や個々の

大匡と合議している (N97年12月19日)。

④大銃領令と政令

フランスでは政リ府の決定〈オルドナンス、ヂクレ)にも大統領が署名するし、

他方で大説領の法令には首相が副書する(大抵領固有の権限に基づくものを除

き)。このようにして大鏡傾と首相の共司責任体構が明確にされている。他方

でロシアでは、大統領令と政府決定は別々に公布され、共同で署名することは

ない。双方で事前に講整したうえで公布されているか否かも疑わしい.厩述の

ように、大統領は、政府決定・処分が憲法・法律大統領令に違反する場合、

それを破棄しうるが、このことは、大統領と政府が別々の法令公布主体である

ζ とを前提としており、行政の 体性の観点からは奇妙である。そもそも大議
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領が否認するような政府決定が公布されうることがおかしいし、また他方では、

上位法に違曜す忍場合だけでな〈、合目的牲の観点からも、大統領は政府の決

定・処分を破棄しうるようにすべきである.

131 政府の位置づけ

体制転換後のロシアの政治構造をめぐる最大の争点は、政府を大統領と議会

のどち句の支配下におくかにあ。た。

@釜本銀定

社会主看眠時代は、歌府は最高会議に責任を負い、後者は前者の決定¢破棄権

を有した。ペレストロイカ期のソ連邦で怯、政府は人民代議員大会・最高会議

と大統領の両者に責佳を負い、後者は政府の決定の破棄権 停止権を有した

(9旧年12月の憲法改正の前後で多少異なる。詳細は後建)091年に大統領制を

導入じたロシγでは、政府'"大統領にのみ責任を負い、人民代議員大会.，最高

会議には責任を負わなかった。しかしその後、議会側の巻き返しにより、昭

年1'~の憲法改正と閣僚会識法の魯定により、政府は大統領と大会 最高会

議の双方に報告義務を負うことになった。ただし大会・最高会諸にIi.政府の

決定の破棄権はない。犯年憲法および例年教府法では、政府が他の機閣に責

任を負うという規定はない。大統領は執行権力の長とされておらず、他方で吸

府は r最高」執行権力機関ξされていることと盤合的ではあるが、実臓には、

既述のように、政府は大統領に従属する機関であり、大統領は政府決定・処分

の破棄権を有する。

93年憲法下の政府と鎗会の関係は明確でない。憲法上政府は儀会に対して

責任を負わない。議会側はその点が不満で、憲法を改Eして政府に対する統湖

権を議会に与えるよう常に主張している。望書会の政府に対する質問権について

も、憲法には規定がない。議員地位法~議院規"J、，7<手政府法は、自民会の質

問極について規定したが、それ怯憲法上の権利ではないことになっている。
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a政府の様遣の決定植

省庁の新設・改組・廃止の決定権は、社会主義時代は最高会議に帰属した.

90竿，.に大統領信組が噂入された後のソ連邦でも、最高金識はこの権利を維

持したが、当初は首相がその提案権を有し、9c年12月の大統領制強化後位、

大統領に提案継が与えられた。 91年に大統領制を導入したロシ?では、大統

領に決定権が与えられたが、 92年の改憲で再び最高会績がそれを取り戻した

(大統領位提案権)093年憲法と 97年政府法では、首相が提案権を、大統領が

決定権を有すると解されている均九法文上はこの点は明確でない。憲法第112

条が、「ロシア連邦首相は、その任命後1週間以内に、逮邦執行権力機関の構

造に闘する鍵農をロシア連邦大統領に提案する」と規定しているだゆである。

ここでは政府が大統領に提案するとなっているだけであり、それに対応する大

統領の極限を定めた条項(例えば、「大統領は、首相の提案に基づき、政府の

構造を決定する」といった続定)怯ない。しかもこの憲法第 112条は、新政府

が発足する際の想定であ勺て、一般的に省庁の新股・廃止について定めたもの

ではない。

社会主義の時代に俗、閣僚会議法に閣僚会識を構成する省庁のリストが含ま

れていた。現在ではそのような恒常的なリストは存在せず、新政清の発足の度

毎に、首相が新政府を構成する省庁のリストを作成し、大統領がそれを決定す

ることになる。では新政府の発足後は、省庁の新設・廃止はできないのであろ

うか。この点については何の定めもない。た充実際には、エリツイシ大鎌領，"，

新政府発足後も勝手に省庁の新設・改組・廃止を行っており、野党もこの点に

ついては特に批判の声を上げていない。大統領にこのような権限が属すること

は、既成事実化しているのである。
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@政府(内閣)の傭成と人事

内晶の糊齢、畔曹訟で俗、開剖醐および犬臣とされている(例

年政府法も同じ)。それ以前と異なり、「第一副曾相jや「国家委員会委員長」

が含まれてい削、ソ連・ロシアには伝統的に「第一扇情聞のポストがあり、

しかも通常それは、「第』といいながり 2~3人存在した。そのため、首相

不在中その職務を代行する第扇町首相は、 f首席第 百首相Jと呼ばれること

もあうた。いかにも官僚主義的な名称である。""窓法は、公式のポストと

しては第一面首相を廃止したが、その後も実際には複数の第 副首相が存在し

続けた。それらは法的にはただの「百首相Jと同じでお勺た."年4月には

キリェ γコ内閣が成立したが、この内閣には第一副曾相のポストはない。ゃう

と憲法の規定と 致したわけである。副首相の数は臨限がなく、第一副首相と

合わせて10人を超えるとともあった図キリエンコ内閣では、副首相は 3人に

誠少した。

ゾ逮・ロシアに位、「省」以外に「圏家委員会Jを称する富庁も多い。以前

はその委員長も内閣の構成員であり、大統領が任命していた."年憲法で休、

ζ れb委員長は内閣の構成員外とされ、その佳命権は政府に移った.ただ伝統

的にソ連邦・ロシアでは、内閣(閣僚会議〉の標念は明確でなく、だれがその

構成メンバ であるかといーたことに体無頓着であったように恩出れo.社会

主義臥噌代は政府内部に意見の対立はなかったし、また政リ府構成員の数も多〈

信I r前府J，r内閣」の需について。社会主義の時代から「閣僚会譜"，ま f敵府jとも
呼ばれていた.1977年のツ遣を憲法でも政府の語は周いりれていあ(第128条)。 ζの点

は、 f議会」の語が祉会主磁の原理と矛盾するとして否定されていたのとは異なる。
しかし当時は、政府の艇は、専門用語として肱あまり周いられてい低かった。しかL
社会主義の麟繊の前後の時期から、乙の語ほ多周されるように忽る.r内調J(キ.ピ
ネット〉の語は、'"年12月に己正されたゾ連邦の政府がそう呼ばれていたのを除けば
法令周語としては聞いbれていない。しかし「政府」の語U二穫的であり、広義でu
中央執行権カ機関総体を、狭擦でほ旧閣僚会自慢に担当する合議体を意味するB そこで
前者を意味す.ときは「連邦執"権力機関」役者を憲聴するときは「内閣jという

言葉が、日常的にはよく飼いられている。
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て実質的な討鎗はなく、ただ報告を聞く"けであうたから、把れが政府の構成

員であろうと、閣議の結果に影嘗はなかった。その崎々のテーマに応じて関係

官庁の指導者が陽緯に招集されていたのである。現出では、内閣の構造が決定

される度に 「連参時4lT権力銑羽の槍迭について」と題した大統領令が公布さ

れるが、そこには省以外に、国家委員会、庁等々が列挙されており、どこまで

が内閣の構成にはい志のか明らかでない。憲法・政府法によれば、省の長〈つ

まり大臣)だけのはずであるが、 98年5月、国税局長官のボ 'Jス・フヨード

ロフは内閣のメンバー!こなったし、政府官房長官も伝縫合包に「大臣Jとされて

いo.

省庁の構造権限を定める省庁別の『規程」は、政府が決定する.ζれはわ

が国の設置法〈文部省設置法など)に相当するものであるが、ロシアでは、法

律ではなく政令で決定されているのである。

なお「首相代行Jについても、いろいろ問題がある。 98年、チsルノムイ

ルジン政府、キリエンコ政リ府の総辞職に際して、首相代行や首相晦時代行が任

命された。その問題点については、後述する.

ω) 政府の内部構造

①問機

閣議の実線はあまり明らかでない。社会主義の時代は、閣僚会滋の全体会援

は1年に4回しか閑かれず、それに代わって閣僚会組幹部会が日常的に活動し

た。首相の単独仮定や幹部会の決定が、政府決定の名で公布されていた。 97

年の政府法で位、政府の金体会皐(閣蟻:>，主 1カ月に 1回以よ聞かれる ζ と

にな q ている。政府は、政府幹部会を設置することができる.以前は政府の全

体会識は大所有告であったから、必ず幹部会を股置することになっていたが、現

在では行政改革命叫ばれ、政府構成員の人数は減少してきたから、幹部会は設

置することが「できる」だけで、必ずしも必要と4草されていない。ただし、実
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際にはその後も幹郎会は常に設置されている(必要に応じて開催される〉。

やや奇妙なのは、現行最府法では、閣議での決定方式が定められていないこ

とである。以前は、閣議の決定肱多数がで行うことJ!lIBJlI2されていた。現d政

府法でも、事宇部会の決定は多数決で行うことが定めりれている(第n条〉に

もかかわらず、政府全体会議については何の定めもない。これは、政府の全体

会識が、実質的には、政府の政策の決定纏関ではなくなっていることに対応し

ているのかもしれない。政府の金体会議はなお人数が多く、単なる協議機関、

報告会、窓思統 の機会といった性絡が強い。政づ府の拡大会議も時々聞かれる

が、これも同じである。実質的な審議決定樹関は政府幹部会なのである。

実際の政府会議の開催ぶりについては、先にもみたように、 96年 9月から

97年5月のヂータがある。それによれば、このr.Ii32困の致府会識が開かれて

いるが、内訳は、幹部会が21J回、全体会議6凪誌大会践1園、実務問題委

員会E固である。これを参ると、週に 1困は何らかの政府会識が聞かれていた

ことになるが、幹部会の開催回数がー番多い。とれ以前の時期は、毎週政府の

金体会議が聞かれていたが、チιルノムイルジン首相の決定により、この時期

以後、毎週第一および第三木曙日は政府幹部会、第四木曜日は政府全体会組、

第二木曜日は実務問題委員会が聞かれることになった。政情の拡大会議(遠邦

構成主体代表や議会代表も寄加)は、，.月に 1困聞かれる.実務問題委員会

はイシナ キャピ永ットであり、小政府とも呼ばれる crロシア連邦』錫年1暗号

10買、"号15頁)。この小政府の方は、首相は出席せず、ソスコグ孟ツツ、ボ

リYャコフといった歴代の首席第}剖首相が主宰している (N舗年 1月23臼、

9 JH4 B)。鉛年には、大統領の下に、「租税・財政規律臨時非常委員会J

(Btn¥;=ロシア革命後の初甥の秘密警察の略号と同じで、ロシア人にはなじみ

深い名称である)が股置された。これに怯首相の他、チ品パイス、ポタ ーン、

リヲシッツ、ヤーシンの主要閣僚やドゥピーユン中央銀行総和智加していた。

当時第一副首相であったイリ品ーシシ氏はメンパー外であったが、同氏によれ
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ば、この委員会こそが「真のロシア政府」であ勺たという (NOO年10月16日).

この委員会も、インナ キャピネット的性格をもっていたのであろう g

②首相の権限

政府は合自民制機閣でおり、首相は政府の活動の基本方針を定めるが、個々の

省庁の長に対して直接の指揮・命令権があるわけではない。 ζの点で曾栂の権

限には制約があるのである。既湛のように、大統領直輸省庁についてt弘首相

の権限はいっそう制限されている。他の大臣についても、任命・解任権は大統

領にあるから、首相の支配権は実質的にも弱体である。首相には大臣¢任命に

際しての提案犠のみが場周しているが、それもその時々の力関係によって、事

実上大統領に押しきられる傾向がある。例年8月、エリツイン大統領は、チュ

パイス、ネムツオフの「若き改革者J2人を第副首相に任命した図形式的に

はチェルノムイルジン首相の提案に従勺たかたちをとったが、実際には大統領

が、改革の推進のため 首相とは考え方の違うこの 2人を押しつけたと推計測さ

れる (N例年12月釘目)。

さらに個々の大臣・長官と首相の聞に"、副首将(第一副首相を含む)が存

在する.副首相は分担していくつかの省庁を監管する。例えばある副首相に金

融・財政関係の省庁の監督権を与えると、首相自身は直接その省庁舎指導しな

いe大統領が首相を飛び越して直接その副首相と、関係する問題について悔識

するということもある(Z9悼1月初日)。大統繍首相一面憎相一大医という

複雑な指揮関係が存在するのである。そのため、画首相を通すことなし首相

俗直接大臣に指示できるようにすべきだという主張もあるくNa隼 2月26回)。

副首相聞の喰務の分担を決定するのは首糧自身であるが、そこにも大銑領の意

向が反映するかもしれない。この点で興味深いのは、 9喝年 1月16臼、チョ忌ル

ノぶイルジン首相がこの権限を行使し、チュパイス、ネムツ才フの両第副首

相から、多くの経済関係の省庁の監督権を取り上げ、自らおよび他の副首紹の

管轄に移したことである (Ra年1JH7日)。商第一副首相怯、初年11月に、
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それぞれ兼任していた財政拡燃料・エネルギヘ相を解任寄れていたから、己

れでほとんど無役と立った。このよう怠首相の権晴強化は、エりツイン大統領

の木興を買い、同年3月、両氏が首相を解任される原因のーっとな 4 たといわ

れる。

③その他

93年憲法では、省以外の官庁の長官は内聞の構成外とされた。それに伴L¥

例年政府法でt志、省必外の官庁の長富の人事権は政府に帰属することにな。

た。それらの内のかなりのポストについてほ、以前は大統領が任命・解任して

いたのである.96年9月四日、コフ氏か国有財産国家管理委員会委員長に任

命きれたが、 ζれi立政府決定によるものであった(その後91年 3月、同氏は

副首梅兼任となるが、そちbはもちろん大統領令による一後述)。例年 g月30

目、園有財産国家管理委員会が国有財産省に格上げされた(f法令集J91年初号

45図書)の}まいこの官庁の重要性に鑑み、その長を内隣構成員とするためであっ

た。また釘年10月初日、国家小企業支鰻・発属委員会委員長が交脅したが、

前任者の解任は大統領令で行われ(以前大統領令で任命されたため)、新任者

〈ハカマダ女史)c任命は政府決定の形式をとづた cr誰令集J91年44号開削番、

5醐軒。これは政府法発効前で怯ある札すでに人事権は政府に移転してい

たのである。

各省庁の内部構成も、いかにも富僚主義的で、か芯りの数の皮盲岬証すo.
例えば、例年4月に新股され、同年 9月には早くも廃止された産業・通商省

民は、 5人の第次官と 12人の他の次官、合わせて17人の次官ポストが存在

した (N98年8月m目〉。大きな省庁には、このようにたくさんの次官が存在

するのである。
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第3章大統領府の構造と特質

(11 夫総領府の特質

①紋行錯眼的性格

91年5月にロシアに大統領制が導入されたとき、大統領制についての明確

なイメージは存在しなかった。大統領を霞望書補佐する諸機聞についても具体的

な見取図はなく、必要に応じて試行錯眠闘にさまざまの機闘が新設・改組・廃

止され、朝令暮改を繰り返してきた。混佐なお大統領府制度ほ確定したものに

はなってい包い。 93年憲法第83条第1項は、「ロシア連邦大統領は、ロシア連

邦大統領府を組織するJと定めているだけである(前憲法にほ大統領府に関す

る規定はない〉。それは大統領の補佐機閣であーて、「連邦執行権力機関Jの続

念には含まれず、また独立した国家権力機関でもない。しかしそれは事実上

「圃家の主要政治機関Jに変約q た (N961手m月106) と指鏑されている。そ

のため下院では、「大統領府法」を制定して、大統領府を法的に規制すべきだ

という意見が強い。ルキヤノフ氏が委員長を務める下院立法委員会は、大統領

府法の起草作業を進めている (N96年10月"目)。

大統領補佐機関の全裂は明らかでない。大統領府規曜は、大統領府の内閣機

構を定めて肱い.が、そこに掲載されていない多くの付属機闘が存在している。

例えば f大統領付属政治的過激主義対抗委員会」とい勺た委員会の名称を、偶

然新聞紙上で回にしたりす7.>(N98年'""日〉。この種の委員会が数多〈存在

しているはずである。

IX行磁のニ頭制

行政の二頭制の同閣は、既に政府の側から姶じたとおりである均三、大統銃府

の侃から再論すれば、次のようである。もともと大統領は、その権限を行使す

るに当たって、政府の諸機闘を利周すれば十分のはずである.しかし実際には、

例えば大統領は政府とは"1こ大統領令を乱発するから、その起草噂備のための

機構が必要である。そのため大統領怖に国家法制局が股置されたのである。も
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ともとこの国家法制局は、大主主領府と政府の共」問機関とされていたが、現実に

は大統領府の機関となっている.

大統領府と政府の双方に同機の機関が存在する「二重性」の問題肱よく指摘

され~o 9S年4月には、「大統領府と政府官房の機能の区分について」の大統

領令が公布されている σ法令集JO'年17号1910番〉。 ζれは「大統領市民訴願

活動規程J(97年4月3日)から「邸時Jの語を削除するという決定である。

つまり ζの規程は、大統領府と政府への市民の役害の双方を対象としていたの

であるが、そこから政府への投書を分続し、後者は政府の別の決定によって対

処するというわけである。

方から他方への移管も時々行われている。大統領事理事局など一部の大統領

直属機関が、大統領聞かb政摘の管轄に移管されたのは、やや不可解であ.

(98年 4月初回の「連邦執行権力機関の機造について」の大統領令〉。政府と

大統領府が互いに協力することがあるのも当然である。例えば98年 l月、大

統領は政府の12の課題を設定し、そのそれぞれについて複数の責任者を決め

ているe この責任者は、政府と大統領怖の双方から選ばれており、例えば減税

問題は、チ s バイス、ザドルノフ、ポチノック〈以よ政府)と、リフシヲツ

(大統傍羽わが佳じられている。

③大統領補佐拠閣のー売化

大統領補佐機関怯試行錯誤的に形成されてきたため、指揮系統もバラパラで

あ勺た。当初はアメリカ裂の「国務長官」のポストが、その頂点に立つはずで

あったが、首相との三元性を避けるために、早い段階で廃止された。その後、

さまざまの大統領補佐機関は、フィヲトフ大統領府長官とイヲューシL首席補

佐官の指揮下に三元的に統合されていった。しかしこの両者は対立関係にあり、

さらにコルジャコヲ大治領警護局長やポロ グン事務局長は、先の2人の指揮

下に入っていなかった CZ951引 1"問、 98年5月初回、 Nva引 号14目。

96年1月に新しい大統領府規程が制定され、フィラトフ氏に代わってエゴ
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ロフ民が大統領府長官に就任した。この時期以後大統領府の 元化が図られる

が、それが応完成するのはチaバイス長官 (96年6月就任〉の時代である.

首席補佐官のポストは廃止され〈イリ A ーシン首席補佐官は第一面暗精に転出入

補佐官グループも大統領府長官の指慣下に入った。この時期以後、大続傾間長

官の主宰の下、毎週面恒官と補佐官の会援が開治通れるようになり、補佐官が定

期的に大統領と会う ζ とはなくなった。コルジキコフ氏が権力を娠.った審議

局長のポストも廃止された。こうして大統領補佐機関は、すべて大統領府長官

の指簿下に入った.そのことは当時、チュパイス氏による「大観蒋珊の私有化J

江どと協検された。

保安評議会の位置づけも、 93年憲法の前後で変わった.前憲法時代は、"

年3月5日の「保安法J"濯報』関与12号7ω香〉により、保安静鰭会は最高会

議に責任を負う機関とされ、その書記の任命〈大統領)には、最高会識の承認

が必要であった。しかし93年の現行憲法下で位、保安肝儀会体鎗会から独立

した大統領直屡の機関である。その書記は大統領が直後任命す毒が、副購記低、

大統領府長官の提案に基づいて大統領が任命する(9，年大統領府規程一後述~o

保安評議会は大統領府長官の指揮下には入っていないが、副書記(複数)人事

の提案権をとおして、長官は定の影瞥力を行使しうるg この薗でも、大統領

府長官の複澗は強化されたのであるa

④府政改革

大統領府民その輔酔止来、政府機構との二重性が指摘され、常にその機構

の縮小の必要性が叫ばれてきたa特にユマシェフ大統領む府長官!之、就任{l997

年3月)以来、人員削誠に努めてきたロ 91年に大統領制度が発足したとき、

1.1ω人の勤務員が大統領補佐樹関には存在した。それが1996年初めの段階で、

約2，∞0人に増えたという〈そ¢中には犯人の博士、 220人¢博士候補、 240人

の法律家が含まれる)。これを1，500人程度にまで削減する必要性が常に叫ば

れていた (RV9(;年1月12目、 1月31目、 NV92年7号14頁λ 政府宮房の勧務員
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教が約1ωo人であるから、大統領府が政府を追い越したことになる。"年2

月、それまでいた1.945人のスタッフを、やっと加。人商滅することができた

(z叩年2，1'114日)。

またユマシェフ長官は 大統領補佐官と大統領顧問の制度の全廃を園った。

98年初めの時期には、大統領府副長官が10人存在したが(第副長官を含む)、

この副長官が大統領の補佐官役を果たすべきだというのが、後∞主張である.

ζ れは大統領府長官の下への大統領補佐機関の統合という路線の継続だと解さ

れている。つまり、チュパイス時代に補佐官体大統領府畏官の指揮下に量かれ

たが、それでも補佐官の独立性はなお強〈残っていた。そこで大紋領府の一元

的噌揮系統の確立のためには、補佐官制度そのものの廃止が必要というのであ

る。実際、後述のように、この時期、かなりの数の補佐デ官が解任されている。

しかし全廃というわけにはいか江か q た。

(2) r大統領府=共産党中央委員会」脱

大統領府の権限が強化されるなかで、ロジ?ではそれをかつての共産党中央

委員会に嘗える論調がよくみられる。社会主義の時代には、表向きの最高権力

倒閣の背後 1'::，実質的な般高槻畑として共産党中央委員会が控えていたが、現

在でもその濯の裏の権力機関が存在す6はずだという発想である。ここに倍、

その種の機関なしにはロシア国家は機能するはずがないという先入観があるよ

うに恩われる。プルパチョフ時代には、大統領評議会や保安評議会が、そのよ

うな秘密¢最高機関に擬せわれていた。現在は大統領府がそうだというのであ

る。「独立新聞」紙のトレチャコフ編集長も、このようなアナロジ を用い、

大統領耐はl目共産党中央委員会で、その中に大統領側近からなる『政治局jも

存在するとみている (N93年~"~困)，大鯖領府の建物が旧共産党中央委員

会のそれであるのも、何かの因縁であろうか (RV96年1月12日)。

例えば、かつて怯政府の外務省を共産党中央委員会の医療部方喧配してい允。
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共産党中央委員会の各部が、対応す各省庁を支配していたのである.同じよう

に、今日では、大統領府の外交政策局が外務省を支配していあというわげであ

る。確かにヤストルジェムスキ 大統領府高眠官〈外交政策担当、報道官兼釦

は、プリマコフ外相よりも容易に大統領と面会できるといった印象が、一般に

もたれていたゐしかし実際には、大統領府の力低それほど巨大であるわけでは

ない。国際間遅担当のプリホチコ大統領補佐官は、先のような「印象Jを否定

し、プリマコフ外相は「絶対的に自由に、かっ定期的に大潟傾と会ってJおり、

河Lよりも頻繁に大統領と電話で連絡をと弓ていあ」と語っていあ (897年 10

月17目〉。

チaパイス時代に作成された大統領府規程 (96年10月2日)は、大統領府

の機能として、新た}こマスコミ対策を掲げている(対マスコミ政策の策定、政

策に関する情報の市民への保証、マスメディアの釦設等〉回このことをもって、

かつてイデオロギ支配欄測として活隠した「共産党中央委員会宣伝・扇動部

の復活」とみる者もいる (N96年10月10目〉が、これは誇大妄想的でああ。

国家法制局長のルスラン オレホフ氏が、陰の実力者だという説も多い。

「陰の」実力者にふさわしく、彼の写真も公表されておらず、新聞に当局者の

写真が搭載される場合も、彼の欄は空白になっている。エリツイン大統領ゆお

気に入りで、また「鉄のルスラシJと胃われるほど強固な意志を持った人物で、

だれも彼に怯手が出せないという。フィラトフ大統領府長官は彼に無視されて

いたし、チ豆パイス長官も、彼のような自立した指導者がいる限り、大統領府

の権力を完全には掌握できなかったという(オレホヲ民もチ孟パイス派と目さ

れているが)。また同氏以、その本来の権限を超えて、経済問題についても事

実上最高の実力者になっており、経済担当のリフシッツ大統領補佐官なとより

も上位にあるといわれる。法制局長として大統領令の公布に責任を負ーでいる

ため、経済関係の大統箱令を発するか否かは、悶氏の半断に依存してい忍ので

ある。大統領が署名した金・銀の船出の自由化に関する大統領令が、法制周の
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庚対で公布されないということもあった.ζの時新聞は、 f役人が犬統領を支

配している」とか、「金の問題については、彼(オレホフ〉は大統領よりも

『神聖』である』と報じている (K96年9月"日、 '96年2月24目、 N96年3月4

日)。

大統領事務局畏のポロージン氏も、大統領への強力な~誓カの持ち主として

諮られていあ。大統領事務局は、ガスプロムに次いでロシγでニ番目に大きな

独占企業体と言ってもよく、巨大な建物を管理し、医療施設、レストラン、ホ

テル、輸送機h調航空会社など約2∞の施設を運営している.そζでは l万2

干人の高級官僚の活動を保障するために、数万人が働いている。それは、旧ソ

連邦共産党中央委員会事務局、旧ソ連邦閣僚会議事務局、旧ロシア共和国羽僚

会議事績局、旧ソ逮邦最高会議事務局、旧ロシア共和国最高会議事務局 旧ソ

連邦保健省第4局、回世シ?共和国保健省第 4局を統合したものだという。大

統領事務局は『帝国Jと呼ばれ、その長であるh ジン民は、「国家の中の

国家」ともいわれる (N98年3"，日 K'均年5月"日 RV98年1月'"目、鏑年

12月四日)098年5月、ポロージン氏は、ヤストルジ孟ムスキー氏によって解

任されそうにな q たが、大統領は解任を認めなかった (Z9S竿5月'0目、 5月紅

白、Ki晒隼5月"8、 5，ij218)。
エりツイン大統領に直俊面接できるのは、大統領顧問のジヤチェンコ女史

(大統領次女)とユマシz フ大統領府長官の 2人だげだという説もらる (K拠

年3月7日)0jJljの院では、大統領に直倭会うことができるの倍、先の 2人の他

に、ヤストルジ三ムスキー氏、チ品ルノムイルシン首拡号h パイス、ネムツオ

フの第一副首相、それにシ，フチ晶ンコ記録局長、ボロージン事麓局長、ミロ

ノフ・クレムリン医師長だけだという。大統領とマスメディアの接触は、ヤス

トルジ孟ムスキ 氏およびジヤチェンコ女史の周，C深い監響下におかれ、マス

メディアが大統領補佐官と会見することは、ユマシ&プ長官またはその部下の

コミサール副長官のロ利きなしには不可能だといわれる (N98年2月m日)。
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このようにしてエリツイン大統領は、裸の王樽のような状態に置かれていると

もいわれる。

結局199'年前半の段階で、大統領に彫響力を行使してい名の位、ユマシ ι フ

大波領府長官、ヤストルジェムスキ 面長官兼報道官(外交政策)、ロギノフ

内政間短調長、オレホフ面長官兼法制局長(経済問題〉、ココーシン保安評議

会書記(防衛政策、軍制改革)、ポロージシ事務局長の 8人といわれ (N循年3

月4日)、このメンパーが、旧共産覚申央委員会政治局員に相当するというこ

とになる白とはいうても、これは単なるアナロジーであ勺て、共産党時代とは

権力の構造は基本的に変わっているし、先の〆ンパーがそれ砥ど大きな力をもっ

ているわけでもない。ただエりツイン大統領は政策還ではないし、大統領と首

禍の二頭制のなかで、大統領が政府をコントロ ルするためには、知恵袋とし

ての側近が必要である。本来なら大炉領は、首相や閣僚と協絹すべきであ忍が、

実際に厄側近と協議して政府に命令す石という構造になっているのである。

第2踊 ロシア政府の昆開

以下、社会主義持h代末期から 1998名手8月までの政府の展開を、やや詳細に

跡づげることにする

第 1章社会主袈時代の政府

1978年のソ連邦閣僚会議法 crソ連邦最高会観通報J1978年28号.00番)と、

l四年のロ円共和国のそれ σ冒 げ 共 和 国 醐輔副 1間年52号7響。以下

『通報jと略す。"除均年6月より r">-'"1'共和国人民代議員大会・最高金者協週報』左改

祢されるが、閉じく『意報』と略す。 γ連邦の方は略称しない〉とは、連邦とその構

成単位の相違に基づくものを除けば、基本的に荷じ内容である。以下、 1979

年のロシア共和国h羽僚会議法の基本的内容を概観すれば、次のようである.

まず閣僚会儀体、「ロシア共和国の最高執行・処分機関』とされ、最高会議
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(幹郎会)の管諸に属するものを除いて、「国家管理のすべての問題を解決する

権限を有するjとされている(第1条第1項〉。この規定をみると、閣僚会議

は、 S権分立体侮下で執行権の担い手であるかのようにみえる.しかしそうで

はない。 1918年のロシア共和国憲法第104条によれば、最高会議俗「最高園家

権力機関Jとされ、『ロシア共和国の管絡に罵するすべての問題を解決する権

限を有する」ことにな勺ている。「管理の分野」については(そのすべてでは

ないが入閣僚会識が解明権を有しているとはいえ、それ肱あくまでも長高会

議の支配下におかれているのでおる。最高会議による閣僚会畿の支配権は、人

事権と垂直的権限潤係をとおして実現される。

まず人事権についてみれば、閣僚会副院は最高会緩によ勺て組織される、つま

り最寓会織によ勺て任命されるのである〈第4条〉。俵高会議が新しく選出さ

れるよ日閣僚会識は総砕験し、新たに閣僚会議織成員が任命されることになる。

最高会趨は、いつでも閣僚会議の携成員を代え.ことができる。最高会識はた

まにしか開かれないが、その閉会中は、閣僚会議議長すなわち首相の提案に基

づいて、最高会議幹部会によって閣僚の交替はなされる(次@最高会議で示閣

を得ることが必要)。

関僚会議と最高会議の権隈関係は、次のようである。閣僚会識は飯高会議

(その閉会中は同幹部会)に対して責任を負い、報告義務を有する(第5条)。

閣僚会議または個々¢閣僚怯、最高会議代議員の質問に対して、最高会議の会

期で回答しなげればならない。閣僚会厳は、法律や最高会議(幹部会)の決定

に基づき、それらを執行するために決定および処分を発する(第1条第5項)

が、ロシア共和国窓法第115条第10項によれば、最高会議幹部会は、法律に違

反する閣僚会議の決定・処分を破棄することができる。もっとも社会主義の時

代は、智後の共産党が真の権力者であり、関僚会富島と最高会議防相宣関係に関

する諸問閣も、実質的には共産党が決定していたから.憲法・法律の混定する

上記の権限関係はまったく鋸意味であった。ベレストロイカの時期にな弔て初
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めて、乙れらの規定は若干の意味をもつようになるのである(例えば代議員に

よる大臣への質問権の行使は、ペレストロイカの時期K行使されるようになる

が、それ以前は皆無であうた).

閣僚会議と最高会議の関係は、対等なニ権力のチェック・アンド・パランス

の関係におるのではなく、上下の関係にある。閣僚会裁は最高会議に従属する

機関であり、前者が後者に対して 定の視船力を有するといったζとはない。

も勺とも人事権についていえば、西欧諸国の議院内閣制とソピエト体制は、表

見上類似している。従って、権力分立制と異なるソビエト体儀 D特質は、後高

会訟による閣僚会議決定・処分の破棄権に表現されているといえる。権力分立

体制の下では、政府の決定が違法か否かを判断するのは裁判所であり、議会が

政府の決定を勝手に破棄することはできない。しかし最高金識は、姐僚金識の

決定・処分が法律に違反しているか否かを強自に判断し、違法と判断した場合

はそれを破棄できたのである。

次に隠僚会議の構成と内郁関係はどうか。ロシア共和国閣僚会識は、首相、

第一副首相(複数存在しうる)、副首相(複散)、大臣および園家委員会委員長

によ勺て構成される。首相同提案に基づいて、最高会騒はその他の国家機関の

長を閣僚会識の構成員にすることができる(第4条〉。その他、閣僚会議法に

よ弓て閣僚会織の構成員とされているのは、白央統計局長(第29条)、人民統

制委員会議長(第22条〉および閣僚会議事務総長(第34条)である。政府を

構成する省庁は、連邦・共和国省〈財政省、司法省などのように、ソ連邦にも

上級機嗣として同名の省が存在するもので、 21省ある。 1981年の改正で、 22

省になった('通報J81年"号醐番〉、共枇国省〈公営住宅省、社会保障省など

のように、ソ連邦にはないロシア共和国雄自の省で、 9省ある)、逮邦・共和

国園家委員会〈園家計画委員会=ゴスプランなど10委員会入共和国国家委員

会(1委員会〕、その他¢政府付属機関である。省・国家委員会の新設・廃止

などは最高会議の権限であるが、政リ府付属機醐は政府が決定しうる。また省・
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国家委員会の規程も、政府が定める。省の次官、国家委員会の副議長、省国

家委員会の協議会委員も、閣僚会議が任命する〈第21条)。

閣僚会議の構成員数は、首相第副首相、副首相を除いて(後2者は人数

が不定なので)、省の大臣、国家委員会委員長、および上自の 3人(中央統計

局長など〕で、合計45人となる。当時ソ連邦の閣僚会麟構成員数は1ω人を超

えていたかり、ロシア共和国のそれ俗学分程度であった。これは、ソ連邦には

ソ連邦にのみ存在する「連邦省J(国防省の他、石油・ガス工業省・自動車工

業省などの部門別産業省が多かった)がおかれていたからである。また、当時

のロシ?共和国は酒家とじて不完全で、ウクライナ共和固など他の加盟共和国

に存在した内務省、国家保安委員会〈カ・ゲ・ぺ)などが、欠けていたという

事情も怠る。

階僚会犠は合鑑体として審議・決定〈多数決)し、各構成員はその委任され

た仕事に対して個人的に責任を負う〔第8条〉。閣僚会議の会議はあまり聞か

れず(3カ月に1団以上関かれる 第30条)、それを代行する「常段機関』と

して、臨僚会議斡部会が組織される.閣僚会議事宇都会は、首相、第副首相お

よび副首相によって続協定されるが、閣僚会織は、首相の提案により、その他の

閣僚会機構成員を幹郎会の構成に含めるごとができる〈第17条)。このように

実際に機動的に活動してい6のは閣僚会議幹部会であり、閣僚会議決定として

公布される法令の多〈は、実際にはとの幹部会の決定したものでああ。以下閣

僚会議という言葉を使う橋台、実質的にはそれは、閣僚会議幹部会をも含んで

いることになる。閣僚会援は、管下¢省庁の活動を統合し、方向付け、監督す

る。蘭僚会醸は、省庁の法令・行政行為を取り消す権限を有する〈第22条〉。

首相は政府の長であり、関僚会織および同幹部会の仕事を組織し、その会識を

組織する。首相の閣僚人事権は、憲法や閣僚会説法第 4条によれば、最高会議

が任命した個々の閣僚の解任と新閣僚の任命を、最高会議(春季節会〉に提案す

る権限に限られているかにみえる。しかし、閣僚会議法第31条によれば、長
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高会議が委任した場合怯、首相が初めから閣僚候補者の名簿を最高金議に提出

することにな qている。首相は(第一)面着栢聞の職務の配分を待い、(第一)

副首相位、それに従って、担当する省庁の活動を調整する。

ペレストロイカE前の最後のロシア共和国政府の組閣は、 1985年3月初日

に行われた(ゴルパチョフ氏がソ連銀共産党書記長に就任す.のは、 80年a
月11日であるが)，その経過は、次の通りである。ロシア共和国最高会酪(第

11期)の代議員選挙i之、 19出年2月248に実施さオも、同年 3月268、最高会

騒が招集された。同日旧閣僚会議は総辞職した。最高会識は、ザォロトユヨフ

氏を首相に再任し、同氏に、閣僚候補者名簿を提出するように委任した cr通

報J85年14号528番〉。同氏の提出した名簿に従い、最寄会議は新閣僚会識を組

織した。これら¢作業はすべて、 3月26自の 18で完了している。もちろん

実際には、ソ連邦共産境政治局が事前に描いたシナリオ溜りに、ことが運ばれ

たにすぎないが。ともかくこの組閣によって、ヴォロトーコフ首相以下、第

副首相2人、劃首相8人、省の大臣31人、圃家委員会委員長10人、その他官

房長官等3人を加えて、 55人から成る閣僚会畿が組織されたのである。国家

委員会委員長が 1人少ないのは、副首相の l人が、国家計画委員会委員長を兼

任しているからである('通報J85写14号関3番)。

その後個々の隠僚の交替があるが日制年には首相も交替している.同年

10月s日最高会議は、最高会議幹部会議長ゲェ・オルロフ氏を解任し、首相

グォロトニコフ氏を後任に当て、新首相にはア・ウラソフ氏を径命した('通

報(Ja年40号1319-1321番)0その後19B'年11月には、省庁の若干の再編が行

われている cr，返報』 ω年49号1445番)，

第2輩ペレストロイカ時代の政府

(11 19箇年改革

さて、ペレストロイカ運動が始まると、まず形骸化していた代表機関〈ソピ
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エト〉を強化する万台lがだされた。 1988年12月のツ違憲法の改正により、人

民代議員大会の制度が新置されたが、翌1989年3月にその選挙が実施され

同年5-6月に第 1 回大会が聞かれ~o 当初ロシア共和国は、約 1 年連れで、
ゾ連邦のたどqた改革の遂を反復していた4つまり 1989年10月のロ i/'T共和

国閣法の改正('遇制 89年44号1，四番)により、ロシア共和国も人民代議員大

会制度を噂入したのである ω民代議員大会が、その内部から最高会議代議員

を互選する〉。そのことによって閣僚会識の位置づけも若干変化した。

首相は、従来還り最高会議が任命した(最高会議議長がその候繍考を提援す

る権剰を有する〉が、それは人民代議員大会の承認を必要とすることになーた

(改正恵法第1ω条)。閣僚会議の他の構成員ほ、首相の提案に基づいて、長高

会識が任命する。個々の構成員の変更も同じである。最高会議勝部会は、もは

や閣僚会議の人事には関与しない。閣僚会識は、最高会議だけでなく人民代識

員大会に対しても責任を負い、報告義窃を負う(同第124条〉。それまでは、

最高会議幹部会が閣僚会議の決定・処分の破棄権を有していたが、改正憲法で

は、それは、幹部会ではなく最寓会議そのものの権限とな勺た(同第109条〉固

なおロνア共和圏内の自治共和国嘗組は、自動的に E シア共和国間僚会議の構

成員とむることになった.

憲法改正にともなうロシアの人民代緩員選挙は、 1990年 B月に実施され、

第1困の人民代議員大会は、周年5-6月に開催された。同大会は最高会議代

議員を互選し、また最高会議議長にエ')ツイン氏を選出Lた。最高会議は6月

15日、ゾ連邦画首禍であったア νラーヱプ氏を首相に任命し、 6月17日に

は人民代議員大会がそれを承認した(，還報J9a年5号初、 36番〉。同時に最高

会議は、首相に対して、閣僚候補者のリストを提出するよう委任してい各。し

かし情勢の変化のなかで、従来¢閣僚会館の構造は維持しがたいものにな勺て

UI 拙稿「ソピヱト議会のドラマ的展凋Jcr神戸法学等報』第5号、 1袋.年)多照a
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おり、首相によって新しL咽僚会識を構成する省庁のリストも最高会議に提出

されている cr置報，"0年5号飽零〉

その後綾商会識は、 7月14日に、「ロシア共和国の共和国省・国家委員会に

関する法聖書Jcr通報J90年7号100番〉を採択した。これは閣僚会首長訟の重要な

改正で"るが、同噌に閣僚会議に対して、新しい閣僚会議法の草案を軍備する

よう委任している。この法律によれば、閣僚会議は18の省と 13の園家委員会

(他に特Bの常設国家機関として国家経済改革委員会が設置される)から構成

されることになっている。この新しい政晴偶成の大きな特徴は、「連邦・共和

国省jや「還捗ト共和国国家委員会』を扇止し、「共和国省J、「共和国国家委

員会Jに 元化したことである。「連邦・共和国省jや「連邦・共和国国家委

員会」は、ソ連邦と加盟共和園の双方に存在し、後者の省庁は前者のそれに従

属する地位にあったh しかしロシア共和国は、この第 1回人民代議員大会で

「主縄宣言」を行っており、もはやソ連邦に従属する省庁の存在を認めること

はできなかったのでああ。こ@ような一元化を行ったうえで、省@教は自滅さ

れているが、従来存在しなか勺た対外経済関係省、内務省など治安新設されたe

その後、閣僚人事位、 1990年8月に行われているが、当時の官報に欠落が

あるため、その時の詳しい状況は分からない。なおソ逮邦ではこのー竿前に

人民代議員大会命度の導入にともなう新閣僚人事を行っている， 89年 6月7

目、ゴルパチ冨フ最高会鎗鏡畏の提案に基づいて、君愛高会議は、ルイシ"7氏

を首相に再任した.翌8月78、人民代議員大会はそれを示認した。 6月27

自には、ソ連参梢鯛僚会議法が唖正され、省庁が再編成された σソ連邦人民代議

員大会・最高会銀趨紛速報J89年5号m番)， "附家人事は、 6月10日から 8月4

Bまで、 2カ月近い目時をか附て行われた。この績のソ連邦怯、ある意ぴ味にお

いて世界一民主的な固であうた。首相の提案した閑僚候補一人一人について、

その是非が熱心}こ最高会離で討雄された白当時のッ迫憲法によれば、閣僚人事

は、 .. 商会識の対応する常任委員会での審議も必要であったから、閣僚人事に
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は大変な手間C;Oiかかったのである。その教Eからか、ロシア共和国憲法の方

は、閣僚人事の委員会による審議を農務づけていなれ。

ω ソ連郊の大統領制

次に、大統額制の導入にとも芯う略僚会議の位置づけの変化についてみてい

きたいo 1990年8月、ソ遥邦は憲法改正によって大統領制を採用し、さらに

同年 12月の憲法改Eで、大統領の権限を強化し晃.ロ γア共和国は、 ζζで

も1年連れで、その後を追うた。つまりロシア共和国も、 19刷年5月の憲法

改Eで大統領制を導入したのである。既述のように、大統領制の採用によって、

伝統豹なソビエト・システムは朋壕し、権力分立体制が導入されたかにみえ7喝

しかし最高園家権力機関としての人民代議員大会(最高会議)は健在であり、

閣僚会議は、大統領と人民代議員大会の狭間で、微妙な立場に置かれていた。

まず1鈎O年8月のソ連曹法改正 (rソ迫邦人民代議員大会・ソ連邦鏡高会議通報』

伺年12号189番)によって、閣僚会畿の位置づけは次のようになったー閣僚会

識の人事権は複雑である。まず首羽の人事については、大統領が提案し、最高

会患が任命解任する。さらにそれは人民代議員大会の承認が必要である。閣

僚会議の他の構成員とその変更については、首相の「提案」に基づいて最高会

議が了承認する」となっている〔第113条λ このように閣僚人事は、大統領

抜きで行うことができるのである(細かいことを言えば、ここで鉱閉僚の「提

案」と「承謹Uのみが定められており、肝腎の任命・解任の決定権がどこに帰

属するのかは奮かれていない).これは最高会議が選出される度に (5年に 1

図)行われる組閣の方法である(第129条)。他方で大統領も、首相の同意を

回) ζめときのソ連邦最高会舗の閣僚人事の審議の詳細については、拙稿『ソピ孟ト議
会の訟指錯誤的展開J(r神戸法学雑誌』第'"巻第1号、 1鈎3年〉参照a

13' 佃笥「ソビエト・~ステムの瑚墳と大統領制の鍵生 J cr神戸法学年報』第6号、
"鈎年)、「ソピエト大策領制の強化j伊神戸法学雑誌』第"巻第1号、 1991同 書 風
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得て、個々の閣僚を解任佳命し、最高会議にその議哩を求めることができる

(第127条の 3)。これは任期途中の閣僚の交替の場合である。このように、大

臣の人事に、大統領が関与する場合と関与しない場合の二種類があるというの

は奇妙なことである。また島高会議は、その代議員総数の 3分の 2以上の多数

で、政府に対する不信任を表明して総辞職させることができるし、他方で大統

領は総辞職を最高会議に提案するととができる。

このようにみると、人事権の点で、閣僚会議は大統領よりも、最高会磁の方

により多〈従属していたことになる。また閣僚人事は、首相の提案または間意

に基づいて行われるから、首相の立場怯強い。このこと自体はペレストロイカ

以前も同じであったが、当時は、いわゆるノメンクラトゥ ラ制に基づいて、

実際には共産党中央が人事権を握っていた。しかしペレストロイカ時代には、

首相がそのイニシアティプを発揮すれば、独自の権力を握れる仕組みにたな弓て

いた。政府不信任の鏡定は以前はなかったが、論理的には、最崎会議は過半数

の決定で政府を退陣させることができた。改正憲法では、政府不書任には最高

会議の3分の2以よの特別多数が必要となうたから、との点からも政府の自立

性は強まった。

人事以外の点でも、閣僚会識は、最高会議と犬統領の中間的な位置にあった。

閣僚会識は、最高会議に対しては l年に 1回目上活動報告を行い、大誠領に対

してはその活動について定期的に情報を与える(第130条〉。閣僚会議の決定・

処分を、震高会議は「破棄』することができる〈第113条〉が、大統領はそれ

らの効力を「停止j することができるだけである〈興1幻条の3，r停止」は、

般的には、最終的解決一例えば裁判所の戦決ーまでの「ー時的停止」を意味

するが、 ζの楊合の具体的効果は明らかでない)，改正摘の憲法では、最高会

織が閣僚会議の決定・処分を破棄しう志のは、それを『違法」と判断した場合

に限定されていたが、改lEI康法では、そのような衛約はなくな勺たャ最高会議

は、個々の閣僚に報告を求めた勿、質問す忍権利を有する〈第113条、第122
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条〉。しかし従来蛮法にあーた「ソ連邦閣僚会議は、ソ連邦最高会議に対して

責任を負うJ(第130条)という規定は首"給された。これは権力分立原理の前

進を意味する象徴的なできごとであるが、具体的効果は遭接に怯恕い。

1鈎O年12月、ソ連邦第4国人民代議員大会は、大統領制を強化する方向で、

憲法を改正し足。蹴のように、それまでの大統領は、「執行極力の長」とし

て位置づげられておらず、人民代議国大会・最高会態と聞僚会識の調停者のよ

うな立場にあったも閣僚会議も、大統領よりもむしろ最高会議に近L、位置にあ

り、大統領は強力なリ ダ シップを発揮することができなかったa そのため

大統領の権限の強化が要求されるようにな q たのである。一時は首相ポストの

ないアメリカ型の大説領制も機想されていた。この改正によ勺て、大統領は

「執行権力の長J(正確には、『国家管理機閣のシステムの先頭に立つ」という

表現)とさn，閣僚会議(閣僚ソピエト)は大統領支配下の「内町咽僚キ令

ピネット〉へと改組された。具体的には以下のようであ.(ソ連誠人民代議員大

金・畳高会話 r週報J9!年1号3番)。

まず政府の人事については、その組織者は、最高会議から大統領に変わった

(第113条、第12η条の3)。首相(従来は「閣僚会議議長」という表現であっ

たが、改正憲法では、「プレミエ ル・ミエストル」に変わった)は、大統領

が提案し、最高会議が承認すあ。ここまでは従来週りである。以前はさらに人

民代鼠員大会の承認が必要であーたが、この点は廃止された。他の閣僚は、最

高金識の「同意」を得て、大統領が任命(解任)する。「同意J!;:. r事前の同

意」という意味であるが、「示認Jと実質的には同じである。したがョて閣僚

人事に関する綾高会費量の権限は、実質的には従来と変わり怯ない。違うの俗、

首相が帽僚の提案権を失ったことである。最高会議が決定する省庁の新設・廃

止も、従来は首相が提案権を有していたが、この改正では、提案曜は大統領に

側際捕は、「ゾピヱト大統領制の強化J(f神戸法学櫨誌司第41港第1号、 1991年〉参

照a
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移 q た.

内閣と他の権力制闘の関係位、次の還りであ'0r内閣は大統領に従廃する」

〈第128条〉と明記され、内障が大統領直属の機関でおることが明確にされた.

他方で、 89年の館法改正で育徐された「ソ逮邦内閣は、ソ連邦大統領および

ゾ逮邦最高会際に責任を負うJという規定が復活し(第130条〉、最高会犠の

内閣に射する立場が強化された点もある。最高会議がS分の2以上の多数で内

閣を不信任し、総辞職させることができるのは、以前と同じである。大統領は、

内閣の決定・処分をいつでも破棄 σ停止」から「破棄Uに変わ勺た)できる

が、最高会識は、それらが「違法」な場合にのみ破棄でき'0この点では大統

領の権限は強化され、他方で飯高会議の方は、以前存在した制約 (r違法な場

合J)が復活した。

この憲法改E位、当時の「行政の二頭制」の弊害も考慮されたと恩われる。

改革志向のゴルパテョフ大統領と保守閣なルイシコフ替相の「固可には、常に足並

みの乱れがあった。 ζの憲法改正を壊に、ルイシコフ首相俗退陣し、 1991年

1月14日、大統領の提案を受けて、最高会議はヴェ・パプロフ氏を首相とし

て承認した σソ連邦人民代議員大会最高会自由週明 91年4号ω番)01991年3月

31自には、閣僚会議法に代わってソ連邦内関誌が鮒定された。

問 ロシアの大続領制

ロシア共和国においても、 1991年 5~ 24日の憲法改正により、ツ連邦に約

1年遅れで大統領命が導入され主。それは1990年12月の改麗で強化された段

階のソ連邦の大統領制に比較的眠い。ただし内閣ではなく閣僚会議、首相(プ

レミエール・ミニストル〉ではなく閣僚会讃蹟畏(わが国では般にこれを首

相と呼んでい.ので、 ζ こでもそれに従うが)という名称を維持しているが。

倒 その経過巳ついては、納稿「ロシア共和留竃法と新連邦条約案の露関IJ(r神戸法学
年初J第7号、 1鈎1年〉参照.
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この憲法話改正によるロ Yア政府@位置づけは次のようで忘る。

大統領は『最高公職者J兼「執仔抱力の副 (rJlaBa uc目。n田 TeJlb回草

回 aCTI!)であり(第121条の日、組閣権を有する (121条の 5)0r執行権力

の長」の表現も、ソ連邦の場合と比べて、明快になった。具体的には、大講領

は、最高会識の同意を得て首相を任命する。それ低人民代離員大会の琢閣が必

要であ志。他の閣僚やその他の官庁の長は、首相の提案に基づいて、大統領が

佳命・解任すo.このように首相以外の閣僚人事に最高会議侃関与できない点

で、執行権力の自立性が確保されているが、首相が閣僚候補の提案権を有しい

てる点で、大統領の権限"制約されている。人民代議員大会や最高会議は、政

府不信任案を可決して総静職させることができる会久それは単純多数で議決で

きる点で、ソ連邦の場合よりも「議会J側の力が強い。大統領体、最高会識の

同意を得て、または政府自身の申し出を受げて、政府を総務職させることがで

きる(第123条〉。大統領が首相を解任する場合怯、この方法によ oことにな

る.閣僚会議は大統領が組織するとされており、これは省庁の新設・廃止権を

含むと解される。

政府は大統領に報告義務を負う機関であり〈第122条)、大統領は政府の活

動を指導する(第121条の5)固他方で、政府の人民代議員大会・最高会議に

対する責任の規定は背除された〈旧124条).また最高会績は、政府の決定

処分の破棄権も失った(第1ω条λ このように、権力の分立原則Jが明確にな

り、政府は大統領直属の執行機関としての性格を明確にしたのであo.

大統領舎の導入にともない、 1991年6月12日に大統領選挙が実施され、エ

リツイン氏が大統領に当選した。改正憲法第123条に従い、新しい大統領が選

出されると旧政府は総辞職しなげればならない仔逐報』例年31号1006番)。エ

リツイン大統領は、 7fl12日、最高会蟻の同意を得て cr週報)91年30号1ωs

番)シラーエフ氏を首相に再任し cr週報"1年31号1027番)、翌日人民代議員

大会もそれを承認した (r通報"1年初号"21番)。その後 7月から 8月にかけ
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て大巨人事が行われている(筆者体、官報によってこの時期以後の閣僚人事を

すべてリストアップしているが、詳細は省稽する〉。第一副首相としてア・ロ

ポフ氏が、副首相として、イェ・サプ ロフ氏、イェム・マレイEえなどS人が

任命されている。

1鈎1年8月168、「ロシア共和国閣僚会議の活動組織化の若干の諮問題」に

ついての大統領令が公布された cr通報J91年34号11'"番〉回大統鍍制岬入によ勺

て新しい閣僚会議法の劇定が必要と怠ったが、この大統領令はそれに代わる

時的措置である。それによれま、悶僚会議は、首相、第ー副首相(1人)、副

首相〈複数〉、大臣(鈎人)、園家委員会委員長(2J人〉および首相の金権代

表(1人〉によ q て構晴される。国家委員会のリストのなかに、従来ロシア共

和国には存在し誌かった国家保安委員会(秘密警察、カ・ゲ・ペ〉が含まれて

いるのが注目される。

141 ソ連邦の蹴趨

1991年8月19日には、ソ連邦語大統領ヤナーエフ氏らの国家非常事態委員

会によるク デタ 宋遂事件が発生した。ク デターの失燃によって、ソ連邦

の国家組織は解体への遣を歩むことになる。ク デタ 事件直後の 8月22目、

ゴルパチ g フ大統領は、クーデターを首謀した国家非常事態委員会のメンパ』

であったヴz ・パプロフ首相を解任し('ソ遮邦通報J91年"号1醐書)、その

後8月28日にソ連邦最高会揺がそれに事後的に同憶を与えた crソ連発泡報J91 

隼"号1032番). 8月"目には、同じ〈ク ヂタ の首謀者であったヤゾフ国

防相、クリ 2 チコフ圏家保安委員会議長もゴルパチ zフ大統領によ勺て解佳お

れ、首際者の 人で事件後自殺したプ ゴ内相の後任も含め、一時的にこれら

ポストの代行がおかれた。その後シヤボシニコフ国防相、パカ チシ園家保安

委員会議長およびパランユコフ内相が任命されている(8月沼日-23日)。こ

れら 3つの省庁他、いずれも軍事組織をも勺ている. 8月24目、ゴルパチ，
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フ大説領はソ連邦内I!の不信任案を最高会議に上程"ソ連邦遇制'1'日5号

10253巴既還の通り、当時大統領による政府不信任案提案績は憲法から削除さ

れていたのであるがλ8月288、後者は内閣不信任案を可決した"ソ連邦遇

制 91同時1臨書)。

こうしてソ達政府は不在の状態になったが、同時にそれに代わるものとして、

シラーエフ・ロシア共和国首相を委員長とするソ迫邦国民活済緊急管理委員会

が組織されている， 8月28回、先の新任の軍事明係の3犬臣の佳命に対して、

録商会議が同意を与えた"ソ連邦遇制'1'手36号1師番〉。内閣が不信任され

たにもかかわらず、このような個々の人事が継続しているのも不凋嘩であるが。

ただ当岬の内閣制度は大統領直館と言qた色彩が護かったから、首相不在でも

個々の大臣人事は可能だという解釈によるのであろうか。とのような嘆昧な点

を明確化するためか、その後11月初日には、「ソ連邦日内閣の槍成員についてj

のゾ連邦大統領令が公布され、先の政府不信任決定にようて解任された閑僚の

名簿が公表されているく『ソ連邦週報J9l年49号"，.番)。そ ζ には第 副首繍

3人、孟惜植5人、そ¢他の閣僚幻人嘩ー副首相副首相との重複を除く)

が列挙されている均九先の軍事関係 S閑僚は含まれていない。クーデターに反

対したとして評価されていたグペンコ文化相の名もない。

1991竿9月初めの第5固ソ連邦人民代議員大会は、「過漫鋼におげるソ連邦

の国家権力・管理機関について」の法律を採択し σソ連邦還報'"年31号E凶抱

番〉、従来の国家機関に代わる曽定的な権力機構を定めた。加盟共和国の派遣

する代議員から成.新最高会議や国家評議会(ロ γア共和園大統領など加盟共

和国の大調領等のトヲプリーダーとソ連邦大統領で構成)が新設された。この

段暗ではソ連邦はすでに『国家連合」に転換しており、ソ連邦全体の統一政府

も存在していなかった。共和園間経済委員会慌のソ逮邦国民活済緊急管理委

員会の後継機関といえよう)が一応ソ連政府に該当す忍が、その委員長(首相

と呼ばれていた)は、国家評議会の司意を得てソ逮邦大統領が任命することに
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な勺ていた。この共和国関経済委員会がカバーしない国防、保安、内崎および

外務の四分野については、ソ連邦大統領と国家解議会が指導することになって

L、た.

その後9月16日¢国家評議会の間意を得て、 9月208に、ゴルバチ aフ大

統領は、ロジア共和国首相のシラーエフ氏を共和匡潤経済安員会の委員長に任

命した crゾ連邦返報J9江年"号1117番、u2拐番〉。その後10の加盟共和国によっ

て経済共同体が"1設きれると、その執行機関として国家関経済委員会が設置さ

れた。先の共和国団経務委員会とは別の機関であるが、事実上その後継機関と

い勺てもよい。 11月14目、園家評議会は、シラ ヱフ氏を国家間経済委員会

委員長(経済共同体首相〉に任命し主 (rゾ連邦週報]91年48号1醐番〉。

きてロシア共和国においても、クーデター事件後の新状況の下で、新しい展

開がみられた。 19四年9月11目、エリツイン大統領は、「ロシア連邦執行権力

機関におけるロシア共租園閣僚会議の役割についてJの大統領令を公布した

(r温帯iJ91年'"号12ω審〉。政府の当置の課題の千弘政党の政府活動への介入の

禁止なども定めている。大統領と首相は、政府活動の組織化の原則的帽問題を

共同で解決すると定め、大統領は、必要に応じて、政府の会識を主宰すると規

定した。大統領の政府指導慢をやや強化する内容となうている。ロシア共和国

首相のソラ ヱフ氏は、ソ連邦首相に相当する共和国澗経済護員会委員長に就

任したため、 1991年9月26日にロジア首相を解任された (r遍報J91年40号1288

番〉。以後しばら〈の問、ロシアの嘗相ポストは空席が続くことにな忍。

1991年10月-11月に俗、第6固人民代議員犬会が闘かれた.岡大会は、 11

月1司、「急進的経済改革期にお砂る執行権力の組織化についてJの決定を採

択した σ返報』幻年“号H関番)。それは、新しい閣僚会議法が制定きれるま

ω ζ¢間の状況について、静細ほ、拙稿 [0シ7共指H国憲法と斬連邦条約案の展開』
"神戸法学年報』第7号、 1鈎1年)、『ソ適・ロ ν?の宮家体調UJσソ連初完ユ第"号、
19~年〉多照巳
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で、「最高執行権力倫明の機造の組織ヒの諸問慎重を自主的に決定するJ権限を

大統領に与えた。つまり執行権力の組織化について、大修領は超憲法的な非常

権限を与えられたのであるa 大統領は首相の任命に糠して最高会畿の同意を必

要とせず、また閣僚の任命も首相の提案銭きで行う乙とができることになった。

省・閤家委員会の新設・改編・廃止も、大嫌領が独自に行うことができた。

1991竿11月6自には、「経済改撃の条件下におけ忍ロシア共和国政府の活動

の組織化について」の大説領令か<，公布された cr題傾!J91年4o号'"品番)，これ

は閣僚会議法に相当するものである.それによれば、政府の構成Ii_第ー風情

相(1人〉、副首相(複数〉、大臣、ロシア内の共和国の大統領(欠如する栂合

は首相)から成ることになっており、首相のポストがなくなっているζ とが特

徴的である。つまりアメりカ型の大統領制に近づいたことにな率。大統領は政

府の長であり、直後府議を主宰し、政府の決定に署名する。特に大統領は、菌

防省、園家保安委員会および内務省を直略する。大統領はその権限の行使の一

割を第事情相に委任することができる。第到首相は、政府の活動を組織す

る。 ζのような体制のもとで、同回大揖領側近のゲ・プルプリス氏が第ー副首

相に、改革派経済学者のイェ・ガイダル民ア・シa ヒン民が副曾桐に任命

された cr:遇制 91年45号国ト'""番)。その後エス シャフライ氏、イ孟ム・

ボルトラーニーン氏が剖首棺に任命され、またコーズィレフ外相、フルィストゥ

ン農相、パランユコフ保安内務相、チュパイス固有財産園家管理委員会委員長

など、一還の人事が行われた。

ク デタ 事件後、ソ連邦F国家機構が朗織するなかで、それをロシア共和

国の対応する官庁が接収・併合していく過程が進行した。例えば、 1990年e
月の E シア共紅直の主権宣言の後も、ロνアには独自の軍隊も匡澗省も存在し

なかった。主権宣言は連邦体制を否定していたわけではなく、 E肺機能は、ロ

シア共和国が自主的にソ連邦に委ねたものと解されていたのである。しかしクー

ヂタ 事件の録中の8月四回、エリツイン大統領は、カ・コペッツ将軍を



44 神戸法学卒符第1<号(1998)

「閏家国防問題委員会j議長に、翌日には、臨時の措置として、伺氏を「国防

相jに任命していいる cr通報』叫年第34号113氾番、 1141署λ

1991年11月4目、ゾ連邦国家評議会は、「ソ連邦の省その他の中央国家管理

繍羽の廃止についてJの"，，"を採摂した crソ遁邦通報J91問。号1421番)。こ

の決定ば、ソ連郊の25の省、 11の国家委員会、その他舗の中央官序の隣止を

決定し、とれら省庁には各第ー次官等による清算委員会を組織した。他方で閤

家問機関(ソ連邦蜘聞の己とであるが、ソ連邦がこの時点では園家連合化して

いたため、一殺にこのように呼ばれていた〉として、外務省、国防省、内務省

など1>の中央官庁が維持されることになってい.。

この国家評議会決定に対応するかたちで、 11月初日、ロシア共和国大統領

は、「ロシア共和国字央国家管理棚闘の改組についてjの大続領令を公布した

('通報』例年必号1696著書)，そこにはロシアの省庁として、 19の省、 6の匝家委

員会、 7のその他の申央官庁が列挙されてい.，また廃止されたソ連邦の省庁

の財産のロシア共和国の対応す忍省庁への移管について定め、その対応表が添

付されてい否。例えば、廃止されたソ連邦の部門別産業省の多くは、ロシア共

和国の士業省に統合されている。ソ連邦の方"，内務省や文化省は廃止してい

ないにもか関わらず、ロシア共和園の方は、それもロシ7側に吸収することを

定めてい.。こうしてソ連郊の国家機織をロシア共和国が接収してい〈過程が

進行していqた。そ砂滞結が 1991年 12月のソ連邦の崩制限であ勺~，

(町"ゆ12年のロンア

ゾ逮郊の崩壊にょうて、 19回年以後ロシア体独立国家としての道を歩むこ

とになった.同時に、 1992年初め以来、物価の自由化など市場窟済への移行

政策が本格的に実施に移されたa そのことはロ i/'T内部の政治状況を敏雄にし

mその経過については、池摘「ソ連・冒νアの国家体制Jげソ連靭察当第1.号、 1992
年〉言易黒し
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た.改革派のなかから急進的な改革(，;--~ツク療法〉に抵抗した勢力が分穣し、

ハズプラ トフ最満会議議長やルツコイ副大量歩調を指導者として中間派として

結集したからである。以後の政局は、大統領〈改革派)と巌高会議〈保守・中

間派)の対抗関係を紬にして展開していくことになる。ソ連邦崩壊後のロシ?

政局の費量初の焦点となったのは、 1992年 4月の第6国人民代蟻員大会であっ

た。大会を前に、 4月3目、反対派の攻撃が集中していたプルプリス氏は第一

面首相を解佳された"速報』回年16号~9番)が、それに先立つ 3 月 2 自に、

ガイダル氏が第喜惜栢に昇格していた〔間報"2年11号四番l.同E、大統

領府統刷局長だったず品 マハラッゼ氏も、副首相に任命されている(，通報J

92年11号町0番)。

1992隼4月の第6団人民代議虜大会では政府批判が相次いだ。エリツイン

大統領俗、人事の変更を約束して、何とか大会を乗り切っ長。大会後、大統領

は一迫の政府首脳人事を行った。ガイダル第一剖首相は、第一I首相の地位を

維持したまま首相代行に任命された('通報』飽年25号1佑O番〉。首相ポストは

空白のまま、事実上ガイダル氏が首相役を果たすこととなった.次いで島高会

議副議長のヴェ・さ"メイコ氏を第一副首相に、実業界から中間派的な実務家

のゲ・ヒクャ氏とヴェ チ品ルノムイルジン氏(ソ連邦元大連〕が、副首相に

任命された(，速報'"年21号1175急お号1255番、 1200香)。さらにぺ・サルトゥ

イコフ民が、科学文化担当の副暫相として、また企業私有化法により、固有

財産圏家管理委員長は副首相が務めあことにな q ているため、チ aパイス氏も

副首相に任命された('通報』切年25号1鈴@番、 24号1326番)。他方マ人民代議

員と閣僚の兼任カ嫌止されたため、代議員としての活動の継続を希望したシャ

フライ副首相は辞任した (r週報J92年18号1ゆ07番〉。

船大舎の樹況については、部稿「ロシア連邦憲楼の現視"伺1年-19鎗年)J<r神戸
法学年報IJI! 8号、 1992隼〉第a章2、「ロシア新憲法体制への道種J"神戸法学年
報j第g号、 1岬 8年)第1掌の11ゆ照a
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省序の再編もなされたa 重要訟ものは次の通りである。 a月16日の大統領

令により、懸案であった国防省およびロシ?連邦軍の倉設が決定され (r週報』

飽年13号678番入以後その具体化のための速の措置がとられた。それにとも

な凡国家防衛問題委員会は廃止された(団組"年"号762番)。医肺相には、

一旦国防省第一次官に任命されていたぺ・グラチヲフ氏が任命された cr週報』

"年16号681番、 21号1171軒。 1991竿 11月には経済・財政省坤惜され、ガイ

グル副首摘の兼任となーていた (r通報J91年"号1576) が、 199~年 2 月に再び

経済省と財政省に分離された cr通報』鎚年@号436番)。

保安・内務関係は複雑な経過をたどった。 1991年11月、国家保安委員会怯

連邦保安局に改組さ九ヴ品・イワネンコ氏が長官に任命された σ還削 91隼

48号1隠4審〉。他方で内相には、?・ドゥナーエフ氏が任命された (r通報)91

年47号1問番〉。しかし周年12月に怯、内務省と匡康保安委員会を続合して保

安・内務省治省閣さ九ソ連邦内絡を務めたことのあるバランニコフ氏がその

大医に任命されている(r:連報J91隼52号1船3脅)。ともに武装都隊を擁す"こ

の2つの省庁の統合を危検視する見方も強〈、 1992年 1月"回、ロシア共和

国憲法制冊は、保安・内務省の倉設を決めた犬統領令を酷措茂とE醍しι
そのため、 1月158、エリツィシ大統領は、先の保安・内遺書省禽設を命じた

大統領令@失効措置をとり (r週報J92年4号臼1番〉、パランニコフ保安・内務

相を解任した σ遍制抱年4号112番).そして改めて閑氏を連邦線安局長官に、

ずェ・イェー')ン氏を内相民任命した (r返報J92年4号113番)。

さて、 1992年9月初日、政府の編成に関する 2つの大統領令が公布された。

「中央連邦執行権力機閣のシステムについて」の大統領令と、「中央漣多隅仔極

力機関の構造について」の大統領令である (r遁剖抑制l号辺'"番、 1379配。

これは、この時点での政府の組湾惜造についての集大成である。それによれま、

ω} そ@静細については、拙稿「ロシ7迫邦竃法の現況 (1991年-1992年:)(r神戸法学
年報』鱒8号、 1掬2 年)127頁-130頁~版。
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中央連安時丸什権力機関には、省、国家委員会、委員会、連邦匂 (CJIYJK(ja)、

ロシア エージ£ンシ および連邦検査周があり、その長が政府の稼成員にな

るのは省と圃家委員会のみである.

これらの省庁は大波領によって創設され、その長は大統領によって任命され

る(次官は政府が任命〉。また一週の省庁の改編も行われている。この時点で

の政府糊員の 'J引については"稽で示したことがあZ。酬だ"示せ瓜

首相代行(第ー副首相〉ガイダル、第百惜紹νュメイコ、副首相はショ ヒ

ン、ボルトラ ニン、マハラッゼ、ヒジャ、チコιルノムイルジン、テュパイス、

サルトゥイコフの7人である。

なおガイダル政権晴代にほ、アメリカ人のジェフ 'J ・サックス教授を初め、

自称・他称の外国人政府顧問がかなり存在した.しかし外国人顧問は公式の制

度ではなく、首相などの私的な相談役である (294年4月7目"

(船 1992年問僚会措法

19削年12月の第7固人民代議由大会は、再ぴ改革派(大統領派)と保守・

中間派抽繭舗の多数派〉の激突の場となっ足。エリツイン摘齢、

空白のままになうていたくE確に言えば「廃止」されていた)首相ポストにガ

イダル氏を任命しようとし、大会¢同意を求めた〈憲法によれば、最高会議の

閑意と大会の承認が必要であったが、 91年11月1日の第 5回人民代隆員大会

決定により、"僚会議接の制定まで大使傾は執行権力の組織権を与えられてい

たから、このような関愈・承恕は不要でお勺た。しかし同法はまもなく制定さ

れる予定になっていた)。しかしこの提案は、 467対486で否決された。

そこで大統領は直接人民の意思に依拠すべく人民投票に釘ってでようとした

側詮仰の拙稿九 232頁-233頁多照。
ω以後1900年12月の新憲法閉淀に至るまでの政治過穫の詳細については、拙稿「ロ

シヂ新憲法体制、"道健Ut榊戸法学年報』第9号、 1900年〉参風
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が、ゾりキン憲法裁軒所長官の仲介によ勺て、大会は8項目からなる妥協約な

決定 (r司 νア連邦の憲法体制の安定化のためにJ)を拐酬した。そのえなかで首

相人事について位、大統領が複数の候補者を大会に鰐寮し伏会の会派・地方

の代表と協議のうえ〉、大会が各候補者毎に賃否の投票を行い、その上位三者

の恕かから大統領が首相を大会に提案し、大会が承認・不弓認を決定するとい

うことにむ q た咽 12月14目、結果として首相ポストについたの跡、副首相で

あ勺たチ zルノムイルジン氏であっE.
第7困人民代議時主た会は、憲法の一部改正も行勺た cr:遍剖"年2場"番)。

それは最高会強・大会@樹砲を強化し、執行権力をその支配下におく方向での

改正であった.まず大統領の閣僚人事権に若干の制約が加えられ、外相、国防

相、保安相および内相の4人の佳命については、最高会踏む同意が必要となっ

た(従来は、胃愈が必要なのは首相のみ)0次に、それまで閣僚会識は大統領

にのみ報告義務を負っていたが、人民代雌員大会および最高会議に対しても報

告義務を負うように改められた.省fTの組緒(新設・改編改組〉権は、大統

領から再ぴ長高会舗に移行し、大統領iまその提案複を有するにすぎないことが

明記された巴既述のように、 1991年11月1日の人民代議員大会決定により、

大続傾には省庁の組織権が与えられていたが、との憲法改正により、大統領怯

ζの権限を失った.もともと大統領の執行権力組織権は、新しい関僚会舗法の

蜘定までと条件が付けられていたが、第7回人民代議員大会直後に、新潤僚会

議法が制定されるのである.

1992年12月22日、 rcシア迫邦閣僚会議一政清法』が制定された(，通報』

"年1号"番〉固とれは、ペレストロイカ以後、ロシアで初めて制定された政

府法である.その内容は、第7回人民代践員大会のRi惑の決定と、当時の政治

的虜囲気を反映して、執行猶カに対する最高会績の優位を示す方向に傾いたも

。同その程繍については、拙稿 r"Y'7新憲滋俸制への道種Jrr神青法学年鞠U第9号、
100'年)98頁Z署員眼。
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のとな勺ている。その基本的内容は、次のようであるe

政府は、人民代議員大会、最高会議および大統領に対して報告義務を負う.

政府は合議制機閥である(第1条)。大統領は執行権力の長であり、政府の活

動を指導する。政府は、首相、第一貫曾梱〈複数3、副首精〈複数〉、大臣およ

び国家委員会委員長から構成され忍.ロシア内共和国v首相およびロシア政府

官房長官も政府の構成員となる。首相の提案に基づき、大統領は、その他の官

庁の長を政府の構成に加えることができる〈第7条)。首相は、最高会織の同

意を得て犬統領が任命し、人民代議員大会の承認を受け.(第8条)。その他

の政府構成員は、首相の提案に基づいて大統領が佳命解任するが、外相、国

防相、保安粗および内相の任命に際しては、最高会議¢同意が必要である(第

9条〉。この 4大臣の解任に最高会訟の同意が必要か否かは明らかでない。 93

年7月、パラシニヨフ保安梱が解任された際 そのことが問題になうたが、結

局、銀高会鎗の同窓を要しないといラ吸い‘:tl-oた。

新しい大統領が選出されると、政府は総辞職する(第10条〉。人民代議員大

会または憲高会議は、代議員総数の温半数によ。て政府を不信任し、総辞職さ

せることができる。大伊領は、最高会識の岡意を得て、政府を総辞職させるこ

とができる。政府は自ら総辞職を申し也、また個々の政府傷成員は自 b辞表を

提出することができる。この場合、大統領がその辞職を決定する。首相の辞職

臥政府の総量字惨となる(第11条)。

省、園家委員会およびその他の官庁 (Be.llOMC叩 0)の新設・酎E・廃止は、

大統領の提案に基づいて最高金識が決定する(第21条〉。また、省、国家委員

会およびその他の富庁のりストは、大統領の提案に基づいて最高会議が承認・

変更するという規定もああ(第22条)。ここでいう「官庁Jは、政府付属の行

政機闘を指すが、その範囲は明確でない。執得権力が勝手に宵存を新設しない

ように、最高会識が伽約を加えたもので忘る。省、国家委員色その他の政府

付属機日閣の権限、組織・活動手続は、「申失国家管理機関法Jによって規制さ
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れ.(第 21条)とされており、この政府法とは矧uo立法が予定されていた。

政府の会議、つまり閣議は、 8カ月に1圃玉上開かれる@閣議を主宰するの

は首相であり、その不在の場合は第 副首相である。大統領が出席するときは、

自ら閣議を主宰すoことができる。閣磁の決定体、政府構成員の過半数によう

て符われる(第25条λ首相は政府の長であり、政府の活動を組織する(第2唱

条)。政府の常設機日間として、政府幹部会が活動するが、その構成員となるの

は、首相、第副曹洞副首洞、財政相経済相、外相、国防相、保安相、内

相、固有財産園家管理委員長および官房長官である。政府幹都会は、その決定

を、「政府決定」の名において発することができる。政府幹部会の決定は閣議

決定に違反しては忽らず、開請は、政府幹部会匁任意の決定を取り消すことが

できる(第2渇条)。政府の決定 処分が憲法 法律に違反する楊合、大統領は

それを取り消すことができ.(第鈎条)。大統領は執待権力@長でありながら、

政府の決定・処分を合目的性の鯵J長からいつでも取り消すことができるわけで

はなく、違憲・違法とみなした場合に隈られているのである。大会・最高会議

には、政府の決定の破棄権はない。

政府は、「経祷・社会発展綱領U案および予算案を策定し、それらの執行結

果の報告を、人民代議員大会および最高会績に提出するg 飯高会識は、毎年政

府活動報告および政情構成員の報告を聴取す00政府は、最高会様、その各院

および委員会の要求に応じて、関係資料を拠出し抱ければならない(第13条'0
政晴およびその構成員は、人民代臨員大会または最高会議で拠出された質問に

対して、 3日J<j内に回答すo畿務を負う〈第14条)。

閣僚会自民法制定の翌日(1ω四年12月236)、大統領は、首相の提案に基づ

いて、個々の閣僚を改めて任命する手続をとoと同時に、そのー覧表を発表し

ている(，遍報J92年52号3>38番)。外相等、最高会議の同意を嬰する 4大臣に

ついても、再任命しているが、しかし最高会議の同意は取り付けていなし、こ

れは現職の確認だから、司意は木要という解釈によるものである。首相の誕生
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の翌12月15目、大統領意中の曾相候補であったガイダル氏は、第一副首相兼

首相代行を辞任していた('通報J92年51号3044番〉。したがqて第耐首禰俗、

シ品メイコ氏1人になった。副首相は、マハラッゼ氏が解任され、新しく経済

学者のベ・フ，，-1"0フ氏、最高会議副議長であったユ・ャ ロフ氏が加わっ

た。サルトゥイコフ、ヒジャ、チュパイス、シ，-ヒンの4氏も、轟幌重椙職を

維持した。そのt臥 1992年11月の段階で、保守派の攻撃を受けていたボルト

ラー品シ氏が副首相を解任され、シャフライ氏が副首相に復帰していた.副首

相は合計7人ということになる.その後2月10目、ア・ザベ 'J品 ハ氏が副

首相に佳柏且 crロジア耳目大統領・政府法令制鈎年7号問看)、副首相主 8

人となった。新政府は、 21省と g国家委員会で轡成されEB

199'年 1月、政府官房長官に、首相と同じガスプロム出身のグ孟・クワソ

フ氏が任命された (Z93年1月11目λ 首相と政府官房長宮の関係除、大統領と

大統領府長官の関係に対応するとみなされ、当時「クワソフは無制限の権力を

獲得し、賠償援会議において最も影響力ある人物になったJ>評されている(，

M年2月"日)。クワソフ氏自身は、政府官房は政府の活動の効率牲を保証す

るのがその役割であり、政治的性格はもっていはいと応えている。当時政府官

房の勤務員は約 750人であーたという (RV例年2月初日)。

間エリツイン・クデター

1992年12月の第7回人民代蟻員大会で E妥協が成立した後も、改革派と

" ，四2年7月以衆、権力分立体制を反映して、大会最高会頭の『週報』誌とは思に
ζの『法令集』が発行されるよラになった。 92年末までt念、「官民会J側の『適傑』広

も大統領令が公表されていたが、 93年に入ると分業関係がい q そう明確になり、『通

報』には、犬定安積令は公表されなくなうた。『法令集jの方位、，.年からは r"~'1 
連邦法令集Jと改称し、調覧会命定の法律・決定も掲事脅しτいる。以後 r法令集』と暗
祢するの俗、この2橿甥のものを指すa

M 政府構成員の名舗について陣、拙稿「冒シア新憲法体制への道程J(r神戸法学年報』

第9号、"鈎年Jl関頁-1関頁多照。
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保守・中間派の対立は弱まることはな〈、むしろ激化した。 199'年S月四回、

第8困人民代議崎大会は、「ロシア連邦における憲法改革の実現措置について」

の決定を採訳し、第7国犬会の採釈した「ロシア連郊の憲法体制の安定化につ

いて」の決定の失効を確認しι翌日には 大統領の要求でその実施が約束さ

れていた人民世票の申止も決定した。「ロシア連邦における憲法改革の実現措

置についでjの決定には、政府の位置づけに関す.内容も含んでいる。政府の

経済的梅限を強位したうえで、それを最高会織の支宮下に置くという構造にな勺

ている。ロシ?中央銀行総裁、ロシア遁邦財産フt シド理事長、年金フ sシド

理事長および国家伊計委員会委員長は、量最高会議に従属するという地位を維持

しつつ、政府の構成員にも忽ることができることになうた.この決定を受け、

3月16目、大統領は、首相の提案に塞づき、この 4つのポストに就いていた

ゲラシ品ンヨ中央銀行総裁など4人を政府に加えた(ゲラジ孟ンヨ総裁は政府

幹部会の構成員にも加えられたor法令制 93年12号制書、臨書)。

さて人民投票の実施を取り消された大統領は、 3月20目、テレピで直接人

民に呼びかけ、大統領直接意書治の導入を示唆したa 憲法裁剰所が、大統領発言

を憲法違反と認定したのを受けて、最高会議側は、大統領を罷免す忍ための第

9国人民代議員大会を招集した.大会は大統領の罷免には失敗した (3分の 2

，~上の多数、すなわち 689票必要であったが、 617票の穫得にとどまった)が、

大統領を非難する「ロシア連邦の憲法体俸の維持に関する緊急措偉について」

の決定(，月29日〕を採択した.そこには、「連主政府J(国民合意政府)の

樹立、大統領(府)の下に股宣されている輸機関で、憲法・大統領法に規定さ

れていないものについては、政掃の管結に移すこと、ロシア連邦情報センター

の廃止を、大講績と最高会議に提案するという項目が含まれていEB既日迩のよ

.. この決定については、他積 fロシア新憲法体網への渇在日 σ神戸法学年報』第9号、
"鈎年)114頁-116頁..~ら

倒 こ@決定については、拙稿ん問所、 125買-12S買多照。
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うに、 92年政府法によれば、政府諸機関の新夜は、大統領の健策に基ヴドて

最高会識が決定す.ζとになっているのであるが、大競傾は、政5府機構とは別

に、犬統領怖を拡充し、また大統領直属の機関や、連邦情報センターのような

位置づけ不明の諸機閣を新設してきた。そのためよ認のような提案がなされた

のであるa また「逮立政府Jのスローガンも、以後しばしば識会側から提閣さ

れ.ことになる白いずれにしても、大統領俗ζれら鍵乗を拒絶した。

第9圃人民代議員大会は、 1993年4月"日に人民投票を実施することも決

定した。大統領の信任を問うこの入長拙票仇もともと大統領が要求したもの

であ勺たが、大会はそれを逆手に取り、メ畏に不人気な政府の経済政策〈市場

経済移行政策〉の是非を問う質問をそれに追加した。人民投票の結果怯、エリ

ツイン大統領が信任されたばかりでなく、予想に反して、政府の経諸政策も投

票者の過半数の支持を得見回この結果に愈を強くした大統領は、 1蜘 年9月

21目、ついにク ヂタ に汀ーてでることになる。

その間政府の構成に若干の変動があった。 199a年s月25日には、サルトゥ

イコフ副首相が解任された"法令集』鈎年13号1131番、1W1番。科学・枝術政

策相に就任〉。 γ ・ネチ+ーエフ経済相、ゲェ・パルチューク財政相も解伍さ

れ、ぺ・フ z ドロフ副首相が財政相を兼任した"法令集J.93年13号1128番~

11岬番，. 4月15日にはロポフ氏が館副首相兼経済相として政府に復帰し

('法令集』鈎年16号13571盛〉、 4月30日には噌国家金属委員会委員長であったオ

.ソスコヴ&ツツ氏が第一副首相に綾躍された('法令集'"年15号1617番，.

6月11日にはヒジャ副首相が解任された"法令削船年a割引間寄.エリツイ

ン クーデタ←直前の1993年9月18日には ロポフ第副首担が解任され、

ガイダル氏が第一副首相に復帰した"法令制'"年39号お話番、"'"番〉。

1993年9月21目、エリツイン大統領体、「ロシア逮邦における段階的憲法改

"" その経過については、拙稿、両所、 128頁~盟S貰参事も
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草についてJの大統領令を発し('法令集』鎚年39巻怨釘番)、同年3月に 且

試みて引勺込めたク デタ を実行に移しL人民代議員大会および最高会蟻

の活動を停止させ、新議会の選挙を行うこと、新憲法の制定を目指すことなど

を内容としている。同時に公布された「過渡期梅力機関規程J械、新憲法制定

までの権力構造を定めているが、例えば、首相悼大統領の提索に基づいて下院

が径命するとされており、同年12月11国-12日に予定されていた下院選挙と

下院の成立を前提としている。しかし実際には、 12月12目、下院選挙と同時

に実施された人民盟諸需によって新憲法が採択されたため、先の規程は実施に歪

らなかった。新憲法の成立まで、 18政情はそのまま継続したのである。

エリツイン・ク デタ に対して、反エリツイン陣営は、エリツイン大統領

の失権を確認し、ルツコイ副大統領が大統領代行を名のq た。ルツコイ氏は、

9同年10月3目、新政府の任命に関する命令案を作成したが、公布されること

はなか勺たa それ''''名で構成寄れているが、首相スコーコフ、第ー劃首相

ゾコ E フ、ずォローιン、ステバノフ、副首相ヴォリスキ 、イスプラプユコ

フ、マレイ、ジa ガ ノフ〈労相兼任)といーた顔ぶれでああ。その他国防相

アチャ日フ、保安組パランニコフ、外相ルキシ、司法相イサコフ、出版情報

相パプーリン、財政相パプロフ、経済相フヲードロフ〈前サハリン州知事〉、

対外経済活関係相グラヅエフ、連邦・民族閣議場アブドウラチッボフ、最高会議

社会団体関係栢ルミャンツェフ、対外諜報局長プリマコフなど、興味深い入選

である (P95年9月m回〉。

第3.体制転換後のロシア政府

(1) 1993年憲掻

199'年12月12日、人民般票によって新憲法(現行憲法)が採択された。執

聞 この閣の事情について肱、拙事、同所、 1"頁~目的頁穆罵し



ロシア退問看執行権カめ機造 " 
行権カの構造に関する釜本的内容は、次の還りである.

前憲法では、大統調は、「録高公職者で、執行極力の長」とさーれていた〈第

121条のりが、新憲法では、「国家の畏Jに変わ qた(第鈎条)。前憲法では

「最高公職者Jという造需が用いられていたが、それを「直家の長J(以下国家

元首と称する)へと格上げすると同時に、「執行権力の長」の方は削除された。

また前憲法では、政情は『大統領に責任を負う執行権力機閣j とされていた

(第122条〕が、新車法では、政府は、単に「ロシア連郊の執行権力を行使す

るJとなっており〈第110条〉、大統領から独立した機関のよう伝説める。し

かし実質的には、大統領が執行梅力の長でなくなったわけではないことは既述

の通りである。

前憲法では、「閣僚会議」と町家府Jという言葉カ人同時に周いられていた。

しかし新憲法では閣僚会議の語は周いられておらず、「政晴」に一元化された。

公式用語で憾ない念式、この時期以後、日常的に"r内腿J(岡山[HeT MI!_ 

HKcrpoo) という言葉も、よく周い勺れている。政府の人事については、次

のようである。首相は、下院の同意を得て、大統領が任命すo.下院が3回続

けて首相の候補者に同意しない場合健、大炉傾は下院を解散し、首相を任命す

ることができあ(第111条)。雇情相および他の大臣lま、首相の提案に基づい

て大統領が任命し 解任する(第83条、第112条〉。

政府は、首相、軍首相および大臣によって構成されるととに誌勺ており(第

110条)、ここには第一副首相や園家委員会委員長の名がない。従来第 副首

相は、副首相とは概念的に区別されてきたが、新憲法では前者は法的には後者

に含まれる。また大臣(MHHIICTp)拡省 (MHHBCTepCTBO) の長官である

から、国家委員会委員長はそこに含まれない。大統領は政晴を総辞職させるこ

とができる。下院は政府不信任を表明しうるが、その場合大統領は政府を総辞

職させるか否か選択権を有する。下院が 3カ月以内に、再度政府を不信任した

場合は、大統舗は、政粛を総辞喰させるか、または下院を解散する。政府は自
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ら総辞磁を求めうるが、大統領はそれを認め、または拒否Lうる。首相が下院

に政府の信任を求め、下院が不信任した場舎は、大統領は政府を総辞職させる

か、または下院を解散しうる〈第117条l.

このように議会の政府に対する縄線拡大きく制限されている.前憲法のよう

な、政府は議会(最高会議〉に対して責任を負う、議会に報告義務を負う、と

いった規定はなL、。省庁の新設・改編.Jl!J止の樹原について"、明確な規定が

ない。憲法第u2条によれば、首相は、任命後1週医1以内に、進邦執行権力の

練進に関する提震を大統領に提出することになっているから、首相が提案し、

大続領が決定するということのようである。畝行権力の構造を執行権力自身が

決定し、議会信関与でさすよいのであるから、これは梅力分立のパランスを盃め

るものであるe 儀会には、政摘の決定を破棄する権限ももちろんない。大統領

は、政府の決定・処分が違憲・違法と判断した場合にのみ、それを破棄する乙

とができる(第[[5条)。合目的性の観点から自由に破棄しう 6わけではない。

首相は「政府の活動の基本方針を決定し、その活動を組搬する」とされ(第

113条)、他方で閣績での決定方式(多数決による決定等)の規定はない。嘗

栂が単鈎決定権を有し、他の大臣はその実行者にすぎ低いという解釈も可能か

もしれない.

憲法の移行規定により、旧政府は、そのまま新纏法下の政府として機能する

ことになっていた。己の新憲法に基づいて、新しい政府桧の衛定が必要となっ

たが、実際にそれが制定されたのは、 [9例年[2月のことであったa それまで

は政府の構成や梅市環は、大統領令によって決定されたのである o 1993年[2月

"日、「ロシア逮邦閤般会議政府の改編・改組について」の大統領令が公布

さn、首相民対して、政府規模を縮小しつつ、省庁の再編とその橋成員の変更

を提案するよう指示し品開時」瞬間醐番)ロ [994年 1月10日には、

([) その拙訳は、日本国際~I遺書研究所編『ロシア研究別冊 3 J 1995隼に所収。
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「連邦執行権力機閣の構造について」の大統領令が公布された(，法令集J94年

S号l閣番)。それによれば、連邦執行権カ機日開として、 2人の第一副首相を含

む4人の副首相、おの省、その他の執行権力紙羽<4C国家費員会8、委員会

15人連邦局 cJlYJK6al0 その他11)が置かれ忍ことになっている。

次いで1月初日には、 速の政府構成員の変更が行われた cr法令集』例年4

号輔君臨).第直情相のνsメイヨ氏、ガイダル氏、副首相のボりス・フ.-

Vロフ氏(1月2渇司には財政相としても解任〉、シャフライ氏〈民族園地域政

策相として政府には留ま o)、シ量一ヒシ氏〈経済相として政府に留ま o)が

解任された白他方でソスコヴェッツ氏が第一剖首相として、チU ぜイス民ヤー

ロフ氏が副首相として再任された。新たに7・ザペリュ ハ民が面首相に任命

さ払先の大統問令のとおり、副首相怯4人とな勺た。しかしその後、 3月に

ショ ヒン且 4月にシャフライ氏が再び面憎相に任命され σ雄輔』例年13

号1015窓'"号1219喬〉、副首相の散は 8人となった。そこで4月7日の大統領

令で、先の大統領令が改Eされ、副首相の数は、「第一扇情相1人を含む 6人」

に改められた cr法令集』例年15号1218番)。こうして新憲法下の政府の偶成が

ー応整。た.

(2) ，鈎4年-1996年前半

現行憲法制定後、 1鈎4年から、 19明年の大統領選挙までの政府の展開は、

次のようであっ見。

1991年10月、「暗黒の火曜日』事件(ル プルの暴落)を機に、下院で政府

不信任案が審議された。不言任案は否決されたが、政治の危機が叫ばれ、首枢

の解任説が流れるとともに、新しい首相候舗が取り沙放された.ゾスヲヴzッ

ツ、ロポフ、スコ コフ、ルジコフ、プルプリス、ガイダルとい勺た人々の名

位I，羽4年-1995年¢政府人事の覧表についてほ拙稿『ロシア立緩主義への歩み」

cr神戸法学年報J第11号、 19自治年'"買~朋買参照B
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がめげられた (N9凶年lOJl20日)0エリツイン大統領はチ三ルノムイルジン首

相に続役させたが、政府人事の一部属新を行った。 11月には、ショーヒシ副

首相様経済相が解任され (r法令制 94年28号2岨番)、他方で、チュパイス氏

が第 国首相に昇格 cr法令鍵』例年28号2M。番)、新たにオ・ダプィドフ氏

7 ・ポリシャコフ氏、ゲ三・ポレパノフ氏(固有財産国家管理委員長兼任)が

副首相に任命された (r法令集J94年2悶号3019番、製四番、初号3128番〉。そのほ

かバンスコフ財政相、ヤーシン経境相が任命されている巴さらに 12月には、

イェ叉 エゴロフ民族団閣・地域政策相が副首相に任命された (r法令集J94年

33号3必6番)。同12月、カルムイヨフ法相が辞任、大統領は同氏を窓法裁判所

判事として提案したが、よ院は拒否した。

9崎伍1月には、任命されたばかりの私有化担当のポレパノフ副首相が、私

有化に消極的な姿勢を示したために解任されるが、ともか〈その前の段階では、

2人の第面憎栢と 8人の副首相が存在したことに怒り、先の大統領令〈副首

相6人体制むと矛盾しているB またポνパノフ氏¢後任として固有財産国家管

理委員長に佳命されたエス・ベリャーエフ弘、副首相には任命されていない

(r法令集』笥年7号5~番)。これは国有財産園家管理委員長には副首相を当て

るとした企業私有化法と矛居していたB

次の政局の波は、 19閏年6月に訪れた。 e月21目、下院は、経済危機やチェ

チエン問題を理由に、政府不信任案を可決しE。大統領は政府を総辞職させる

ことはしなかったが、妥協に応じ、チェチェン悶鍾で責任を負う立暢の、ヱプ

ロフ剖首相兼民族問題・地域政策相、イ a リン内相、ステバ シン連邦線安

局長官を解任した σ法令鏡JM年幻号2"9番'-2561番〉。

19四年12月には下院の選診が実施されたが、共産党が第 党となヲた。

翌1996年院大統領選挙の年であったが、共産党の隆盛のなかで、それに勝つ

伯) 吉孝綱陰、副2の綿菊、 37買-42買:#M.渇
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可能性のある阿佐ーの候補者として、エリツイン氏は再度大統領選掌に立候補し

た。しかし当初エリツイン氏の支持率は極端に低〈、人民の支持を取り付ける

ためにも、人事の一部刷新が必要であうた。企業の私有化を大規模に推進し、

経済改革の中岬句担い手であったが、生活¢医風化のため庶民の醐個師こなう

ていたチユパイス氏は、 "96年1月16日、第副首相を解任された。解任を

決定した大統領令は、チュパイス氏械、所管の省仔に対する監督が不十分で、

大統領の一連の委任を実行しなか勺たと批判している (r法令集J96年4号m

調書〉。解任に際してこのような批判的指摘が明記されるのは、前代未聞のこと

であ勺た。

1月25日には、チュパイス氏の後任として、第一副首相にず品 カダシニコ

フ氏が、副首相兼国有財産園家管理委員長にカザコフ氏が任命された (r法令

制 00年5号473番、 476番)。ヵザンユコフ氏は、自動車会社アフトパス社社長

で園内産業保護主義者であったが、"年12月にチェルノムイルジン首相が誕

生した際は、首相候補の l人でもあった (K96年1月"日、 Z!l6年1月"目〉。

間 1鈎8年大統領選挙

1996年6月の大統領選挙を前にして、選挙後の政局を展望しつつ、ヤプリ

ンスキー曽稲葉、ジ品ガーノフ首相案などが飛び交った。共産党のジ品ガ ノ

フ自民畏は、大統領に当選した場合の連立政府構想について語っているが、その

政摘のメンパの中には、パプ リン、ゴポルーヒン、マスリ 2 コフ、トゥレー

エフなどの名前とともに、モスクワ市長ルソヨフ氏の名もみえ昼 (N舗隼"

2指図〉。

6 Ji 16日の大統領選挙の結果、ヱリツイン氏は得票率35.3パ セントで 1

位となったが、 2位の共産党ジュガーノヲ候補 (32.0パーセント)との差はわ

ザかであった.いずれにしろ過半数¢得票がなかったため、 7月3日に決選投

票が行われ、ヰリツイン候補は53.1バーセントの得票〈ジ&ガーノフ候補は
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40.4バ ゼント〉で、大統領に再選された。 ζの1回目と 2回目の役票の聞に、

エlJ'yィシ氏は、必勝態勢を整えるための人事政策を展開した。まず、 1回目

の選挙でS位につけ(14.5バーセント〉、キャスティング・ポートを揮ったレ日

ペッジ候補を体制内に取り込むために、 6月18日、同氏を保安評議会書但に

任命した巴

他方で岡田、エリツイン大統領は、ソスコヴzッツ第副曾相、グラチョフ

園防相 パルスコフ連邦保安局長官、コルジゃコフ大統領署捜局長を解任した

cr法令集』鮒年2s号S飽8番、 3128番、 310白番、 3110番〉。これらのメンパーは、大

統領選挙でエリツイン氏が敗北することを恐れ、選挙の延期によって政権の延

命を図ろうと策をめぐらしていたグル プである.保安静織会書記のポストを

レペッジ氏に諮ったロポフ氏は、第副首相として政府に棚し見 cr帥

副総年初号醐お番、醐8軒。

ζの'1峨"に際して、第3ク デタ説 '91年8月のソ連邦国家非常事態

委員会事枠、 93年9月のエリツイシ・クーデターに次<の意)をめぐ墨茶番

劇も演じられた '''8年6月318、N96年6月18，19， 21、32、鶴田、 R96年8月

21目、 K96隼'"お目).ソスコヴ品ヲツ民i之、エリツイン樽営の選挙本部長に

指名され、事実上次期首相格と目されていたし、コルジャコフ氏は、「国を統

治しているのはヱりツインか、それともコルジャコフかJ>噺かれるような影

の実力者であヲナ亡。コルジャコフ氏とパルスコフ民は、その娘と恵子が結婚し

ているという関係にあった。後らが解任された翌日の 6月19目、エ '1ツイン

再選本部の運動員2人が、連邦保安局に逮捕されるという事件が発生した。疑

心暗鬼を生じる騒然として雰囲気の中で、この恵件i立、軍部が、 6月19日~

，<1 すでに>99唱年の容の段階で、酎台学者ミグラユヤン位、執行纏的内部で、ソスコゲエヲ
ツ、ヨルジャ、パルス、ポレパノフ@グル プと、チzルノ"イルジン、手.パイス、
ヤ シン、フィラトフのグループの間 D路線上の対立が生まれていたことを指摘して
いた。同氏は チェルノムイルクL首梱は ガイダル・チsパイス路線に完全に合諸
したとみている (N95年4月23日)。
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"日にク デターを企てていたという噂を生んだ。レ ペッジ氏は、「国防相

に近いグループが第8クーデターを組織しようとしていた」と発言した，しか

しこれは、同氏の完全な勇み足であった。

再選後エリツイン大統領は、新政府の組関にとりかかった。まず大統領怯、

前政燃の総辞敬吉明を受理し、新政府の成立まで旧政府の活動継続を委伝した

(蜜法第116条、第117条5項。『記長令集J>;年33号紛79番λ 次いで大統領は、

憲法の定める手続きに従い、前首栂を再任することについて下院の同意を求め

たo 8月四目、下院はとの同意を与えた σ法令集』船年M号鍋68番)。それを

受けて岡目、大鏡領はチェルノムイルヅン氏を暫綱に任命した σ法令第JOO年

33号3989番)。下院での票決は、賛成314)ゑ反対街頭、保留 3で、圧倒的多

数の賛成であった (R96年8月日目、 N卵年8月13日〉。

下院でチaルノムイルジン首相を明確に支持した会派は、「わが家ロシアム

自由民主党、「ロシアの諸地恥だけであった。保守派の農業党ゃ f人民権力」

派は、才摘を言いながりも賛成投票したd ~'"ガ ノフ共産党議長』率、路線の

真剣な変更がない以上、首相を支持する理由はないと言明し、またヤプロコ派

も、いつものとおり非妥協的な態浸をとった。たてまえはともかく、実際には

これら会派の議員も、かなりの部分が動成に回った(下院規則により、首相同

意技累は、無記名であ忍)。大統領選挙でエリツイン氏が勝利した以上、その

イエ γアティプに反対す.ことは困難であった.

次いで 8月14目、大焼領は、①「連邦秩行権力機関のシステムについてJ、

②「速歩同行権力機M関の線道について」、③「ロシア連邦政府の構成員につい

て」の3つの大銑領令を発した cr法令集J>;年M号4081番-<<四番〉。この岳

と②の大統領令は、憲法第112条に基づいて公布されてい'0つまり首相の提

案に基づいて、大統領が執行権力の構造を定めたものである。

まず②の大統領令は、次のように定めていた。連邦執行権力機関に払省、

国家委員会、百シア連邦「周j、ロシア・ェ ジ五ンシ 、ロ νァ連邦「監督



" 
神戸法学年報第14号Cl9鈎〉

署jがSo。このうち「省Jの長官が大臣であり、政府の構成員となる。国家

委員会は、主として複数の分野に跨るような問題を、合言質事原則により協力関

係に基づいて実現する機閣である。「局ム「エージz ンシ戸J、「監督署Jは、

それぞれ特殊の任務を負った専門働潤である。憲法の規定するとおり、政情の

構成員は「大臣jだけであり、国家委員会の委員長などはそこに含まれないこ

とになる。次いで②の大統領令は、「連邦執行極力機闘の創設、改組および廃

止は、ロヨn連邦首相の提案に着づき、ロシア連邦大統領によ qてなされる」

と定めている。これは憲法が予定していることと思われるが、しかし明確には

表現されていないことである.

各執行権力機関の規程は、憲法によって大統領直轄の機畑とされるもの〈国

防省など〉については大統領が、その他の執行権力働羽については政府が定め

る。大臣の人事権怯憲法の規定通りである.省の次官は政府によって任命され

る(大統領車鯖省を除く〉。国家委員会・「周J"どの畏(次官)の任命・解

任も政府の船爆である(大統領直輸の機嗣を除<，従来はこれら機関の「長J

の多くは大前領が任命・解任していた)。

②の犬統領令によれば、政府には3人の第一副首栴を含む 11人の副首相が

おかれる図またこの大筋領令は、省庁の改編を決定し、その結果形成された連

邦執行権力機U関のリストを発表している。それによれば省は24、国家委員会

は19、周はHUェーク品ンシーjは3、監督署2でおる。

これらの内大統領の直信機関は次の12である。内濁省、外務省、国防省、

ロνア古文書局、ロシア連邦国境局 ロシア連邦呆安局、ロシア連邦対外諜報

局、ロ γア連邦鉄靖軍局、ロシア出曙備局、ロシア連邦テレピ・ラジオ局、

大捷筏付属耳融府遜信・僻11:.:->)，.:. '/ '"一、ロシア連邦破・放射能安全監

督署。これらの機関が大統領圃扇とされるのは、それらが「憲法に基づいてj

大定歩点買の繕限とされている問題を管轄とする諸機M闘であることによるが、個々

の例をみると、その根拠怯必ずしも明確ではない。例えば憲法は、大統領依
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「ロシア連邦の外交政策を指導する」樺"条)と規定しており、これが外瀦

省を大統領直臓とする根拠とされ率。匿防省や逮邦保安局についても問機で，.

L しかし内務省などは、その筆法上の根咽を探すのは難しい。連邦テレビ・

ラクオ局などが大統領直結であるのは、大統領が「人および市民の権利および

自由の保証人J(憲法第80条)とされていることに基づくのであろうか。

こoOの大統領令はその後改正され"法令集]96年35号4152番、部号4264番、

50号おお番)、連邦執仔権力倒閣の種領に「特'U月委員会J(間MRCCI!H)が追加

された。大統領事務局も連邦執行権力機関¢ーっとして追加された。また大統

領直鱈機閣については、憲法だけでなく、連邦の法律〈憲法的法律を含む〉に

よqて大筋領の管幡とされている問題も含むことになった。このことによ勺て

先に指摘した難点怯ー応解消された。新設・改組された大統領事嚇局、連邦有

価証券市場特，u委員会も、大統領直U属とされている。

さて先の@の大統領令は、政府の構成員を任命したものであるが、まず第

E腔ま栢として、ア ポワシ+コフ、ゲェ・イ 'J品ーシン、ヴ品・ポターιンの

3新人が登用されたB 副首相としては、ヴヱ・パピチ孟フ(政府官房長官)、

オ・ダザィドフ(対外経済閣係梱〉、 7 ・ザペ 'J. ハ、ヴ&・イグナチエン

コ、ア・りフシッツ(財政相入オ・ロポフ、ヴュ・.ロフが、その後(8月

17日)ず豆・フォルトフ氏〈衆国家科学・技術委員長)を加えて cr法令築J

96竿34号4112 番〉、 8人が任命された。とれで先の~の大統領令の定めた 11

人の副首相カ噛定した。その他プり?コフ外相、ロジオノフ国物相、クリコフ

内相、ず孟・コワリヲフ法畑、フルイストゥン良相、ヤーシン経済相など 15

人の大臣が径命された。残る 7人の大臣は、 8月22日に任命されている(，法

令集"6年弱号4161番-4173番)。

ζれらの大臣の中には、大統領選挙にも立候繍し、共産党に近い立場のア・

トゥレ エフ氏 (CIS協力相)も含まれ省。コワリ，フ司法相と共位、共産党

系の大臣が2人誕生したことになる巴なお副首相のセロフ氏は、 89年にエ 'J
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ツイン氏が共産党そスクワ市第ー書記(政治局員候補)を解任され、ソ連邦園

家建設委員会副委員長伝左遷された当時の上司(同委員会委員長〉で品った.

こうして第2期のエリツイシ政権と政府が発足した。組閣に先立ヲて、省庁

の大幅削減を掲げたヤーシン案が提出され、省庁の数は89から"へ(省だけ

みればおから24ヘ)育滅されたが、省庁を統合しただけで、実質的な削減で

iまなかった。 3人の第 百首相の内、ポリシャコフ氏が首席とされ インナ

キャピネットである実務問題委員会の委員長も務めた。同氏は 1939年生まれ

で、軍産複合体の出身であり、解任されたソスョヴιッッ氏の後を継いだこと

になる。第一副首相のイリ孟ーシン氏は、 1947年生まれ、スヴ zルドロヲス

ク人脈の 1人で、それまで大統領首席補佐官を努めていた。ポタ ニン氏は

1961年生まれの若手で、オ永クシム銀行頭取を努める奥型的な新興財閥の代

表であった (N鉛年7月2泊目、'"回 8月6巳、 8月"日、 Z紛年8月"日、 K

!M;年8月"目)。

新内閣の発足により、当時権力の三角形が形成されたと解された。三角形と

は、大統領む府長官チュパイス〈ああい怯大統領事務局長ポロ ジシ)、人民に

A気のあるレーペッジ、ノメンクラトヴーラのチ孟ルノムイルジン首相を指れ

特に将来の大統領のポストを狙って、首相とレーペッジ保安評議会書記の対立

を輸に、政局が展開していくと予想きれていた (N!M;年7月6目、 7月11目、 7

月16日〉。

その後レーペッジ氏が保安評議会書記を解任される (96年10月)と、主要

な対抗紬は、首相とチ A パイス長官の聞に移行した。この対立は、園の経清捜

助を受げる側と与える側の利害の相違を反映しており、それぞれ「部門派J

(産業・社会諸部門、特に独占企業の利益を追求〉、「財政派J(財政支出の削誠

を目指す)と呼ばれた。政治的には、前者は保守・中間派に、後者は改掌派に

対応する。前者は、ポ 1レャコフ、イリューさ，:-，両第一面惜栢など、後者俗、

ポターエン第一亘惜樹、リフシッツ副首格兼財政相、ヤ シン経済相などであっ
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た (N96年m月1日"月"日、鮒年担月n日)。株式会社の国家保有株¢管理

をめぐって、ポ 'Jシ彬コフ、ポターニシの 2人の第→副首相が争ラたが、鮒

年12月、同色有化過程で創設された株式会社の連邦所有株の信託嘗翠への引き

渡しについてjの大統領令(f法令嬢」弱年"号"“番〉の公布は、ポターユン

氏の勝利を重除した(ポワシャコフ氏は、省庁による国家保有株の管理を主張

した。 K96年[2月"日)，

[996年秋には、大統領の臨時代行問題が発生した。憲法第鎗条第8項は、

大統領が職務を遂行できない傷合には、首相が臨時に大統領代行を務めると定

めてい.，もともと心4繊疾聖を抱えていた大統領怯、選挙費国間中の無理がたたっ

て手衡が必要とな旬、その問'-3カ月職務の遂行が不可能となった。大議領

臨時代仔の伝命に関する法令が欠如しているため、どのような手続でそれを行

うべきか種々議論があったが、結局9月[9目、大統領は大統領令を発し、チヰ

ルノムイルジン首相に大統領の臨時什好子を命ヒた。ただし核のボタンだけは大

統領が保持した。当時首梱は、「予備大統領」などと呼ばれ、次期大統領とし

ての地歩を固めたと観測されていた (KOO年9月7回、 9月四回、 9月却目、 N

9月11回、 9月[4目、 9月2[日)，

(耐 「著者改革者」の量場

[997年1月、手衡を終えたエリツイン大統領は職務に復帰した.しかしそ

の健康状態に不安が残うたため、政権の未来について、さまざまの憶測が飛ぴ

突った。ロマノフ家によ忍立憲君主制の復活論なども、 部ではまじめに諭じ

られたB 首相の解任は既定の事実であるかのように語られ、次期首相候補とし

て、ストロ ヱフ上院議長、チ晶パイス大統領府長官の 2人の名がしばしば噂

にょうた(，例年2月2旭日、 S月6回、 N97年1月2[目、 1月25目、 3月68K例

年3月5包)。

[997年2月4目、先の1996竿 8月14目の大統領令の②が改定され、内相も
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副首相兼任となった cr法令集』例年6号700番)，したが勺てクリコフ内相が副

首相に昇格した。次いで3月17自の大統領令「ロシア連邦政府の構依員の変

更についてJ"法令集J97年 12号 14~番)によって、ポリシャコフ、イり品

シン、ポタ ニンの8人の第-.首相全員が解任され、またダヴィドフ、ザベ

リュ ヘイグナチ品ンコ、リフシッツ、ロポフの5人の盲目芸相も解任された.

パピチェフ、フォルトフの2人の副首相も、大臣の地位依維持したが、副首相

怯解任された。副首相で残うたのは、セロフ氏と新任のクリコフ氏の 2人だけ

企いうことになる。その他ヤーシン経済相など4人の大臣が解任された。

これらの解任組に代わうて、第ー副首相としてぺ・ネムツオフ氏が任命事九

すでに 3月7自に再び第一面曽梱に任命されていた(その後経済相兼任、「法

令集』例年10号n碕番、 12号142E審〉テ昼パイス氏(前大統領府長官〉と並ん

で、若い改革派の2人が重要なポストに就いた。以後司νアのマスコミは、こ

のa人をしばしばわ普き愛草者Jという害義で表現した。特にネムツsフ氏，'-

ニジ品ゴロ円刊の若き知事として改革の成果を上げており、またエリツィシ好

みの清廉潔白な人物として〈エリツイン大統領も、権力欲は強いが、金銭・女

性に関するスキキンダルはないといわれあ〉、新政府の目玉商品となった。当

時は次期大統領候補として、共産党のゾ品ガーノフ氏をしの《人気を跨勺てい

た@チュパイス、ネムツオフ両氏の聞にも矛盾はあ q たが、チzルノムイルジ

ン首相に対しでは改革派として続戦調を組んでいた。

その他新しい副首相として、ずz ・プルガック、 7 ・コフ〈兼国有財産国家

管理委員長)、ヤ・ワリンソン〈兼経済相〉が任命された。同日、 "1の大統領

令によ勺て、オ・スイスエフ氏も肩幅重綱に任命された σ法令集』例年12号 14~

署)。その後5月19日に、フルイストゥン農業食糧栂も面活相に格上げされ

た σ怯令集』肝年21号2470番)， 8月1目には、アプドラチッポフ氏〈ゴルパ

チ面フ時代記ソ連邦噂高会繊の民族院穣畏を務めたことがある)も副首相に就

任した cr法令集J97年32号3759番〉。その問、軍制改革路線をめぐって対立し
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" 
たロジオノフ国鵬相が解任され、ィ・セルゲ ヱフ氏が後任として任命された

cr法令制宮7""21号24~書、 2476香)。また性スキャンダルのヴ" .コワリョヲ

司虚相が解任され エス・ステバーシシ民が後任として任命された cr法令'"

例年2η号8復活番、 3007番)0

例年のこの政府は、「右派単独政権jなどと呼ばれ、 f新自由革命」の開始

と評価された加釘年亀月 8目、町年5月16目)。副首相聞の職務の分担におい

ても、重要は鐙諸機官は、改革派のテ zパイス、ネムツォフの第副首相、ヨ

フ、ウリンソンの副首相によって独占され、 fチ品パイスの完全な勝利」とみ

包された (N例年3月288)。ガイグル路線の復活が話題になーた。ネムツオ

フ氏は、ガイダル、ヤプリンスキー両氏の影容を受けたと悟勺ており、同氏を

とおしてヤプリンスキー氏も政極に接近したと指摘された (Nl11年5月7目、

3月228)。チュパイス氏は、パピチェフ政日府官房長官の緋除に失敗したが、

その代わりガイダル探の経済学者セルゲイ・ワシりェフ氏を官房第面長官に

送り込んだ (Nl11年4月4目、 4月8回〉。しかし97年 7月までにはチ三ルノム

イルジ y首相が巻き返し、 E国防省以外の武力省斤や、ネムツォフ第副首相の

支配する燃料 エネルギー省〈元々首相の拠点であるが)を含め、政府の掌揮

に成功したといわれる (N例年7月23日)。

1997年後半には、企業私有化をめぐるスキ市ンダルで、チョパイス派の大

臣そ白他の解任が続いた。 8月に位、スピャジインペスト社株の 25%、ノリ

リスク・ニッケル社樵の38%(国家保有株)が 指して売り出されたが、と

もにオネクシム銀行グル ω プが落札した。ペレゾフスキー氏遣は、談合によっ

て低価格で落札することを狙っていたが、政府が公正な入札を行った結果敗北

したともいわれる.しかし、チュバイス派とオネクシム・グル日プ依親密拡関

係にあり、私有化の公正さを疑う人々もいた。そのため 8月13目、私有化の

責任者であるテ品パイス派のヨフ副首相(固有財産国家管理委員長〉が解任さ

れた。しかし後任には、同じチ三パイス派のヱム・ポイコ氏〈前大統領府副長
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官〉が任命されている (r法令集』例年初号羽71番 3~1 番)。 ζ の事件は、後述

の出雌スキャンダルへとつながってい〈ことになる。

9月ω日の大統領令によって、国有財産国家管理委員会体固有財産省に格

上げさ才、ポイコ氏がそのまま副首相称ヨ有財産相となった('法令集j例年40

号信脇番〉。当時チ孟パイス氏は、中間派的な立場からは、しばしば「ネオ・

ポリシ孟ゲィヰJと批判され〈過融な変革派という意味であろう)、共産党か

らは、「大躍進のトロツキスト ザァージョン」と攻撃されている(Nm年10

""目、 10月g目、 '98年3月15臼〉。

10月には、政摘不信任問圃が下院によって取り上げられた。 10月15目、経

済的・社会的危機を招いたことを理由に、ジュガ ノフ(共産党)、ルイシコ

フ cr人民権力J)、ハリトノフ(農業党)の3氏と、ヤプリンスキ 旅が、そ

れぞれ別に政府不信任の問題を提起した.チェルノムイルジン首相が辞任をほ

のめかし、次期首相候補に関する噂が惜別た。保守派の莫の標的は「若き改革

者jであったが、第副首相だけを不信伝する方法はなかうたため、首相まで

巻き込まざ.を得ないという矛盾もあった。結局問題は、「園者会談J(大統領入

両院溝長、首相。大統領府長官も出席するため、実際は五者会談だともいわれ

た)で解決されることになった。 10月10日、四者会談が測かれた.その場で、

今後も 2カ月に l回以上四者会駿を開〈こと、会派代表も参加する「円単会議」

も開〈 ζ と(第 1国会議で位土地法典問題を審践する〉、懸案の政府法(後述)

に大誠領は署名すること、政府系テレピの監督会識を創設すること、大統領は

マスコミをとおしてその活動内容についての情報を提供することなどが約束さ

れた。その結果、 10月22目、下院は、 359票の多数で、政府不信任案の取り下

げを決定した (N例年10月16日 10月17目、 10月21目、 10月"日、 Z例年10月21

目、 K例年10月m目、 10月21目、 10月盟国。大統領優位の衛力分立体俸の下で、

観会側は大統領の責任を追及することができず、大統領と直接会う機会もない

のが実状であったから、四者会談・円卓会援の開催の約束を取り付けたことは、
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大きな成果だと評価されていた。

11月には、「出版スキキンダル』事件が発生した。これは、チュバイス・グ

ループ(ポイコ副首相、ぺ・モストボイ連邦破産・財政健全化問圃局長、ヂ

ワシリエフ固有財産富家管理委員会副委員長、カザコフ大統領府第一副長官、

ア・エフスタフィエヲ私有保樋セン夕日基金理事長、コフ前副首栂)が、『ロ

νァ私有化の歴史』という著作の出版に際し、オネクシ.銀斤系の出版社二から

高額¢原稿料(各自9万ドル)を受け取ったという事件である(実際にはこの

本は出版されていないようである)。それを暴鴛したのは、先のスピャジイン

ベスト祉などの国家保有株の売幽しの際、入札で敗北したペレゾフスキー氏の

事いるマスメディアであった。当時『スヰャ γダル政府』といった言葉がよ〈

使われている (N貯金手12月2日λ下院はチぷパイス氏の解任を求める決議を

'65票の賛成で決議し、 11月28日の四者会談でも同じ要求を大統領に突きつげ

た。その結果、ポイコ氏そ¢他が解任されたが、チaパイス氏は、兼任してい

た財政相を解任されただけで、第一酉曾祖には留まった cr法令集J例年"号

.. 悶番、 41号鴎"番。 N~年 11月 6 日、 11月羽目、 11月初日、 11月 26日、 11月m 目、

Z例年11月15日、 11月m目、 K釘年11月14目、 II月18目、 II月25目)。

このスキャンダルとは関係ないが、もう l人の第一副首相ネムツォフ氏もと

ばっちりを受"、兼任していた紛科・ヱゑルギー相を解任された cr法令制frT

年C号お00番)。永ムツォフ氏It，97年a月に錦ー副首相に抜揺された当時は、

次期大統領の最有力候補として市民の評価も高かったが、その後際だヲた成果

もなく、人気も低迷していた。こうして改革派の勢カは若干後退したが、その

後任にも改革孫が該揮されているロ財政相にはエム・ザドルノフ氏〈下院予算

委員長、ヤプロコ派、当時 34才)が九燃料・エネルギー相にはエス・キリエ

ンコ氏〈次官からの昇格 ネムツォ 7第面首相に近い、当時35才〉が、副

首棺兼国有財産相にはエフ・ガジズリン氏(テュパイス系〉が任命きれた

cr法令集'97年41号5鑓8審開肌番、 51号5786番〉。なお10月初日には、日系の
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下院議員イリーナ・ハカマダ女史(ネムツオフ氏系)が、国家小企業支援発

展委員会委員長に伝命されている。「ミス儀会jが「政府レディー』に変わー

たと評された (K例年11月18)。

12月8日にも、四者会談が関かれた。両院議長、特に下院議長セレズニョ

フ(共産党Jは、「議会多数派政府J，r遂立政府」の形成を強〈主張している

(S初年12月四回、 Z例年97年12月10目、 K97年12月10日)。この時期下院の国防

委員長であったヱリ・ロプリン氏 (rわが家ロシアJ)が、軍制改革をめぐって

殺しい大統領此判を開抽し、保守派の隊列に合施した。以後同氏は、側年7

月に、妻に殺される(政治的背景はないと思われる)まで、最も執効な大統領

批判者となった。

(5) 1997年政府法

1997.1:手12月、ついに「政府法」が需定された。致府法は、憲法的法律とし

て優重要な法律の一つであったが、"年の新種法制定後、未だ成立してい立

か勺た。その制定過程を簡単に整理すれば、次のようである巴

1関8年に早〈も大統領の指示に基づいて司法省の政府法案が作成されたが、

94年に発足した新議会は、その草案が政府に過度の権隈を与え、離会の統制

から自由にしているとして拒否し、自ら草案を起草した。"年の夏、それは

下院の第議会を適温い周年11月13日には下践の第二説会も遜過した (344

票が賛成。下院の定員は45<1人)。しかし 12月25目、上院はその案を否決した

(上院では賛成211家、反対1211豪、保留6原〕。争点となっていたのは、首相の

解任に対する下院の同窓握、百個禍や主要大臣の任命に対する下院の同意権、

大統領府の政府に対する支沼権の否定、政府メンバーの下院出席義務、政府の

儀会に対する報告義務などであった。下院はこれらの争点について自らの極限

の強化を図うたが、それらは憲法の規定以上に下院の権限を強めあものであり、

大統領・政府側肱もちろんヘ上院側も否定的は反応を示した (R94年8月13目、
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RV94年10月~目、 NOO年l1 JH3 日、 11月 14 目、 12月 5 目、 12月 268、 K96年11月

初日)。

その後間慌の代表からなる協験会が設置され、結局下院側が襲歩す.かたち

で最終突が作成された。 97年4月11目、下院は第五続会で最終案を可決、上

院も 5月14Bそれを承認している.しかし大統領は、この政府法に署名する

ことを抱否した.通常の法律の場合、大統領は署名拒否権を有するが、議会は

両院のそれぞれが3分の2以上の多数で再可決す昼ことによって、大統領の拒

否権を覆すことができる。しかし政府法のよう怒憲法的法律はもともと特別多

政〈下院のs分の 2以上、上院O4分の3Jふ上〉で傑択されており、大統領は

その署名を拒否できないことになっている。にもかかわらず、大統領は署名を

拒否したのである。拒否の実質的理由は、その内容に不満があった(後述〕か

らであるが、形式的理由として、上院の「郵送設票Jという採決方法が標的と

されている。上院議員は連邦構成主体の首長や議会議長であるから、とりわけ

広大なロ γ アにおいては、頻繁に集合することは難しい。そのためこのような

便宜的方法が、これまでも行われてきたのであった。しかし大統領は、これま

ではそれに異を唱えたこと怯なかった (N例年4丹羽田、 R97年8月21日、 N97

年8月"日、 8月18目、瓦97年4月12目、 RV97年6月8日〉。

結局、既述の97年12月9日の四者会談で妥協が園られた。大統領は政府法

に署名すあが、議会はその後でしかるべき法改Eを行うというものであった。

大統領は12月17臼に法律に署名した。下院は、必ずしもセレズニョフ議長の

政府法改正提案に従わないのではないかと懸念されたが、結局12月25白に改

正案を可決、周目上院もそれを矛認した (N97年U月29目、 12月羽田、 12月20

目、 12月"目、 "2年12月10目、 12月20目、蕊前年10月31目、 12Jil0日、 12月19

目、 RV例年12月26目)。

主要な改E点は二つある。一つは、第5条の「逮邦執行権力機関の体系は、

連邦の法律によって定められるJという規定であ勺た。これは省貯の新設・再
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舗.JjiJ止も法律で定めることを意燥すると思われ、議会に大き認力を与えるこ

と民なる。従来から大統領側と議会側て争っていた点であり、既述のように、

憲法の規定にも暖昧な点があうた.結局この点は大就傾倒の要求を容れ、先の

規定は削除された。もう一点は、大統由直鰐省庁に関する第鎚条である。元

の条文では、国防省、内濁省、外務省等の大統傾直緒とされる省庁について比

大統領はその活動を『方向付けJ.政府が「指導する」となうていたa これで

は、これらの省庁に対す.支配継は、大統領よりも政府の方が強そうであ率。

この点i之、改正により、大統領が「指導し」政府拡その活動を「調整する」

と改められた。これら省庁の長の任命権が大統領にあることも明記された

(，法令制"倖1号l香)。首相の解任怯、政府の総静職をもたらすとする政府

法の規定(第7条)に、大統領は不精であ勺たが、この条項は維持された。

こうして懸案の政府法が最終的に成立した。その基本的内容は次のようであ

る。

まず政府は、「最高執行機力機閣」と位置づげられている〈第1条〉。これは

現行憲法下で、大統領が「執行権力の長」とはされていないことにも対応して

いる。政府の構成は、憲法と同じように、首相、副首相、大臣の3者とされて

おり、第一副首相(副着相に含まれていることになる〉や国家委員会委員長の

語はない(第6条λ 政摘は合議申湖周とされ(ただし、従来のように多数決

の原則などに関する緩定位ない)、首相が他の嗣僚に対して指揮命令権を有す

るわけではない。

首相の任命怯、大統領が下院の同愈を得て行う.首相の解伝について、憲法

は何も規定していない固政府訟の審議に標して、下院では、首相の解任に際し

でもその同意を必要とするよう求めたが、結局それは受け入れられていない.

大統領は、首相が静職願を提出した場合、および首相がその権限を行使するこ

とが不可能になった場合に、それを解任することができる.首相の解任俗、政

府の総辞職をもたらす(第7条〉。このように首相の解任倍、限られた場合に
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しかできない。しかし憲法t丸それと怯別にE素晴の総辞職の規定をおいており

(憲法第 117条〉、大滞債はいつでも政府を総続載させることができる〈政府法

の方に怯政粛の総辞職の規定はない)。政府が自ら総辞職を求めることもでき

るし、下院が政府を不信任することもできる。大統領はそれらを無視すること

もできるが、下院が3カ月以内に再度政府を不信任した場合は、政府を総辞職

させるか、または下院を解散しなければならない。

政府法は、憲法に規定のない「首相代行」動度を定めている白憲法路、政府

総辞書院や、新大統領の選出に伴う政府の権限解除の場合、旧政府は大統領の委

任によって新政府の成立まで機能を続けることになっている〈憲法第117条)。

政府法は、首相解任の規定を股けたことに対応して、首相代行の規定をおいた

と恩われる。首相千切すにはニ種類あるB まず首相が一時不在の場合〈外遊や入

院なとつは、予め決められた冒首相の内の 人が首相代行となる。他は、首相

が解任された梅合に、大統領は副首相の内の 人に、 2カ月以内の期間、首相

代ぽを委佳する。これは、政府総辞職の場合新政府の成立まで日政府が機能す

るという先の憲法の規定(政情法第35条も同様)とどのような関係にあるの

かよく分からない。旧政府の機弛継続は総静職の場合を、首相代仔任命は首相

解任の楊合を規定しているとも考えられる。しかし1998年3月の政府の総静

職の場合は、首相の解任ではなかったが、キリエンコ氏に首相の職務を代行す

るよう委任している。総辞職も首相解任も同議と解されているのであろうか。

とすると、窓法の規定〈旧政府の機能継続〉は、首相以外の大臣についての緩

定と言うことになるのであろうか。

政府の構成員となるのは連邦省の大臣のみであるが、それ以外の連邦執行権

力按凋〈国家委員会、局など〉も、当然政府の指噂・統制下に置かれる。省そ

の他の連邦唱え行権力機関は政府に従属し、政府に責任を負う。政府位、連邦省

次宮、速邦省以外の連邦執行権力機関の長(国家委員会の委員長、局長など)目

次官、政府付属諸機関の長の任命・解任を行い、各連邦駒子権力機関の鴎議会
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の委員を承認すL 各連邦執行権力機日聞の機造動1時を拶£する「規程Jも

政府が決定している.各省庁には「慢5議会」が設置されるロ政府は、連邦執行

権力機関の法令を破棄し、また依効力を停止するととができる(第12条)。

上!aの政府機能の例外をなすのが、大統領直属の諸機関である。憲法・法律

によって大統領の極限とされている諸問題〈国防・保安・内務・外務・緊急事

態)を管犠とする執行極力機聞については、大統領がそのおき動を指導し、その

規程を承認し、その長の任命を行う(第32条)。通常大臣は、首相の提案に墓

づいて大統領が任命するが、菌効相、舛相等は、大統領が直接任命するのであ

る。

政府の会議〈院議)は、 1ヵ月に l回以上開かれる(第27条)。政府はその

幹部会を組織することができるが、その会議は必要に応じて開催される〈第

29条)。首棺は政府の長であり、政府の活動を組織す忍.首相は副首相問の職

務の配分を決定する(第24条l.轟帽樹は、分担していくつかの省斤を監督し

ているが、その配分を沙足するのは首相である。 1998年 1月、チ zルノムイ

ルジン首相が、この権限に基づき、第ー副首洞のチュパイス氏とネムツオフ氏

から、その分但していた多くの橋周回を取り上げたこと除、既逓問とおりでおも

大統領ほ執行権力の長とはされていないが、閣議や政府事宇都会の会議を主宰

することができ、また既述のように、園防等一部の国家機能を直径指慢すo.

大統領は、政府の決定・処曲が憲法・法律・大統領令に違反してい忍と判断し

たときは、それらを破棄しうる。

窓会側の要求により、政摘構成員には三つの制限が設けられているロ一つは、

収入・財産の告知義務である。政府構成員は、就任の際およびその後毎年自ら

の収入と財産の状況について、大統領および議会に報告しなければならない

(第10条〉。もう一つは、兼職の制限である.政府の構成員は、議員になった

り、企業活動を行ったり、また原則と Lて報酬を受け取ったりすることができ

ない。所有している続式も、信託に委ねなければならない(第11条)。
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忽お例年初めに公表された閣僚の収入状況は、次のようである。チ孟ルノ

ムイルジシ首相の96年の年収は4関 9万ル プル〈当時の為替レートはおよそ

1ドル=5.0∞ルプル)で、所得税を996万ル プル支払q たという。同年

3月、フランスのル・モシド紙が、首相在任中チ&ルノムイルヅン氏の財産は、

2，800万ドルから50億ドルに増えたと報じ、ロνアでスキ*ンダルとして伝え

られていた。エリツイン大統領も、稽廉潔白だといわれるネムツォフ氏の第一

副首相への抜播の背景として、そのような事備を示唆していた。しかし ζ の

年収の公表に際して、首相側はそのような疑惑を否定」むしろ首相の「貧し

さ」を強調していあ (K97年4月4目)。

チぷパイス第一副首相の弱年の年収は"万8∞0ドルだという。下撲は、こ

の所得は不Eに取得した疑いがあるとして追及したが、検事総長は、調査の結

果、不正はなかうたと報告していあ (z例年 1月23El， K97年4月4日)。ネム

ツオフ第一副首相の96年の年収は、 9，250万ル プル。財産は、ユジ z ゴロド

州のL∞0平方メ m トルの土地(時価ωo万ル プル〉、車(時価約2，600万ル

プル)、銀行預金約 750万ル プル、貯蓄銀行預金約2億8，400万ループルだと

いう (K97年6月5目、 PG97年6月4目)。スイスエフ副首相は、「最も貧しい

副首相」とか、「首相より貧しい副首相」といわれているが、 95年の年収は

5，400方ル プルで、 8，300方ル プル相当の妥と共有の木動産が島る (K例年

7月12日〉。別の報道によれば(これは資産総額だと恩われるが)、チェルノム

イルクン首相は8億1，474万ループル、チ aバイス民は40億5.100万ループル、

ネムツ定フ氏が8健5，314万ループル、コフ氏が 5偉 9，ω0万ループルである

恒97年7月11日〉。

なおェリツィ y大統領の"年¢年収は 2億4，0∞万ル プルで、モスクワ郊

外に 1ヘクタール(その後の報道では4ヘクタール〉の土地と452平方メート

ルの別荘を嚢と共有し、 7ωo万ルーブルの車を所有する，家族 6人で323平

方メートルの住宅を賃借している。有価証券は所有していない (N例年6月4
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8)。ついでに大統領の例年の年収は、印鑑5，032万ル プルとされているが、

数字に疑問がある (N98年8月ro日).

(副チェルノムイルジン政府の総辞職

199'年の初め、政相孟安泰であるかのようにみえた。既述のように、 1月

18目、テェルノムイルジン首相は雇憎相聞の緬限の再配分を行い、 2人の第

ー副首相の権限を大幅に縮小した (R98年1月17日、 Z鈎年1月η目、 1月20目、

K98年1Ji 17目。 2人の第一副首相は、飼い殺し的な状態となった。チ a バ

イス第一宮リ首相は辞任を抵のめかしたが、首相の不在中は閣議の主宰を委任さ

れたり、非公式でiまあるが、首相代iT役を託されていた (RV98年1月m目、 K

98年2月38)。ネムツオフ第副首相は、もともと大統領との約束で 2年間

政府で働くことになっていたとして、辞伝を拒否した (R98年1月22日)。大

統領も、 2人隠初ω年まで政府で働〈だろうと言明した (N98年2月6目〉。

1月29日の四者会談で、セレズニ，フ下院議長は、相変わらず連立政府、

人民信任汲府の樹立を主張した。当崎、共産党と「わが家ロシア」を申心とし

た人民信任政府のメンバ の予想も発表されているが、そこにはずォローユン、

マスリュコフ、ガリキチ品ワなどの名がみえる (AF98年6号2頁)白チ五ルノ

ムイルヅン首相は、議会多数派政府は憲法違反と主張したが、下院議長は、憲

法はそれを禁止しているわけではないと反論している (N例年四月初日入大

統領は現政府を継捜すると雷明した (N鉛年1月初日、 K98年l月初回、'"年

1月初日、 R98年l月31目)。その後大統領位、連立政府の実現は2刷O年以後の

ことになろうと語q ている (RV98年3月18日〉。この時期、首相は自信に満ち

た態度で外交交渉を行い、毎週土曜日にテレビに出演して政府の活動について

説明する乙とも決まり (K98年2月2s目、 N98年3}Hl回入副大統領然と鑑る

舞勺た。 2月2E日には政府の拡大会議が聞かれ、大統領も出席したが、事実

上会議を主宰したのは首相であった。この会睡で大伊領は、若干の大臣の解任
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を示唆した (N.，年，"v目、 RV"年2月26日).

99年2月29目、セロフ扇惜枢(独立国家共同体問題担当〉、ツァヲ運輸相、

キネリョフ普通・駅門教育担が、 8月28にはミハイロフ原子力エネルギー細

が解佳された.代わ勺て3月2百にルイプキ y副首相、フランク速輸相、チ

ホノフ普通・専門教育相が、 3.4固にアダモヲ原子力エネルギー相が佳命さ

れた"法令制飽隼9号11図書-110お審 116渦番人 99年10号1167番、 1100番 11初

番、 1173香、 RV"，年3月8日).

変化は突然やってきた.9凶年3月犯目、エリツイン大統領i立政府@総辞職

を宣言し、自ら臨時首相代行を務めることを決定した。何時に彦府メンバーに

対しては、新敬府の形成までその職務を遂仔するよう委任している"議令集』

関与12号14a寄).以後四政府のメンパ は、新政府ω成立まで、すぺて「代

行」と呼ばれている。ネムツオフ第副首搭吋子、ザドルノフ財政相千匂まといっ

たように。法律上、大医の「代行Jという制度はないから、このような曾議を

使う必要は芯いが。問自の別の大統領令で、チ A パイス第一吾1首相、クリコフ

内相〈副首舶の解任も決定されている"法今割拠割問団晴、 14鈎番)。

すでに政府は総辞職しているのに、この 2人の解任決定は奇妙にみえる。具体

的には、この2人には、新政晴成立までの職務の「代行」も慰め'ょいというこ

とを愈味する。チ aパイス氏は、原稿肉疑惑を初め、反対旅の噛判を一身に浴

びていたことが、解任の理由だと恩われ否。クリコフ氏については、ー部銀行

の園有化を主張するなど、夜極的に政治的発曹をしていたことがその理由とい

われ否。同氏の解任には、民主画家においては、武カ省庁は政治的に大きな発

言力をもつべきでないという警告の窓味があるという (RV98年3月24目、 X舗

年3月鈍日)。内相については、?スロフ次官を時「臨時代行Jに伝命した

後、 8月鈎自に、ステパーシン氏を内相「代待」に任命してい墨('法令集J

何年12号1431番、 14号1毘8番)。

さて同じ3月2沼田、大統領怯キリエンコ氏を第一副首相に任命する別の大
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統領令を発し cr法令剖'"年12号""番〉、さらに岡田の別の大筑傾令で、自

らの臨時首相代行としての職務を解〈とともに、キリニl:;.':J民を首相代行に任

命した cr法令集』弱年12号142~喬〉。もともと新政府の成立まで、旧首相がそ

の職閣を行えばいいと恩うが、すでに死に体となった!日首相に職務の継続を命

じるのは不適当と考えたのであろうか、次期首相候補のキリエシコ氏を首相代

行にせんとしたために、このような面倒なことにな qたのである。なぜなら、

政府法によれば、首相代行は副首相の申から選ぶことになっているが、キリヱ

ンコ氏は副首相ではなかった。そこで同氏を首相代行に任命するに先立勺て、

まず同氏を(第 )副首抱に任命しなければならえなかったのであo.ところ治人

C第一〉副首精は、首桶の提案に基づいて任命しなげればならない。しかし総

辞職の結果、すでに首相はいない。そこでまず大統領が自らを臨時首相代市に

任命しなげればならなか勺たのである cr法令集』では、キ 'Jエンヨ氏の首相

代行任命に関する大統領令が、同氏の第 副首相任命に関する大統領令より先

に掲載されているが、これは論理的につじつまカ合わない〉。

エリツイン大統領肱、首相解任の理由について、次のように語っている。

「政府の総辞職は、わが政治路線の変更を意味しない。それは、経済改革によ

り多くのエネルギーと効率伎を与え、それに補足的な衝掌と新しい京滋を加え

るためだ。これは政府属新の自然のプロセスだ。交替しない政府は存在しなL、
現在の政府メンパ は、全体としてわれわれの前にある操題を解決したが、残

念ながら、 速の重要問陣頭を処理できなかったaそう、われわれは、経済にお

いて一定の前進を成し遂げたが、なお社会分野では著しく後れており、人々は

生請がよくなうたと感じていない。最近の政府は明らかにダイナミズム、イニ

シアティプ、新しい見方、新鮮なアプロ チおよびイデに欠けているJ.ま

たチェルノムイルジン首相については、「国防ために多〈のことを行い、その

原則柱、確実性を私は高〈評価する。改革の事業へのその滋実性と忠餓さ、そ

の人間的規律性について、疑qたこと怯ないjと述べ、酉宿泊ω年の大統領
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選考院の政治的準備に専念するよう委任している (R9S年3JH4日)。

この説明信倍額面泊り受げ取っていいであろう.チェルノムイルジン政府

は予想、を超えて5年以上も続く長期政権とfよっており、マシネリ化していた。

特に、例年に保、社会主重量廟域後の長い径演の停滞期を脱して初めてプラス

成長に転じたが、 98年同入ヮて、再ぴ賃金・年金の不払いが深刻化していた

ことが、政府総辞職の直接のき勺かけになったと恩われる。チεルノムイルジ

ン首相が力をつけすぎたことが、その解任の理由だともいわれる。そのような

説明も否定しきれないが、しかし本質的な問題とは恩えない。また先の大統領

の発言(大統領選替の噂備の指示〉は、チェルノムイルジ γ氏を後継者と認め

たことそ意晴しない。

チ孟ルノムイルジン氏は、もともと中間尿の人物で、エりツイン大統領やそ

の取り巻きの改革派とは考えを異にしていた。その中で困難な舵減りを強いら

れていたが、ともかくも改軍派と共同歩調をとってきft。改革派のチ品パイス

氏と対立しながらも、 2人3脚で政治を運営し、わが国で俗「チュ・チz連合」

などとも呼ばれたB 改草派のガイダル氏も、チェルノムイルジン首相の5年聞

を、かなり肯定的に評価している (Z97年12月11目1.

C7Iキリヱンコ政府の成立

チzルノムイルジン政府の総辞職によ勺て、次期首相候補について、いろい

ろ伝案が晴カ通れた。ストローエフ、ルイプキン、ヤプりンスキー、スコーコフ、

ネムツオフといづた人達である。共産党は、ストロ エフ、前園境嘗備局長の

ア・ユコラーエフといった人物を提案した。地方からは、アヤツコフ・サラト

フ州知事 チトフ・サマラ州知事、プルサック・ノプゴロド州矢限努の名が上がっ

た (N舗隼S 月 31 目、 298年 3月~臼、'"~日)。大統領にとっては、もちろん

キリヰンコ氏が意中の人であ..，t:.Q 同氏については、共産弘「人民権力Jな

どの保守派、ヤプリシスキー派が強〈反対していた。
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首精の任命には、下院の事前の同意が必要であるB エリツィシ大統傾弘、チ孟

ルノムイルジン氏に代わる新首相としてキ 'Jエンコ氏を下院に提示した。鈎

年4 月 10 目、下院。ま、賛成143~ 反対186票、保留 5 票で否決した〈過半数

の'"豪必要， N a年4}Hl目、 K駒年4月II目)，大統領は直ちにキリエンコ

氏を再び首相候補として下院に提案した。憲法によれば、大鏡債は3度首相を

録案することができることになうている。下院がS度とも拒否した場合、大統

領は首相を任命して下院を解散することができ.，この場合大統領が、下院の

犯否した候補者を再度提案することができるのか否か怯定められていない。憲

法制定過程の最終案では、大統領は同じ候補者を二度提案しうることになって

いた。最後にその条項が首H除されたことは、同じ候補者は提案できないとも、

あるいほ三度提案できるとも解釈できる。この問題伝ついて下院は、 4月15

目、聖法裁判所に癒法の解釈を求めて訴えることを決定したが、まだ憲法裁判

所の回答はでていない (N周年4月14目、 4月15日、 4月16回、 P98年4月14日)巴

下院でもう つ争点になったのは、投票方法の問題である。下院規則によれ

ば、首相候補者の同窓問題は、秘密投票で決定されることに忽っている〈第

138条〉。このことは、キリヱンコ首相案に反対している共産党など野党に不

利であった.下院があくまでも首澗候補者案に同意しない場合は下院は解散さ

れ、議員はその地位を失うことに忽否。解散されても新選撃では野党が有利と

思われるが、個々の議員にと qて怯死活問題である。そこで秘密投票では、共

産党などかbも、党規漣度の落ちこぼれ議員がでる可能性が高い.そこで共産

党は当初から公開投票を要求していたが、それは下院規則圃反として斥けられ

ていた。 l四百投票でも、約140人の共産覚議員の内、約30人が賛成投票した

といわれる。そこで共重党は、過半数の賛慣があれば公開投栗を採用できるよ

う鑑続表現到の改正を提案した， 4月15回、この提案は醐票の賛成で可決され

た (N98年4月10目、 4月14日、 4月16日、 HI17日、 POO年4月16日)，

4月17日、下院は再びキリエンコ首相提案を拒否した。賛成115票、反対
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271票で..勺た。反対票が増えているが、これは大減額が司じ候補者を提案し

たことへの反発であろう (N98年4月四回目投票は秘密役票で行われた。大

統領は、直ちに三度びキリエンコ氏を下院に鍵案し、不退転の決意を示した.

4月23B記は、四者会談(首相はいないため、大統領、両院議長、大統領府

長官の四人)が行われたが、物別れに終わ勺た.上院では、ストローヱフ議長

を初め、キ'1'ンコ支持が多かった。岡田共産党の中央委員会総会が測かれ

キリエンコ反対の党決定に従うよう党所属議員を義務づけたが、しかし 12人

の畿員は、下院の解散を避けるために、キリエンコ首相案に賛成する姿勢を示

した。共産党のセレズニョア下院議長も、首相の問題よりも下院の運命の方が

重要だと語り、キリヱンコ首相やむなしという態度であ合た (NOO年4月15目、

K9B年，"24目)。

4月"日、下院は3園局の投票を行った。その結果、賛成251票、反対25

票で、キリエンヨ首相案に同窓が与えられた(投票は秘密投票で行うことが決

定されていた〉。役慕に参加したのは、 2何人にすぎなかラた(下院定数は450

人)。共産党は命央委員会総会を開き、公開役票案が否決された栂合は、役票

に参加しないことを決定しており、反対派の多〈ほ棄権したのである。下院副

議長のエス・ガリャチ晶ワ女史〈共産党Jは賛成票を投じた泊、彼女によれば、

共産党中央委員会総会では、マスリュコフ氏の提案によ勺でこの悶閣が審議さ

れ、キリエシコ氏に賛成役票を行うことについて賛成田人、反対52人の同数

だqたという.結局棄権するζ とに決ま q たが、実際には約20人の共産党議

員は、質成金安男したといわれるぐN "年4月"目、 4月25目、 5月6日、 R"年

4月25回)。共産党とともに「人民愛国同盟」を結成している農業覚、「人民権

力」派のか訟句の議員も、質成投票したようであ10

間キリエンコ首相を支持していたの健、「わが家司シアJ61人、白歯民主党関入、「回
ジ?の鰭地減J44人で、合わせて161人である。島業党訪人 「人民権力J44人の内
50人が賛成したとすれば、合わせても201人である。無所属議員 28人中の 14人が加
わヲでも215人でああ。したが勺て約何人の共産免議員が、費減に回ったのではない
かという推謝もある "'00年4月258)。
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4月24目、エリツイン大統領は、キリエンコ氏を首相に任命した cr法令集』
繍年17号19.番)。キ 'Jエンコ氏は19ω年生まれのお歳、ゴリヨフ水運技師大

学率、エジェゴロドの社会商業銀行頭取、石治会社ノルシオイル討漫を務めた.

97年11月に織料 エネルギー相に抜擢されたばかりであった。ニジzゴロド

州知事であったネムツオフ氏に近い立場である (Z98年3Jj 24 目 R98年..~

日〉。同氏はその日様舎、「人道的で民主的な市場経済社会jと述ぺている (N

鈎制月 11日)。キリエンヲ氏は、ロシア史上最年少の首相となっ弘キりエ

ンコ氏は改革路線を継家する立場にあるが、大統領が彼を首洞に選んだのは、

財界との腐れ縁がないことが大きな要因であったといわれ石 (N98年4月23回)

キリエンコ首相の下で D新政摘の組閣作業は、次のよう行われた。新首相は、

組閣に際して大統領には何の条キもつけられていない均九ただ複数の候補者を

提示するよう求められており、大統領がその中から 1人を選ぶと語っている。

組閣に際して、大統領府の介入は何もなかったという (N98年， '"日〉。議

会の各会派は入聞の要求を提起したが、実際の人事怯それを無視して行われ

た (K98年5月5日〉。

4月初日、『迫邦執行権力機凋の構造について」の大統領令が公布された

げ法令制 98年18号加。番)，若干の組織の改編(産業通商省の新設等)がな

さn.逮邦執得権力機摘は、 22の省、 11の国家委員会、 2つの逮邦委員会、

17の速邦局、 3つのロシア・エ ジa ンシ 、 2つの連邦監督署その他かり

構成され毒ことになった.既述のように、このうちの13の省庁は大統領直嘗

であ者。内閣を構成するのは省の長〈大臣)だけであるが、他の連邦執行権力

機閣も、首相、副首相、大医の監督下におかれる。

新拘閣には、第一国首相のポストはない。もともと93年憲法および初年政

府訟には、第一副首相というポストはないーそのため以前より、第副首相ポ

161 若い年齢で首相に就任した過去の例"、ストルイピ'"歳、ケレ yスキ 36歳、
モロトフ40峰、ガイダル暫祖代行3611il:(Z96年S月m目〉である。
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ストを廃止すべきだという議論もあった (N98隼1月21日 2 }'ll8目。副首相

についても、諸外国の例に照らしてログアは多過ぎる〈多いときは10人を超

えた)という意見があり、 l人で十分という主狼もあった。このような意見を

考慮したのか、警両府には副曾祖怯3人しかいなし、。ネムツオフ、オ・スイス

エフ、ず孟・フリステンヲ (rわが家司シアDのa人である。さらにルイプキ

シ氏の酉惜縄鴎もしばらく続いたが、結局実現しなかった。

キリエンコ珍府の組閣に際し、主要閣僚は留任したが、ステバF シン氏が内

相に転出した後の司法相には、 34般のペ・クラシ z ユンニコフ氏が任命され

た (N98隼5月7目)。新設の重要ポストである産業・通商相は空席のまま、ゲ・

ガプーユャ"'''代行を務めた.労働・社会発展相には、ヤプロコ派のオ・ドミ

トりエワ女史が任命されたが、ザドルノフ財政相に続く一本釣りの引き抜きは、

同派の反発を招いた (K98年，.5日)0 5月15日、キリエンコ首相は、副首

相聞の職務の分担を決定した。同首相は、ネムツオフ氏が事実上第一副首相と

Lて振る舞っているζ とに才帽の念を表明しながらも、首相のー情的不在の場

舎の代行(首相解任の鳩合の代行とは別)，己、ネムツ才フ氏を指名した (N98

年4月00日、 5月15日)。

6月"固には、元財政相のペ・フ冒 ドロフ氏が、大臣兼国税局長に任命

された σ法令集J9!年沼号醐7番)。これは奇妙な人事である。園税局長は大

臣ポストではない。だから大臣「兼任」となっているので>;るが、「省j の長

でない大臣というのは法的組拠がない〈これまでも、トラフキシ氏やヤ シン

氏が無任所相に任命されたことはあ.，。そのためか、フヨードロフ氏は、そ

の後「歳入省jの新設を主張している (N98年7月s日〉。その後8月19目、

阿氏は副首相に任命されるのであるが、これは政府法の定める兼任禁止規定に

抵触するという指摘がなされている (N舗年8月初日1. しかし政府法が禁止

しているのは大臣の兼職であるから、 5月の大臣任命の時以来違法抗措創立続い

ていたことになる。もっともこれは、内閣の栂成員を大臣に限定したことから
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くる矛盾であうて、実質的には兼任とはいえないが。はお5月8日にはエヌ・

フヴァトコフ氏が政府官房長官に任命されたが、これも大臣とされている

(，法令制，.年1"号鵬7番〉。大臣榎念が明確でないのである。なお5月15日こ

は、政府官房の部課を半減し、定員を30%縮小して 10鈎人とすることが決定

されている (r法令集』関与却号2591番〉。

5 月 5 目、政府は政府幹部会を組織した (r法令集J ，.年 19号 21~番)。その

構成員は、首相、 3人の副首相、ブルガヲク科学技術摘、ザドルノフ財政相、

ウリシソ Y経済相、ガジズリシ国有財産相08人である。政府幹部会は、連邦

執行権力働刻の最高指導部であるにも関わらず、外相、園防相などが含まれて

いない。伝統的にソ連邦・ロ νアにおいては、政府は主として経済問題を担当

し、外交・国防は共産党指導郎、そして混同生で位大統領が支配している@政府

幹部会に外相などが含まれていないのはそのためである。しかしその後5月

21目、政府は、大抵績の意を受けるかたちで、外相、国防相、内相の3人を

政府幹部会に加えることを決定した(，法令集J!>l竿21号224s番)。これ路大統

領遭帽のこれらの省にも政府のカが及ぶことになり、政晴のカを強めることに

なる (K偲年5月22日)。も勺ともチェルノムイルタン時代も、大統領直緒省

庁の長なども幹部会の構成員となうており、また幹部会のメンパではない均九

中央銀什総裁も斡縮会に出席していた('ロシア連邦』鮒年同号18頁〉。

7月"目、下鳴の鍾務政策委員長で共産党のユ マス').コフ氏が、空席

だった産業・通商績に任命された。同氏は政府幹郁会のメンパーにも任じられ、

同時に、バランスをとるかのように、改草輔のプョ ドロァ国税庁長官も関じ

幹部会のメンパに加えられた (Ka年7月"日)0 マス".コフ氏は、ゴル

パチ冨フ時代に共産党政治局員とプスプラン議長を務め、未来を嘱望された当

時の若手の成長株であった.現在で拡共産党内部では進歩派に属する人物であ

り、その入閣について共産党問酬には賛否両論があった。産業・適蘭相の次官

として、グラジェフ氏が任命されるので俗ないかという観測もあったが、実現
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されていない (K縄平7刃包囲、 7月初日、 NOO年7月258、8月4日、 8月15日、

'00年7月25日、 8月12日、 P!18年7月25日)，

6月18目、政府肱『ロ γア連邦政府規則」を採択し、政府の活動手続を定

めた。また同日「ロシア連邦攻府官房規程」も採択し、政府官房の内都規則を

定めた (ROO年7月16B)。こうして政府の活動手続が整備されたが、その背

後で危機は進行していた， 8月にな勺てロシ71'金融危放民見舞わオE、ヱリツイ

ン大統領は、 8月おE、キ')エンコ政府の総務職を命じ、チェルノムイルジ

シ前首相を臨時首相代行に任命した。しかしその後、チ品ルノムイルジン氏の

首相任命に失敬し〈下院の同意を得られず)、鎗周9月日目、外相のプリマコ

フ氏が首相に就任することになった。 ζ うしてロシアの体散転換過程は、新し

い段階を迎えることになった。

第S縄大続領府の履開

ここでは、ロシアにおけ.大規領告の導入以後の大統領府の展開舎跡づける

ことにする。以下の時期区分は、政局や圏家制度の展開の大きな節目と直接に

は関係な〈、大統領府に関する基本的な桧令〈以下特記しない隈り、決定事項

はすべて大統領令によるものである)が公布された時点を基調障としている。

111 篇 1 期 (91隼~"隼初め)一大統領制の発足

1991年5月24目、当時のロシア憲法が改正され、大統領制度が導入された。

この聞の吾惰については、別稿で詳しく論じたとおりであ品。同年 6}'j 12日、

大統領選挙が実施され、エ')ツイン民が大統領に選出された。同年7月108.、

A民代議員大会でエリツイン大統領は宣箸を行い、正式こ大統傾に就伝した.

しかし大統領の職務を遂行するための機構は何も定められておらず、以後試行

(日拙稿 rc Y'ア共和国憲法と新連邦条約案の展開J"神戸法学年報』第7号、""年)
第 1章第2節穆R環。
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錯誤が続いていくことになる。

まず大統領動度の発足から、 1992年5月6日の大統領機構の改樽までの時

期の大統領補佐機関の展開からみていこう。

大統領"任後の7月19目、まずエリツイン氏は四つの人事を行った.腹山

のゲ・プルプリス氏を大統領付属の匡寝静儀会審胆兼国務長官に任命し(その

後同年u月以後は第一劃首相を兼任〉、同氏に国家野議会規準豆禽の作戒を委任

したーヱス・シャフライ氏を法政策国家顧問に任命した。"孟・イリ a ーシン

氏を大統領書記局長に任命し、同氏に大統領書記局の構造案を作成するよう委

任した。また大統領付属連邦・地核開閣解議会を組織し(遠郵構成主体の執行

権力の長などが参加〉、ユ スコ日コフ氏を同評議会書記(兼国家顧問)に任

命した α速報"2年"'号1029-103]番、 1閃3-1ω4番〉。翌月 20日には、ぺ・ヴォ

シb ノフ氏が、大治領報道官に"通報J91年31号E醐番〉、ア・コラベリシコ

フ氏とエリ・スハノフ氏が大統領補佐官に任命されている"遜報J91隼9l号

1閃8番)。

91年8月には、大統領府長官民ュ・ベトロフ氏が任命されている (T通報』

91年32号2015番)。ここで初めて大統領府という言議がでてくるのであるが、

その機材障は明らかでな〈、そもそも大統領府なるものを股置した法令は見当た

らなL、。同時に大統領府事務総長〈ア・トレチャコフ)とその代理も任命され

ている CT恐報"2年"'号1074内 207.番)。また犬統領付属国家評繊会のメンパー

が任命され(内梅、外相、財政相などの主要閣僚〉、徐々にその〆ンパーが増

員されている"通側J92年33号1117番)。 ζ の画家評議会は、 91年u月までに

は爾止されたようであるが、法令上確認できない(91年11月初日の大統領処

分は、国家評議会は既に廃止されているとしている。四割引制9引田酌。

その他大衡傾記録剖l、大統領図書館なども8月に設置されているo 9月には、

ア・コルジャコフ氏が、大統領保安部長伝任命されほ最報"1年36号1176番λ

「大統領専門家集団」というプレーン・グル プがつくられた σ通報』阻年38
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号12m番)。

その後大統領直属機唱として重要な役割を果たす法制局が創設され、 91年

12月21日には、「大統領国家法保局規程J(大摘領令による憲認〉が制定され

た (r，還寝』鈎年1号"番)。それによれば、園家法制局は、大統領府と政府の

双方の l機構とされている。その機絡は次のようであo.(j)調整・分析的課題

法政策のコンセプト・法改革の健集の策定、法案作成作業プログラムの策定の

保証、民族関係佐分野におげる続国家政策の実施の保証、法律・大焼筏令・

大統領処分の草案準備の組織イL裁判・行政による法適用実務の分析、外国の

法実描の経験の研究。②大統領・政府の実務活動保証の課題 次の問題につい

て根拠付げや意見具申を行う。法偉への大統領の署名、法律に対すあ拒否権の

発動、大統領の立法発議権を行使すべく提案された法律案の検討、執行権力機

関の違法な決定の停止、国際条約回協定案の検討。大議領令・処分の公布噂備、

法情報の収集・管理e園籍・避難憎の縫品特赦、褒賞・祢号・階級位名誉

号の綬与に関する資酬の審査と大統領への提案。@法改革実現に向けた国家権

力・管理機関の活動の調盤。国家法制局の勤務員の定員は304人とされ、法政

鋼質問題国家顧問(兼轟首相〕のシキフライ氏に、国家法制局の指揮と組織化が

委任されている。

統制局については、 8月14日、ずι ・マハラッゼ氏が大統領府統制局長兼

主席園家検査官に任命され、大統領府統制周規曜の草案作成を委任されている

cr連報』例年箆号1115番). 9月24日に俗「ロ '-'7共和国首席園家検査官・統

制局観濯J(大統領令による承認)が公布された σ遇制"年"号1即番〉。そ

れによれば、首席国家検査官は統御婦の長となり、執行経力機関の活動をコン

トロ ルするのがその職務である。また大統領が地方に派遣している大統領代

理人の活動を調姦する。大統領令の執行ぶりを監管し、公書留員の法違反の箆査

について検事総長その他に遠絡する。その後さらに首席国家検査官付属統制協

議会が股置されている σ週線』沼年6号鉛4番、 9号431番)Q92年3月には、ユ・
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ボルドゥイリ，フ氏が、冒家首席検査官・大統領府統制局長に任命された

cr週報J92年11号571番)。

次に、この期の国家顧問の人事を甑観しておく。 91年 7月21目、ヰス・ス

タンケ ゲィチ氏が社会団体相互協力問題国家骸澗(鈎年2月に政治問題国

家厭咽に改称〉に〈間報J91同 1号1凶番、 92年8号制番、 9号411番〉、同年

8月14目、ァ・ヤプロコフ氏がエコロ夕日・保健問題国家顧問に (r週報』例

年お号1114誌 92年2月24悶にエコロジ ・健康保護分野敬策富家顧問こ改払

『週報』抱年10号牛崎番〉、 9月10目、カ コペッツ氏が防衛問題国家顧問に

(r:通報"1年81号1974番〕、 10月22百、ァ・グランペルタ氏が、経済共同体・

共和国関係問題園家顧問に (r虚報'91年44号1470番、 92年4月に国家共同体経

済・社会問題国家顧問に改称、『週報"2写11号949番)、 11月12目、エヌ・マ

ルイ γzフ氏が科学・高等教育問題国家厩調に (r適報J9I年46号15耐番)、 11

月初日、エム・マレイ氏が軍民転換問題部屋家顧問に、イェ・ラホワ女史が家

族・母性・児童問遁国家顧問に(r:週報』叫年47号1総H 飴4番)、 12月16目、

イ・カリ ιチ品ンコ"'"国境防衛問題国家顧問に σ通報J91年目号1844番)、

92年l月22目、ユ・ヴォロンツ才フ氏が外交政策問題国家顧問に (r週報』鈎

年5号盟1番)任命された。

圏家閣悶とは別に、大統領扇聞という職務もある。国家願事司には、その職務

¢遂行のために一定の機構と10人以下のスタッフがついており cr通報J91李

錫号121'番〉、その煩程が定められているが、大統領顧問の方は、大統領の個

人的アドパイザ のようであるo91年7月20目には、デ ヴaルコゴーノフ

氏が防衛問題大統領顧問に、ゲ・スタロヴォイトヴ女史が民族関係問題大統領

顧問に任命されたくf速副羽田1号1081番)Q92年1月間目、 γャ・タルピシヰ

ヲ氏が体育・スポーッ問題大統領顧問に任命された (r通報"2年4号11市番〉。

こうして似年初めの段滞で、国家顧問・大統領顧問は12人いたことになる.

それぞれの顧問職については 例えば、「ロシア連邦政治問題国家廠悶・顧問
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部規程ム「エコロクー 健康保離分野政策国家顧問・寝間部歩且」とい勺た混

程が定められ C大統領処分による示認)、顧問およびその機槍の権限や活動方

法などが定められている cr通報』留年9号411番、"号4晴香〉。

その他さまざまの大統傾付属機関がこの期に創脱されている。身体障害者問

題調整委員会軍民転換問題委員会、企業評議会、大赦問題委員会、国籍凋閣

委員会、園家褒賞委員会、家旋・母性・児童日問題調整委員会、軍人・軍人家族

問題委員会等々である。それらのなかには大統領付属機関であることが明確で

あるものもあ忍が、大統筏付属かそれとも政府付属か不明確なものも多い。行

政の二頭制のもとで、そもそも胃者を区別する窓畿が希薄であるように4与える。

大統領付贋機関の相互関係も明確でなく、すべてが大摘領府のもとに 元化さ

れる仕組みにはなっていない。

信) 貿信2期(1鈎ロ隼〉ー改草旅財保守・中附J震

1鈎2年5月6目、「ロ γア連邦大統領機機の構造改革措置について」の大統

領が公布され (r通報J92年19号1邸品番)、 速の機構改革がなされた。まず大

統領書記局は、大統領補佐官部大泊費領官房に改編された。「ロ νア連邦国務

長官」は、「大統領付属国務長官」に改称されたB 国家顧問は大統領顧問男に改

縛された.大統領付属の6つの委員会(民闘防衛・非常減鰭・自然災害被害救

済国家委員会、寝等規格度量衡嘗式国家委員会など)を、政府の管織に移

した。この布告後、 1993年2月に大統領機構が改編されるまでの動向を嵐観

すれば、次のようである.

この布告により、ゲ・プルプリス氏依ロ γア連邦国務長官を解任きれ、改め

て大統領付属国務長官に任命された σ虚報'92隼ro号lω1番'.4月'.に第}副

首相の方は辞任していι 「週挙制 92年10号'"番〉。大統領補佐官部には、大統領

補佐官・報道官・報告官およびそれらの実務機布陣が属する。大統領官房には、

旧大統領書紀局の部局が所属し、番記局長のポストは大統領曾席補佐官に変わ勺
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た。首席補佐官は、補佐官郵と大統領官房の調整を行う"週報J92年20号1092

番)。首席補佐官には、大統領書記局長であうたイリューシン氏が('酒報J92 

年20号1"'"署)、大統領籍出官には、ヴェ・コスチコフ氏が任命された σ通報』
"年初号1138番)。イリュ シシ氏は、スヴ&ルドロフスク時代以来のエリツイ

ン氏の側近で、テニス仲間でもあったが、以後大統領に大きな彫響力を行使す

るζ とになる。

先の布告に従い、 92年'"，目、先の9人の国家顧問の肉、グォロンツオ

フ、マレイ、グランペルク、マルイ γ &フ、ヤプロコフの5人が大統領顧問に

転換した cr，遇制 92年"号1932-1幻8番)。その後ラホワ女史〈家旅・母性・

児童問題担当〉、スタンケ ヴィッチ氏〈政治問題担当)が大統領顧問に任命

されているが('通報"2年お号2021番、 2116番〉、園防問題国家顧問は国防省

の創出に伴qて恥止され"通報』侶隼14号100蓄〕、国境描衡問題国家顧問も、

92年 7月7日に解倍されたままであ勺た。周年9月には、タルピシ a フ氏

(体育・スポーツ分野匡康政策問題担当〉、ヴォルコゴ ノフ氏〈国防・安全問

題担当)が、改めて大統領顧iMに伝命されている cr週報』抱年39号 ~31 番、

2四番)。また新たに、ヴa ・プルコフ氏〈健リ康障害者社会的保健問題担当〉

とエ ドユエプロフ氏(教育・人文改草分野国家政策問題担当〉も、大統領顧

問に任命された(旧制 92年35号ro22番、"号2醐番〉。

1992年9月25日には「ロγア連邦大描領動苛規程J(大統領処分)が公布さ

れた"通報J92隼40号""番)。それによれば、大統領顧問は大統領に直属で

あるが、大統領府指導都と密接なコンタクトのもとで活動する。その地位陣大

臣と同列とされている。大鷲領顧問は、大統領に勧告・提案を行い、情報を提

供し、諮問に応じ、大統領令・処分の執行をコントロ ルし、法案作成を提案

し、大統領令処分の作成に参加す'0大統領の報告の作成・資料の準備に参

加し、大統領の圏内・圏外の訪閣の準備・実施に参加する。閣議や省庁の協調民

会に参加権〈発言権)を有し、省庁その他の国家管理機関、企業・施設・団体
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に質問し、必要な情報を得る権限を有す..各大統銭風聞は、 6人からなる作

業スタッ 7をもっ。その人事は、大統領顧潤の提案に基づき、大統領府長官が

行う。

なお92年11月"日に弘、大統領付属国務長官のポストが廃止され、プルプ

リス氏は国務長官を解任され、大統9周囲E凋団長に任命された cr遁事iJ92年49号

2927-2929番〉固しかし後者も、 12月14日に解任されている cr週報J9~ 寧 51号

制 0番)。これは、第7回人民代議員大会における大統傾と大会・最高会識の

対立のなかで、犬鏡額が離会側に示した譲歩策であった。

国家法飢局について械、鈎年4月4固にその規程の改訂版が出された cr週
報]92年17号鈍5番1. 5月にはア・コテンコフ氏が国家法信局長官に任命され

cr通報'92年沼号12∞番)、その代理にエル・オレホフ氏、ア・スリワ氏、ア・

ゲォイヨフ氏が任命された (r週報'92年9号WI番、 K渇番、『法令集』鈎年2号

4図書)。

"年4月3日には、大が信融関評議会が設置された (r遇制"年16号醐齢。

これは重要問題を審議するために 2カ月に 1回以上関かれる協議機関であり、

大統領のプレーンをメンバーとしている。国務長官プルブリスを中心に、アル

.， トフ、ポゴ毛ロフ、プ三 γチ、ずォルコゴノフ、シメリーフ、サプチ.ツ

夕、ガプ'Jエル・ポポフ等の学者がその〆ンパ となってい.. 3月'1固に

は大統領府に情報分析ゼンタ が設置さ九 7・ラキトフ氏がその所長に任命

された cr通報』留年14号7お番 30号1飽8番)。さらに9月2日には、社会・経

済、叫学・技櫛、投資などの問題に闘するプログラム・提案などを審査するた

めに、大統傾側近のオ・ロボフ氏を議長とする専門家評績会なるものが設置さ

れている cr通報』留年鈴号2117番)093年2月には、大統領府大統領特別プロ

グラム分析セシターと大統傾府社会・経済政策分新センタ が設置され、それ

ぞれエヌ・マルイ γι フ氏とべ・フィリッポフ氏がその所長に任命された

cr還報'93年9号773-774番λ
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1991竿5月の憲法改Eによって大統領制が場入された際、ぞ ζでは大統領

が保安評議会の議長になると定められており、保安評儀会の股置が予定されて

いた。 92年'"5目、保安法が制定されたく『返報』鎗年15号干6"寄〉。それに

よれば、「保安」と肱、「内外の脅威か旬、個人・社会・匿家の死活的に2重要な

利副を守各ことであ率。保安評議会は、保安澗鍾について審議し、大統領に

提案を行う。保安評議会の会識は、 1カ月に 1回以上鯛催きれる。保安解議会

ほ、大鏡領を畿長とし、事務局長役として嘗記が任命され、常任メンパ とし

て副大統領、最高会議第一都議長、首相カ吻1わり、その他関係大臣等を非常任

のメ Yパ とすることができ志。保安評議会書帯己は、大統領によって任命され

るが、最高会識の承認が必要である。同年4月3回、大統領はユ・スヲ)コフ

氏を初斤ミの保安評議会禽唱己こ任命し"通報」鈍年15号769番、最高会践による

琢認は確認できない〉、 6月3日には「保安評議会規湿Jを承認して保安評議

会を組織した"通副担年U号1醐番、 13.番〉。その後の改Eで、最高会議

議長〈またはその委任に基づいて副議長)も保安評議会に多加することになっ

た(r:週刷路年2雪作番)。これは保安評議会の常任メンバーで&ったヱス・

フィラトフ最高会露揮一副議長が大統領寄りの姿勢をと qていたため、それに

反発した保守・中間派が、中咽旅のエル・ハズプラ トフ最高会議議長を保安

評議会に送り込んだものであ否。当時の厳しい費派闘争を反映している，

92年に怯、その他の多くの大統傾直調機閣が創殴きれてい否a 大統領付属

知的所有権事務研大統領付属エコロジ政策評議会、大統領付属政治渦犠牲

者復権委員会、大統領付属菌家技術委員会、大統領府連多融府週僧局等々であ

る。乙の中でその位置づけが不BJJi確なのは 92年12月25日に設置されたロシ

ア連邦情報センターであo.人民代議員大会・最高会議との対立のなかで、そ

れらの批判の矢面に立たされていたボルトラ ユン氏を、大統領は出版・情報

相から解任していたが、同氏のための新しいポストとしてこの>>タ は設置

された。それは大統領に直属し、その所長〈ボルトラーエン国は第ー副首相
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と同等とされている cr透報192辱52号314'ゆ番〉。ボルトラーニン民俗むしろ昇

進したわけであり、それは大会・最高会議に対する挑戦であった。ロシア連邦

情報センタ は、マスコミの分野の国家政策を調整し、マスメディ?をとおし

た正確で正しい情報の流布を保症する.連邦テレビ・ラジオ局「ロシアj、政

府のプレスセンタ を直接支配し、通信社イタル、テレビ ラジオ局の活動を

指噂す否。

このよう江大統領直属機闘の乱立のなかで、それらを墜備する試みも屯され

た。"年9月ω日の大統領令 crロシア追邦の大統領、政府、省および官停の

倉設した調盤諮問機関について」、『遭報』鈎隼"号2281番〉は、パラレリズ

ム〈併行定義)の克服や機能の明磁化を指示している。それによれば大統領に

付属して設置される委員会(コミッシア)・評議会(ソビエト〉は諮問機凋で

あり、大紗領のために諸問題の事前の審理や提獲の準備を行う。政府の設置す

る諮問機関は評陵会〈ソビエト)という名称をとり、その勧告は、必要な場合

は政府決定によって実施に移されるg 政府設置の調整機関は委員会(コミッシ

ア〉という名称をとり、問題の審理や提案¢筆備を行う〈逮常複数の省庁に跨

る問題を管轄とするl.また大統領顧関係自動尚に大統領評議会のメンパーと

なる.また一部の関盤・諮問機'01の改編がなされている σ通報』句年"号2鎚a
番〉。

(卸第3期(1993年) エリツイン・クーデターへ

93年2月22日「大統領活動保証システムの盤備についてJの大統領令が公

布された cr桧令集193年9号官指番)。この大統領令により、大統領機構のか怒

り大きな改編がすよされ、関係する 8つの視程が承認された。それによれば、基

本的な変更点は次の湿りである。

まず新設されたのは、待政長官評議会、大筑傾向長宮付属の統制・監督解議

会である。従来から存在した大統傾晴は、これまでその構造、職濁などを定め
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た法令がなかったが、ここで初めてその規穫が繰択さ九またその内航に、後

述のような新しい糧事局が設けられた。酷止された機闘としては、大統領府内部

の国務長官官房、大統領府情報分析センター、大統額府実務情報局、大統領顧

問機構などがある。大統領付属の諮問欄関としての大統領諮問評議会は、大競

領評議会に改組された。大統鏡府付属専門家評議会や大統領国家法制札司が整備

され、その他一部機構の改編がなされた。

大統領府規程の内容健次のようである。大統領府は、大統領の活動と憲法上

の権限の実現を保証す芯ために設置される実務機構であるロ具体的には、大統

領、政府、保安官平儀会、大統領付属の諮問・協議機関の活動を組織的に保証し、

立法・執行諸機関との相互協力を保証する。総合政策戦略に関する提案・勧告・

予調分析資料を噂憎し、大統領による立法活動の実現に闘する提案を作戒し、

大統領、政府、保安評議会、大統領付属の諮問・協議機県L大統領府の郎曜の

活動を、情報提供と法的側面から保証する.ζ こでは、保安評議会が、大統領、

政府、議会かち独立した機関として位置づけられていることが興味深い。

大統領府を構成するのは次のものでおる.crわた統領府長官とその代理、②大

統領首席補佐官と補佐官局、③大統領官房、④大統領報道官、⑤大統領耐"録

局、⑥副大統領書記局、⑦保安評離会機構、⑧大統領府長官とその代理の書記

局、@抽方、大統領代表との関係、最高会議との関係に関する局、⑪続集局、

⑪園家法自陣局、⑫大統領付属および大説領府長官付属の諮問・協議機関のメン

バ および共司メンパー、⑬総合政策分析センター、⑬社会・経済政策分析セ

ン夕 、⑮大統領特別綱領分析~ンター、⑩亘籍問題部、⑪特赦問題郎、⑮園

家褒賞部、⑬政治的犠牲者復権問題部、@人事局 ⑫事務処理局、@組織部、

@大統領付購専門家評議会実務機構、@嗣欄傾計画ヒ・実現島⑧中失社会・

業務局、⑧効率的情報センター、⑫情報資額局、⑧『法擁文献J出版所、@図

書館、@大統領古文書館、品市民投書・応後部.

大統領府長官は、大統領令によ勺て任命・解任され、大統領の直接の指導下
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で活動する.大競領府長官は、大統領府の全部局の相互]関係を関撃し、部局の

機迭を承認し、その勤務員を任命・解任する。大統領のために内外政策の基本

問題についての提案の噂備を保証する等々の活動を行う。大統領は、大統領府

長官の提案に2基づいて3人の大統領晴長官代理を任命する。大統領府長官代理

は、分担して大統領府部局の指導を行う。大説領首席補佐官、大誠朝補佐官局、

大統領官房、大統領府記録局、大統領報道官は大統領直轄である。

大統領国家法自民局は、局長、局長代盤、コンサルタントの他内 6つの郁から

構成されることになった〈般部、国家法・行政法・国際法郎、民法・経済法

令部立法体系化・法情報化部、保安・因坊 法維持機関問題法的保証樹、司

法改箪・訴訟部、連邦耐'1'"・地方自治・連邦代表機関との相互協力法的諸問題

館)。

"年2月の大統領府の機悔改革に関連して、次のような大統領府の人事が

行われた。 関空手目、初代の大説傾府長官であったペトロフ氏が解任され、

エス・フィラトァ民が後任に任命された σ法令制'"年4号掴番、'"番〉ロ後

者はそれまで最高会議第ー都議長であうたが、大統領と激し〈対立していた量

高会識の中にあって、大統領支持の姿勢を示していた。 2月には、ヴ孟・ヴs

ルコフ氏と7・ヴォイコフ氏が大統領府副長官に任命された cr法令集リ'"年e
号503番、 518番)0 6月羽田には、先のメ議充傍初年混種の 部が改正され、 3人

の大横領府面長官の内の 1人を第 E幅官とすることになり、や依り最高会議

の代議員であったエス・クラサフチ品ンコ氏が、 ζ のポストに伝命された

(r法令集』錨年25号2幻8香)， 93年3月、ヴι ・チェルノフ氏が大統領府組織部

長に cr法令集J93年l'号1醐番入ゲ・ヴェレテンユコフ氏が、大統領時也域・

大統領代表・最高会議対策局長に任命された (r法令集J関年13号1126番)。同

4月に体、エフ モルシみヨフ氏が大統領府中央社会・業務局長に任命された

(r法令幾』偲年14号[204番)， 5月には「大統領暗中央社会・業務局規程」が篠

択されている(大統領処分、「法令集，"1年20号1821番〉。この中央祉会・業務
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局は、大統領府書摘員の物的・社会的サ ピスを実現することを課題としてい

る。 6月には、憲法学者のユ・パトゥーリン氏が、大統領補佐官に任命された

σ法令担""年""号2173番)。

大統領府でも、組織の改編と新人事がなされた。大統領府首席園家検査官兼

統制局長というポストが駐止され、そのポストに就いていたユ・パルドゥイリ a

フ氏が解任された σ諮令集J9S年10号827香)。それに代，n雪て"年3月、ア・

イリユシ ι ンコ氏が大統領暗統告局長に任命され(r法令銭.J9均年12号10也番)、

さらにその後、統制札句第扇帽長1人と副局長4人が任命された。 93年4月

初日に肱、大統領府続縦局規程と大統領府長官付属統制監督評議会規程が公

布された σ法令集J93年18号15"著書)。前者の大統領府統制局規程によれば、

その任務は、大統領の統制権限を実現」連邦の省FTと遁・州等ぐ連邦機成主

体から共和国を除いたもの)の執行権力機関の活動を統制するζ とにあ否.大

統電郊荷ほ、市民・企業等の訴願も受け付け、執行権力横関・企業等およびその

役職者に必要な書類・資料の提出を求め、説明を要求し、それらの検査を行弘

検査の結ゑ違反が.，.ことが明らかになった場合は、それを除去するよう連

邦省庁の長、州等の行政長官に命じる.

旧ソ連においても、『統制J• r監督』機能が重要な国家機能となっていた

ことを、筆者は織り返し指摘してきた G丘代国家の立法・行政・司楼の主権分

立に対して、ソ逮では指令・実行・統制の三機能分業が行われていた)が、社

会主義崩犠後、新たな強力な醐機測がまたもや倉曲されたのである。それ砿

検察官¢一般監督と重なる部分もあるが、対象は連邦と州等の執行権力機関に

限定され、行政監管を任務とする。また違反の除去を義務づける命令を発する

ことができる点で、検夢監管より強力である(検事監督は、問題提起田異緯申

立・勧告権を中心とし、直接の命令権は伝い).

もう一つの統制・監督解議会の方は、より高い立場から、続制活動@基本方

針を審議する協議・諮問醐闘であり、大総領府長官を議長とし、大統銃府副長
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官(統制周極当〉、政府官房長官、大統領府統制局長、大統領国家法制局長、

国防省保安省内務省・司法省等の第一次官などをメンパーとする。屋よ屋

を架すような統制機関の繁栄ぷりであるa

93年前半に陰、保安評議会書配の交替も行われた。"年12月の第 7回人民

代議員大会では、首相の適任に際して、大会はスヨーコプ氏を第順位で推し

たが、エリツィシ大統領は、第2位のチヱルノムイルジン氏を任命したB その

しこりからか、飽年6月、スコーヨフ氏は保安評議会書記を解任され(f法令

集Ja年ro号17<防署〉、同年6月、イェ シヤボνニコフ氏 (91竿のク デター

未遂事件後ソ連邦国防相を務めた〉がその後任に任命された(f法令集J9a年"

号""'番)。同じ 6月、対犯罪・腐敗闘争保安評議会官庁問委員会が設置され、

その規程が採択された"法令集J93年初号"19番)。 ζれは内相・国防相等の

主要閣僚や、大統領府の関係局長、議会の関係委員会の委員長をメ Jパーとし

た大きな委員会であるが、ルツコイ副大統領の不正事件なるもの匂音果的には

無実とされた)の追及など、政治闘に利用されたふ

'41 第4鰐(9凶年8月-95年12月)-1993隼憲法の成立

1993年9月21目、大統領怯最高会議を廃止し、新憲法の制定まで大統領に

よる直轄統治体制を敷いた。周年12月12自の人民銀察により、新憲法が制定

さ札同じ日の議会選挙によって、新しいよ下両院からなる新議会が成立した。

その後1鈎5竿12月の議会の任期切れと下院の選挙までの 2年聞は、ロシアの

立家主義が初歩的なかたちで成立をみた。翌96年に入ると、 5月の大統領選

挙に向けて政局は動き出す。そこでここでは、 93年9月から、 96年12月まで

の大統領機構の動きを笠理することにする。

まず9月21百のヱ <Jツイン・クーデターから 12月12日の憲法成立までの動

きt弘 次mょうである。 9月18目、ヱリツイン・ク デターに先~勺て大統

領は、保安評議会書官のシヤボシニコフ氏を解任し、第冨首相であった腹心
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のロポフ氏を後任に鋸えた"法令集』弱年"号00.番、 3関8番)。これはエリツィ

シ・クーデターに備えた布調でおったろう.保安評議会書記の人事は最高会館

の承認W必要であったが、最高会議は承認しないまま、自らが廃止された。 10

月20日には、 11人の保安評議会メンパ が任命されている"法令集』鏑隼43

号4偲8番0)0 9月26目には、大統領付属立法提案委員会が設置され (r法令集』

93年4D号幻37番〉、その後その規程が承認された σ法令集]92年43号.000番〉。

この委員会は、島止された最高会織の代銭員に活動の場を与える意味もも勺て

おり、委員長に任命された阻最高会議立法委員長のエム ミチ品コ フ氏や、

ステパー γン且ポチノック氏など、エリツイン寄りの立場に立うていた中闘

派議員が参加した.後らの多〈は、その後、ガイダル氏の「ロシアの選択』グ

ループに結集した.

9月初日には、大統領付属人権委員会も設置され cr法令集J9同年40号3738

番)、その後その規程が採択された σ法令集J93年45号4冶25番)。この委員

会は、社会主義時代以来の人権活動家エス・コワリヲフ氏を委員長とし、法学

者7レクセ エフ氏、サハロフ夫人のポンネル女史、社会主義時代以来の人権

派弁護士ゾロトゥ ヒン氏、イズペスチャ紙編集長ゴレムピオフスキー氏など

がそのメンパーとなっている。この委員会は人権擁護のためにさまざまの活動

を行つが、国家機関・役畑者に4要な資料を請求し、説明を求め、国家施設の

活動を調査する等の権限を有しており、宮家機閣の役職者はこれらの要求に応

じる義務がある。人権委員会は、訴えの審理の結果、また調査の緒果、意見奮

をまとめ、人権侵害を発見したときは、関路端閣に意見書を送付して、必要な

勧告を行うe愈見書を受け取った役職者は、 15日以内に勧告を審理し、採用

した決定について委員会に通知し、勧管に不同意の場合はその理由を示さなけ

ればならないB

"年11月には、大液傾付属「女性・家族人口問題委員会」が設置され、

その娘曜が承認された。ラホワ女史がその委員長に任命された cr法令縛J93年
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47号4524審)。同じ11月、犬揖領府中央社会・業濁局を改組して大統領事務局

が倉時愛され、大統領事務局規穫が承認された('訟令制'"年47号""番〉。事

務局長には、ぺ・ボロジン氏が任命された。

次に、鈴年12月12日の新種法告定から95年末 '90年の憲法帝曜の人民役裏

と同時に遷移が行われた第51"会の任期が終了し、下院の新選挙が行われた)

までの大統領府の動向は、次のようであ忍。

大統叡府長官は、ごの閑フィヲトフ氏が溺めた。大統領顧問の人事ば次のよ

うに能移した。

90年[2月、井茂充傍弱訓閣のスタンケーヴッチ、プルコフ、グランペルク、ド今

ネプロフの各氏が解任された('法令集J92年51号4斜4番、--伺68番〉。続い

て大統領顧問のラホワ女史、ヴォルコゴーノフ氏も、下院議員に選出されたた

め、解任された，r法令集194年2号飽番、 4号321番)。それに代わーて例年の

1-2月、法学者ユ パトゥ リン氏(畏族安全問題〉と、政治学者ゲ・サタ

ロフ氏が、大統領顧問に任命された cr法令制例年2号93番、 7号513番〉。そ

の後94年6月にペ クズック氏(対外軍事技術協劫ι官醤担当)、周年11月にア・

リフシッツ氏が大統領顧問に任命された，r法令集j例年10号1147君、 29号3017

番)095年2月には法学者エム・クラスノフ氏、同年4月にエヌ・エゴロフ氏

が、大統領顧問に任命された cr法令集195年7号526番、"号M綱審)095年3

月10:1;1:、大統領報道官のコスチコフ氏が解任さ札テレビ・キャスターのエス・

メドページェフ氏が後佳に任命された (r法令集J95年12号1阻害、 1醐番)。周

年6月には、大統領報道官の下に大統領報道局が設置され その鰻程が示認さ

れ、その後報岨局長にイ・イグナチ孟フ氏が任命された cr法令集J95隼 21号

1955番、 30号29泥沼番〉。

大統領府内で重要な地位を占めている国家法制局については、次のような展

開がみられた。新'法リ戚立直後の鉛年12月16目、 7・2テンヲフ国家法制局

長が解任され、同16目にエル・オレロフ氏が後任に任命された(，法令集』鈴
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年51号伺45番 4闘 4番〉。スリワ氏が阿副長官を解任され σ法令集』舗隼2号134

番〉、新園長官としてア・オレフィレンコ氏(遠邦制度・地方自治・対連邦代

表機関栢E協力問題部長、その後私接部長)、ァ・マスロプ氏(国家法・行政

法・回療法部長)、エリ・プルイチェワ氏(対遥邦機会両院相互協力保駈部長)

が任命された σ法令集」例年7号~6書、例年11号""番、何年 19号1752 香、 17腿

番).

1994年12月には、体傷転捗1旬の91年のそれに代わって新しい大統領国家法

制局規濯が採択された(，法令集J94年32号3337番)。旧規程と比べて根本的変

化があ畠わけで怯ないが大統領府・政滑などに対する法的情報・照会サ ピ

スの握供活動、法制局の活動の保証に関す名規定を始め、より体系Jじされた内

容となっている。またロシア科学アカデミー画家・法研究所に、犬訓鎮の法放

策の分析センターとしての機籍〈法政策の塞本方針の形成・実現に関する提車

ロシア連邦・外国の法政策の個々の問題についての資料の分析、法案の作成

法案の分析等)を軍事すことになった。

園家法制局と並ぷ重要機関である犬統領醐帽についてはどうか。 93年 12

月に、イ・ルイパコフ氏が大競傾統信局劃局長に任命された σ法令集』例年9

号子00番〉。例年2月には、イ 'Jユジι ンヲ統刷局長が解任されたが、これは同

氏が検事総長に予定されていたからである cr法令制 93年51号4閉君臨 実際に

は人事権を有するよJ院が同氏の検事総長任命を拒否したため、穴統領は同氏を

倹事総長「代行jに任命し見。 94年 8月には、ザェ・オチロフ氏が統制局副

局長に任命された"法令集'94年15号1冗7番)095年 1月には、ずz ・ザイツェ

フ氏/)j大統領閣制局長に任命事れ、ルイパコフ氏は続車局第刷局長に昇格し、

h ・ポレパノフ氏が副局長に任命された cr法令集』鈴年5号404番、 411番、

413番〉。

印鮒稿「ロシア立軍主義への歩み」 σ神戸法学年報』第11号、 1005年〉お買-34頁
参照。
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95年4月には、「大統領府税制局」は「大統領統制局」に改起きオ、「ロシ

ア連邦大統領統制局規程Jが採択された"法令制 94年5号制番)。以前は銃

自断層は大統領府長官の抱街下にあうたが、改定により、大統傾府の一部周であ

りながら、大統領に直属する己とになる。統制局の指導部は、局長、第一副局

長、 s人の雇帽長によ勺て織成されるe全体として統制局の機能が拡大され、

例えば、その機能の中に、市民・企業・施設 団体の訴扇の審理も追加された。

続湖周は、大統領令などの執行状況を監督し、問題点を指備するのであるが、

95年の場合、大統領宛に伺件、大統領府宛にげ4件、政府発問件、省庁宛376

件、州・遂行政長官宛114凡検事総長宛21件の問題提起を行っている (RV

96年 1用組日〉。

保安評議合苛係では、例年1月に、科学的観点から保安問題を審議すあた

めに、保安評議会調属科学評議会が設檀された('法令集J鈍隼6号必S番)095 

年には、司法相ヴ五・コワ';'ヲ、内栢タリコヲ、原子力省ド、イロヲが、連

邦保安局長官パルスコフが、保安評議会メンバーに加えられた@町内相イ品ー

リン、前連邦保安局長官ステパ シシを隙外。 t法令集"5年18号1652番、"番

鉛44番、 32番3296番〉。

1鈎S年12月の新憲法制定と議会遍挙の後、大銃領付属情報鉛争裁半院が陵

置された σ法令第J例年2号"番〉。その前身機閣は、 9陥年の選者戦@最中に

設置された申立情報裁判開であ勺た.ζの中立情報裁判所が、かなり有益な役

割を果たしたことについては即捕で紹介したことがあ2.その成果を継承する

ために、情報紛争裁判院が設置されたのである。それが大議領の付属機関とさ

れているのは、憲法によって大統領が「人および市民の権利および自由の保証

人」と規定されている〈第80条第2項)ことによる。ぺレストロイカ以後の

急岨な言論の自由化のなかで、言論をめぐる紛争が数増していた(名誉製損事

開l拙街 rl拘 4年ロシア新議会の成立(下)Jσ神戸法学雑訟J第44巻第1号、 199峰用

招 頁-5路頁拳照ら
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件やポルノグラフ 4 なと〉が、それに迅速に対処することが必要となってい

た。情報紛争裁判院i弘 通常裁判所とは別系列の機関であり、基本的には勧告

機惜しかない。ソピエト・ロシアに伝品約な「統制・舷奮」樹関のーっとみる

こともできる。説長のア・ヴ品ンゲーロフ氏を含め、 7人の裁判員が任命され

ている。イズベスチャ紙上で、進歩的な立暢から法衛問題の報道を行勺ていた

ジャーナリストのフ z オフア ノフ氏も、そのメンパ に含まれている。

その他の大統領(府)付属機関の展開怯、次のようである。例年 1月には、

大統領付属迫邦法的情報委員会が新設され、その規程が承認された(，法令集』

94年8管3凶番λ 同じ 1月には、ヴォルヨゴ ノフ氏が、大統領付属失聴者追

跡委員会費員長に、ラホワ女史が大銑領付属女性・家族・人口問題草委員会委員

長に任命された cr法令集』鎚年5号m番、幻2番)。大統領は、最高裁刷所およ

び費量高仲裁裁戦訴の判事の候補者を上焼に鰻案し、その他の裁判官を任命する

が、その候補者を事荷に審理するための人事政策評議会も設置された('法令

集JO'年7号宙7番)。

例年2月、大統関守層専門法評議会が股置された cr法令剖..年9号明者λ

これは93年9月のエリツイン・クーデターの後に設置された大統領付属立案

委員会に代わるものである。立案委員会は、既止された旧議会の有力者でエリ

ツイン支持に圃った者をメンバーとして設置されたが、その多〈は回年12，Ej 

の選挙で当選し、識員になっていた。そこでこの新組織が設置されたのである。

その共同議長には、国家法制局長のオレホフ氏と弁護士のア・ペルズコフ廷が

任命されたa

例年2月には、世論を大統領の政策に反映させるために、大統領付属社会

院が殴置された cr法令集J94年8号592番〉。フランスの経済・社会会践に範を

(制その活動は一部紹介したことがある。拙稿「大統領付属情報紛争裁判肢の活動」
σ社会主義法のうごきJ72号、 1鈎4年).頁-7買、「ポスト社会主義祉会における
人権篠念の受容何)J(r神戸法学雑誌』第47巻第2号 1997年〉描頁多照。
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とったものだといわれるが、 93年の憲法草案を審議した憲法協議会の社会院

のアイデ?を受け継いだものでもあ令た。ここには2旬以下の社会団体の代表

が参加し、重要な政策に関して大統領に勧告を行う。この社会院の共同瞳長に

は、憲法学者で制学アカデミ戸国家・法研究所所長のエヌ・トポールユン氏と

サンクト・ペテルプルク市長サプテャ γ ク氏が任命された(，法令集J94年8号

6M番、臨番)0例年2月に活動を開始し、「社会的合意契約」の締結を目指し

たが、結局自然自滅している (R94竿2月舘目、 '94年4月@目、 N94年6月2113，

7月18)。

同年3.には、大統領府情報保証局が般置され、その規程が承認された

cr法令集』斜年10号71マ番)。これは園家の政策について市民に情報の提供会保

証す各ための機関である。また大統領府事務局規程も承認されている"法令

集』例年10号，2<番)0憲法によって、大統領は甑絡の後与離脱の翠認を行う

権限を有するが、その事務犯忍のため大統領荊国籍問題局が存在し その規程

が承題された"法令象J94年12号8四番)0大統領府致党・社会団体相互協力部

が設置され、その規程が承認された"法令集J94年13号9.蓄)。大統領古文書

館規程も憲恕された"法令集J94年13号1019番〉。

94年4月には、大統領付属町門分析評議会、大統領付属分析センタ←〈セ

シター長は経済学者イェ・ヤーシン氏〉、大統領府分析作業情報田技術センタ

が設置され、前二者についての規程がそれぞれ承認された"法令集』例年15号

me番)。大就領府分析センタ 俗、大統領府大統領プログラムセンターに改

組され、その規程が承認されたぐ『法令集J94年15骨1177番〉。大統領専門家グ

ループについての新規程も意恕された"法令集』例年16号1272香)。それに先

立ってァ・りフシッツ氏が、この専門家グループ畏に任命されていた"法令

集』例年初号8~番)， 5月には大統領付属社会政策評絡会が設置され、その規

程が承認された。その鎗長には7 ・パムフィロワ女史が任命されたげ法令制

例年4号泌4番)，大統領府連邦議会代議員相互協力部が殴置され、その視程が
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承認された。岡部長にiまずェ・ロギノフ氏が任命された('法令築J94年5号'"

番). 6月には、文書・資料の作成・整理のために大統額府実務部が設置され

た cr法令集』例年9号B話番). 7月には、再生してきたコサック問題に対処す

るために、大統領付属コサック問問解鎗会が設置され、民族問題 地域政策相

のエヌ・エゴロフ氏が議長に任命された cr接令集』例年(0号1118番〉。

大統領帽の機布陣の肥大化のなかで、それらの盤理・統合も図られた。"年

lC月には大統領府情報保征厨と大統領府実務情報センターを統合して、大統

領府情報局が殴置され、翌'"隼1月その鍵程が採択された。その後エス・ノ

ゾベヲツ氏が、大統領府情報局長に任命された σ法令集J94保31号鉛51番、何

年8号396喬、"号，2<'番J."年lC月に怯、大統領嗣分析作業情報・技術セン

タ が、大統領付属分析センタ に統合された cr法令集J94年31号3257番〉。

阿センター長には、エム ウルノフ氏が任命された(陪令割 g梓'"号凱鑓番)。

しかし朝令暮改ぷりは甚だしく、 95年4月には同センターは大統領分析周に

改組され、新規震が承認された。周年5月にはウルノフ氏が改めて分析局長に

任命された σ法令集HS年17号1513番、初号'"治番)0

'"年8月には、"年1月の『連邦執行権力機関の構造について』の大統領

令が一部改正され、その他の連邦執行権力晴闘のリストに大統領事務局が追加

されたa また大統領事務局規程が承認された cr法令集』何年31号3288番)。そ

の他'"年2月には、大統領付属国家褒賞委員会規程が常認されている('法令

集J95年7号5"番)。

(61 第511l(1凶6年)ー大統領選第

，，11，¥年c2月には下院の新選挙が実施され、翌96年 1月共産党を第一党とす

る新下院が発足した。以後 96年10月までの大抵緩機関の展開は以下のようで

ある。

95年7月、「ロシア逮邦大統鮫府についてjの大統領令が公布され、新しい
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大統領府."霊(それまでの大統領府規程払 199B年憲法以前に制定されたも

のであうた)の作成を大統領府長官に命じている"法令集J弱年31号初'"番〉。

この大統領令によれば、「大統領の活動を保証するJ諸機関だザでなく、「大統

領が直接指導する」諸機関も、大統領府の構成に加えられることになった。こ

のこと位、従来大統領府に所属していなか勺た大統領補佐官グル テも大統領

府の所属とす4ることによって、大統領府の機構を 元化することを意味した固

また大統領保安部も大統領府の構成部分に含めた.ζの大統領令に基づく新し

い大統領府規程ほ、9G年1月に承認された"法令制 96年6号5Si番〉。

96年1月の大統領府規程によれば、新しい大統領府の機構は次の通りであ

る。広穫の大統領晴は、大統領府長官の指輝下に置かれる節分、首席補佐官の

指憶下に入る部分、「その他」の3つの部分に分けられ各。首席補佐官の下に

は、大統領官需佐官部(補佐官)、大統領報道部〈報道官〉、大統領記録局〈記録

局長)、大説領官房(官房長〉が置かれる.rその配に臥保安評議会(暫乱

大統領保安郎晦〉、大統傾中央特別綱領周〈局長〉がある。大統領府畏官の

下には、第ー副長雪 1人と 6人の百長官が置かれる。 6人の大智調府面長官弘、

それぞれ6つの中央聞の長となる。 6つの申央局とは、大統瀬ヰ喚国家設備帽

大統気中央統制局、大統領中央国家内外政策問題周、大統領中央国務・人事問

題問、大統澗中央綱領分析局、『市民の権利の憲法上の保障問題に関する大統

領中央局jであ否。その他大統領府長官の下には、大統領全権代表、大統領府

図書館、大統領府事務局、大統領日府組織部、大統領府機密事務部、大統領古文

嘗館、大統領府書記局が置かれる。

この新しい大統領府規穫によって、大統怒間内の劉局数は43から"へ、大

統領の任命す.ポストの散は80から鉛へ楢補され、大焼鎖府の人員は国O人

青視されて約10∞人となった (R96年2月1目)。また人員161人からなる大統

領夢務局が設置された沿えとれも大統領に対して一定の影智力を行使す高機関

となる (RV9(;年5Ji 238)。さて新しい大統鍍府規程の下で、大統領府の人事
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は次のように進んだ.

まず大統領府長官の人事から。 96年6月には大統領選挙が予定されていた

が、それに向けて体制を整えるために、"年 1月フィラトフ氏に代わ q てエ

ヌ・ヱゴロフ氏(前大統領補佐官)が大統領府長官に任命された('法令蟻'96

年3号'"番 17出番〉。次いで大統領府副長官として、ず孟・ヴィクトロフ氏

(大続傾中央内外政策問題局長)、ヴ&・アンチッポ7氏(大統領中央国務・人

事局長)が任命された σ法令集』関年6号5<，番 8号759審)， 96年5月には、

大統領報道部規程が承認された σ法令集』初年19号2蜘番)。

改草派のフィラトフ氏の更迭は、前年末の下院選挙における共産党の属医鍾を

考慮に入れ、下院対策のためにも、大統領がやや保守派寄りにスタンスを変え

たものと解された。既述のように、当時は未だ大統領府の機構は一元化されて

おらず、大統領府(フィラトフ長官〉と補佐官グル プ(イリ z シン首席補

佐官)が、それぞれ号系列で大統領の職務を補佐していた。先の人事は、両考

の対立の中でイリュ シン首席補佐官の勝利を窓激すると評価された。またコ

ルジャコフ大統領警捜局長の勝利とする見方もあった。コルジャコヲ氏は、国

を支配しているのはエリツイン大統領でもチェルノムイルクン首相でもなく、

彼だといわれる隠どの隠然たるカをもーでいた。またこの人事は、同年e月の

大統領選診を臨んだものでも必り、大統領府を抵対本部化するものだとも解さ

れた。いずれにしろ、同時期のチ墨パイス第副首相の更迭をも含め、改革派

怯後退し、会ロシア大統領選挙窓都の本部長に任命されたソスコヴェッツ第

副首相、イリューシン、コルジャコフ、エゴロフという実権樹慣が姐進した (K

961月16日、前9<年1月16日、 2月4日、 Z96年Hl16日、例年12月沼田)。

法制局については、次のような展開があヲた。鉛年1月、ェリ・オレホヲ

氏が中央国家法制局長に任命された σ法令集』舗年6号5<7番)。周年3月には

新しい中央国家法制局規程が承認されたが、法制局長が大統領府画幅官を兼ね

あことになったことを除げば、 l日規程と比べて大きな違いはない。そしてオレ
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ホフ局長が、大統鰐珊副長官にも任命された(，法令集J9暗年11号""0番)096 

年8月には、大統領中央統構局規程が君認され、やはり統制局長が大統領耐副

長官を兼任することになうている(，法令銀J9B年12号l価6番〉。

その他、既述の前年1月の大統領府規程によって新設された4つの中央局

の鍵程(大統領中央綱領分析局頬濯、大統領中央国家内外政策問題局規程、

「市民の軒抑憲法上の僻障問題に関する大統領中央周J規程、大統領中失国

務・人事問題局規程)が採択されてい各"士会令集J96年11号10"番、 1029番、

羽"番、 [032番)。大統領府組織部は、大統領府組織局に裕上げされた(，治令

集』船字路号1301番)096年3月、連邦議会両院大統領金権代表規程が採択さ

れた(，法令集J96年11号1034番)。議会における大統領金権代表は、大統領提

出の法案を蟻会に提唱したり、大統領の法律への署名拒否の理由嘗を融会に鍵

出したりす'0議会における大統領会福代表は、大統領府副長官を兼任する.

4月には、大統領保安部組程が承認された cr法令集J96年17号1965番)0大統

領保安部は、大統領とその家族の安全を保護することを任務とする。

包お9泌年1丹、大統領付属人権安員会委員長代市のエス・コワリー 7氏が

解任されたく『法令集J9'年5号4'"寄)。チ孟チ品シ軍事介入でエリツイン大統

領を批判し続けていたためである.この時期 コワリョ 7氏も所属していた急

造"'''球 (rロνァの民主的選択」派)のzりツイン離れが進んでいるa関年

5月に俗、大統傍泊析局長のエム・ウルノフ氏が解任された cr法令集JOO隼20

号勾凶9番)。

"年憲法によ勺て、保安評議会は議会から分隠された。保安静議会の構成

員は、次のようK変わった。まず1月、シャフライEえがメンパーをはずされた

('法令集]96年 4 号~，番). 2月には、ァ・コ ズィレフ氏、ィ・ルイプキシ

氏λ グ£・シ品メイコ民が、メンバ から除外された cr法令集j弱年8号7招

番-754番)0ζれらは大臣・両院議長を辞任した結果である。代わってヴェ・

トルプニコフ対外隊報局長が、メンバーに加えられた cr法令集J00年4号7碕
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番1.

"年1月に新しい大統領府規濯が承認されたばかりであるが、両年7月に

エリツイン氏が大統領に腎虚寄れ、それに対応して大統領府の機構改革が行わ

れた。つまり、"年7月25自に、「ロシア連邦大統領府の祷造の整備に関する

措置についてJの大統領令が公布され ー覗隠の機構改草を行ろと岡崎に、大統

領府長官に対して、新しい大統領府規程の草案を作成するよう命じている

('接令制 96日 1号醐e軒。新大統領府規程は、後述のように、 96年10月、

大紗領によって承認されることになる。この"年10月の大統領府規程の内容

についてはどk項で紹介するが、先の大統領令(96年 7月お B)による捜構改

革の内容は、次のようである.

まず大統銃府第 副長官は、これまでは 1人に阪られていたが、複数置くこ

とができるようになった。大統領中央国家内外政策問題局、大統領中央国務・

人事問題局、大統領中央綱領分析局「市民の権利の憲法上の保障問題に関す

る大統領申央局』という新設されたばかりの4つの申央局は、廃ムとされた。大

統領首席補佐官のポストも廃止された。

乙の7月25日の大統領令に基づいて、大統領府組織の改編がなされた。 8

月に怯、大統領府明郎に、大統領付属国籍問題委員会活動保証郎、犬統領付属

文学・芸術分野国家賞委員会活動保証部が世置され、それぞれの線程と、さら

に大統恒明大散問題周漫曜が矛思された(，法令集J96~手 34号 4073番〉。大統領

地織局、大統領府人事局が設置され、それぞれの規種が承認された('法令割

弱年3岬 4072番、 4075番〉。また大統領「政弘社会団体、連邦議会会派・代議

員相互協力諸簡単調Jが設置された cr法令集J96年"号41)74番). 9月には、

大統領世輪関係局の股置が決定された('法令剥舗制8号4413看1. 8月には

新局長人事がなされ エズ・サモイロフ大統領地域局長、ヴェ・ロマノフ大統

領府人事局長、ア・ロギノフ「政党、社会団体、連邦議会会派・代践員相宣協

力諸問題厨J長が任命された(，法令集J96年34号4117番-4119番).
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"牢7月、ヱプロ 7氏は大統領府長官を解任され、周年1"に第 副首相

を解任されたばかりのチュパイス氏が、大統領府長官として政楢中枢に復帰し

た σ法令集J9S年29号3487呑 34鉛番)0大統領府第副長官は、エス・クラサ

アチェンコ氏が解佳され ア・カザコフ氏(前副首相諸国有財産園家管理委員

長〉が後任として任命された cr法令集J96寧s3号S錦3書、 30号槌16署〉。周年 8

月、さらに大規領府直長官として、エム..イコ氏、イぷ・サヴ才スチヤノフ

氏、ア クドリン氏〈大統領事央統制帽長〉、ヴ.・セメンチ晶 Yコ氏(大統

領官房長)が新たに任命された cr法令集』弱年"号3910番-3912番、 34号4101

著書〉。他方でず晶・ヴ才ルコフ氏、ずz ・ずィクトロフ氏は、副長官を解任さ

れている cr法令集J96年34号410盟、 36号4222奮)。

大統領補佐官等の人事俗、次のようであった."年の大統領選に絡んで、

民族・保安問題補佐官であったバトゥーリン氏以、補佐富に留りつつ、民族・

保安閑遍担当を離れた(レ ベッジ氏の保安解隆会書記任命に開園。 T法令鍵j

96年"号3醐番)。大統領再選後の新政府の組閣に関連して、長〈大統領首席

補佐官を務めたゲa イリ昌一シシ氏が辞酸した(第一E惜網に撹色既述の

ように首席補佐官のポストは廃止。『法令制 96隼錨号4161番〉。また副首相兼

財政相として入閣したりフシッツ氏も、大統領補佐官を辞任した cr法令集J90

隼"号4102番〉。その後エス・イグナチェフ氏が槍佐「官に任命されている cr法
令集J96年"号4422番)が、翌年単くも解任きれている cr法令集』釘年14号1020

番〉。大統領報遭官怯、メドペ ジ£プ氏に代わってヤストルジェムスキー氏

が任命された σ法令集J961手34号4106番、 4107書).大統傾顧問としては、クラ

サフチェンコ氏、ヴォルコフ氏、ずa ユマグ&フ氏〈後の大統領府長官〉、

孟田パイン氏が任命されている (r溢令集J96年"号掬回替、 34号制ω番、 410a

書、 39号~~番〉。憲法裁事所における大統領金権代表はシャフライ氏、下院・

上肢における間代表は、それぞれコチ&ンコフ氏、スリワ氏が務めた。

脱，.. 昔前後するが、"年6月の大統領選挙に関連して、保安解餓会書記の
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交替が行われた。 6月[，日の選挙では過半数の得家者がおらず、 7月3自決

選捜索が行われることになった。そこで、第 l@hll挙で3位につげたレーペッ

ジ候補に投じられた累の行方が注目を集めた。エリツイン氏は、 ν ペヲジ氏

を自陣営に引き入れるために、 6月18目、腹心のロポフ保安評議会書記を解

任し、レ ペッジ氏を後任に据えた cr法令集』鎚年26号K鎚番、 3081番、 N!l6

2手6月22日、 7JH2目、 Z95年6月羽田)。国訪紺を解任されたグラチョフ氏は、

メンパーをはずされた σ法令集J96年26号3102番)。

7月お目、「ロシア連邦国防評組会」についての大統領令が公布され、大統

領補佐宮のパトゥーリン氏が、園防評議金書記に任命された cr法令集J96年81

引醐番〉。同時に匡帰評自民会規穫が承認されいてる。エりツイン大嫌領は、

レーベッジ氏を自りの後継者とみ芯しているζ とを暗示するかのような発言を

行いながらも、同氏の権力強化を遊げるために、保安評議会とは別にこo園防

評議会な.ものを設置し、前者の機能の一部を後者に移したのである (N96年

7月初日、 7月m目、 K96年7月21日〉。同年10月初め、国防評鑑会の最初の会

識が聞かれたが、メンパのレーペッジ氏は欠席した (K96年10月5回)，こ

の間レ ペッジ氏は、 94年12月の軍曹介入以来泥沼化していたチ晶チ孟ン戦

争を停峨にもち乙んだ。しかし、周年10月11日には、結局保安評議会書記を

解任されている。大統領に再選されたことにようて、エリツイン民にとってレ

ペッジ氏の利岡価値iまなくなったからだと一般に解されている均九実際ごはレー

ペγ"氏俗政晴幹部と次々にトラプルを起こし、自ら飛び出していった懸が強

い。野にある方が、次期大統領候補として有剰という判断があったと恩われる。

あるいはチ zチェンにおける停戦という輝かしL、成果を収めた時点で手封lき、

その後の汚れ役を回虚したようにもみえる。

96年7月15日のチ A パイス氏の大統領府長官就任によヲて、大統領府のあ

り方怯かなり変わったといわれ.，これまで多元的に存在していた犬統領補佐

機闘が副じさ九すべて大統領府長官の指導下におかれたからであるロ特に
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それまで、大統領府長官と首席補佐官が大捗銭側近の地位を争う関係にあった

が イリ a シン首席補佐官のF聞によって、曹席補佐官のポストは廃止され

た.むしろこのポストを廃止するために、イリ a シン氏は入閣させられた.

マスコミは、チ晶パイス氏が唱席補佐官の地位を兼任したように報じている

(N96年7月17目、 K96年7月16目)が、ぞれ怯正しくない。チュパイス長官は、

クレムリンの情報政策を改め、定期的な記者会見を行った点でも、大紋領府の

イメ ジを変えた (Z96年9月， 8)。

チA バイス大統領府長官の下に、.ザコフ第副長官と 6人の画幅宮がおか

れた。ヤーロフ(大統領補佐官局長)、ポイコ〈社会遮絡局長)、オレホフ〈中

央国家法制局長〉、セメンチ&ンコ〈事務処理部長)、クドゥリン(中央続備局

長〉、サヴォスチヤノフ(人事局長〉といった陣容である白サヴ看スチヤノフ

氏以外はチa パイス・チームというてよく、同チームのヤストルジェムスキー

大統領報道官の登リ周とも相まって、チュパイス氏の権力が強化された (RV96

年7月23目、 9月四日、 Z勝年'"目、 K96年8月14目、)。チ A パイス氏が企業

私有化の推進者であったため、このことをもって「大統領府の私有化Jなどと

呼ぶものもいJE〈K弱年7月羽目)。

161 第6期 (96年10月-97年12月〉

さて、前項でみたように、'"年10月に、大統領によって新しい大統領府観

穫が承寵された (96年10月2日承認、初年4月15日改正、『法令集J96年.1号

必却番、『法令集』初年16号1857番λ これが現行規程〈鶴分改正あり〉であるが、

問チュパイスの略歴は以下の通りである。 E鰐 5厚生まれ.レー y グラ ド技術ー鍾
務大学卒.経古育学博士僕織し共産党民主綱領派を経て、 90年レユングヲ ド市執行委
員会第一面議長。 91年ガイダル政府で固有財産国家管理髪員長、"塙帽私"年末
ガイダル政権に代わ勺てチzルノムイルヅン政府の成立後も副首相留任。例年11月策
面憎欄間径.96年1月第副首相解密。拠年6月エリツイン陣営大統領選省幹対策本

脅張、 96笠宮7月大統修師長官就任。例年s月第剖首相復帰、 00年3月間解任 (N96

生存7月17目、 K96年9月19自)。
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その概要は次の週りである。

大統領府の機成員怯、大統領府長官、第副長官〈複数)、雇慌官〈複数3、

首長官兼大統領執務室長、副長官兼大筑領報道官、副長官兼大統領舗中央官理

局長(複数)、憲法裁判所・下善之上院における大統領金権代表、大統領檎佐

官(記録局長を含む〉、大統領スピ チライター、地方における大統領金権代

表、 X統領顧問L機織としては、大統領執窃室、大統領諸中央管盈局、保安評

議会機構、国防評議会複線、大統領管理局、大統領府管理局、大統領府のその

他の独立部局、大統領付属の協議機関 路問機関である(第4項J.これらの

うち、大統領府長官から懇法裁判所・下院・上院における大統領全梅代表まで

は、大統領直属である.上記の大統領府長宮から大統領顧問までのすぺてと、

保安評議会書記および亘書記(複数入国防解息会省担、大統領諸管理局長は、

大統領が任命し、解任する〈第9項〉。大統領は大統伺附を一般的に指導する

(第8項〉。

大統領晴の権限は、次の通り。まず憲法が大統領の住市民として直倭規定して

いる次の事項について、大統領による権限の行使のための条件をつくる。「憲

法、人・市民の権利・自由の保障ム「主権、独立、園家の一体性の保護j、「内

外の基本政策の確定」、「人事問題の決定ム「国家権力機関¢合憲の実現の保組

その他〈第5項〉。次に立法活動に関連して、大統領が議会に鰻察する法案の

準備を組織し、下被が第一議会で採択した法案に対する意見書を箪備し、大統

領令などの草案を準備・提出」また大波傾が必要とす.文書を噂僻・鍵出す

る。大統領が署名した大統領令などの文書を公布するe法律・条約・大就領令

などの周知化を保証し、大統領の年次教書、その他の綱領的文書の草案を噂備

すあ。法律・大統領令などの執行司犬況について監督・点検する.次いで他¢国

家機関との関係に関して、憲法裁半断への大統領の訴えの草案を準備する。保

安評議会・国防評議会・大統領付属の協議・諸島噛域格忠大統領金権代表の活

動を保証す否。大統領と政党・社会団体の相互関係、大統領と外国の国家筒機
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関・公務員・内外の活動家 国際組織との相互関係を保証する〈第6項l.そ

の他大統領府の一連の職務が列挙されている(第7項)。

次に、ズ統領府長官の職務』ま、次のようである。

大統領補佐官、大統領報道官、副長宮、大統領下の諸部局の長、大統領金権

代表、大統領顧習などを指導する。大統領の委任により、遮邦執行極力機闘の

活動を調登する.大統領の委任により、法律案、大統領令案などの準備を政府

に提案し、政府の決定処分の採択を提案する(第10項〉。大統領下の諸部局

の煩起案を大統領に提案する。第一副長官、冨幅官、大統領補佐書、大統領報

道官、大統領下の筒部局の長、大統領報告官、憲法裁期J所・議会両院地方に

おける大統領金権代表および大統領顧問の任命・解任について大統領に提案す

る.大統領下の諸部局の構造と定員を定める。副長官の聞の喰務の配分を行う。

大統領官房、保安評議会機構、圏諸評議会機街、大統領下の中央局・局、大統

領報道局、大統領"録局、大統領補佐官機構、大統領金権代表機構などの慰局

員の任命・解任を、それぞれの機関の長の提案に基づいて行う(第11項入大

統領府副長官依、大統領補佐官および文書官の活動計画を調整し、大統領地万

全権代衰の活動受調整する(第13項)。

保安解議会書記怯、保安評議会事務局を指導する。同事2路島の構造および定

員表は、保安評議会書記の提案に基づいて大統領が承認する。保安評議会書記

は、間代理の任命・解任を大統領に提案する。保安肝機会書記i久保安評議会

機嫌の劫略員の任命・解任を大統領府長官に提案する(第18項入国防評議会

書記は、国防僻鍍会機構のー陵的指噂そ行う。国防評議会機構の構造は、国防

評篇会書記の提案に基づいて大統領が矛認する。同機構の定員表は、大院傾府

長官が承認する〈第19項〉。

大統領金権代表は、逮釘国家権力機関、連邦織成主体¢箇家権カ機凪地方

自治機関、ならびにロシア・外冒および冒際団体において犬統領の利益を代表

すo.全権代表の活動を保証するために金権代表機嫌が置かれるが、その構造
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と定員表は、全指代議の提案に基づいて大統領府長官が承認する(第20項)。

大統領顧問は、大進歩傾の委任に基づき、大統寝付属の協議諮問諸機関の実

務的指導を行う(第21項〉。

大統領制府部局表

大統領中央国家法制局

大統領中央統制局

大統領付属中央コサック部総局

大統領府管理・業務局

大統領府組織局

大統領地被周

大統領府嶋敬澗題局

大統領府事務周

穴統領府人事局

大統領人事政飯局

大統領対政党社会団体、下院会派・代議員集団禍互関係問題局

大統領園家褒漬局

連利回脅成主体における大紋償金権代表の活動の調整に関する大統領局

大統領市民訴願処理到局

大統領世論関係周

大統領記録局

大統領府情報・資料収集部

大統領府大説領付属国籍問題委員会活動保旺都

大統領府大説額付属文学芸術国家賃委員会活動幌証部

大統領府大統領付属連邦国家権力相周・連邦構成主体間管膳対象・権限区分

条約準備委員会活動保証偲
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大統領府大統領付廃人権問題委員会活動保柾都

大統伺聞大統領付属綱領・技術保証部

大統領府大統領付属政治理事庄犠推者救済委員会活動保証都

大統領府大統領付属地方自治評議会活動保証書部

大統領府綿密事務部

大統領府図膏昂

大統領府長官書記局

大統領官房

大統領報道局

大統領古文書館

大統領付属儀典局

大統領プログラム・センタ

保安静掲会機構

国防評議会機構

大統領付属外受政策評議会織構

大統領補佐官・大統領報告宵機携

大統領下院全権代表実務機構

大統鏡上院金権代表実務機構

大統領憲法裁執所金権代表機構

大続領付属情報紛争裁判院実務機構

11ち

97俸の大統領府の人事は、次のように展開した。 97年 3月、内閣が部改

造さ九手U 吋ス、ネムツオフの「若手改革者Jを第一副首相とする新布障

が形成された。それに関陣して、 a月にチュパイス民俗大統領府長官を退き、

前大統領補佐官のヴ三・ユマシz フ民が後任として任命された(f法令集リ例年

10号1154番、 11号1拙番)。大統領府第副長官に、ユ・ヤ ロフ氏が任命され
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('法令集』例年13号153白書〉、カザコフ氏とともに第 副長官が2人となった

が、周年11月にカザコプ氏の方は解任されている cr法令集j例年46号お02番l.

穴統領府劃長官として、例年s月に、経済専門家の7 ・リフシッッ氏、エス・

ヤストルジェムスキ 氏(大統領報道官)が任命され また解任されたクドリ

ン氏に代わ勺てヴ£・プーチン氏(大統領中央統制局長)も副長官となうた

cr法令割曾7年13号142氾香、 13号1師番、 1醐番、 1531番〉。その後さらに、ア・

オガリ z フ氏、エム・コミサール氏、~，.ミーチナ女史が、副長官に任命さ

れている cr法令制例年初号泌.，番、 33号3818番、 47計四番)。

大統領補佐官については、 97隼に、デ・リ品リコフ氏、ヱリ・スハノ 7氏、

ゲ・サタロフ氏がその織を解任された cr法令集』例年14号16部番、鑓号必"番、

"0番)。他方で91年8月のクーデタ一事件後ソ連邦の国防相を務めたことの

ああイヱ・シ令ポνニコフ氏、エス・プリホチコ氏が補佐官に任命された

cr法令割例年11号1拙番、 1同日64番)。イリ品 シン氏が首席補佐官を務め

ていた時代の補佐官が、姿を消していった.

91年6月、エリツイン大統領の次女タチヤナ・ジヤチ£ンヨ女史が大統領

顧問に任命された(，法令集]97年"号総44番)。大統領際問は、大統領補佐

官と異なり、個人的なアドパイザであり、固有の機構とスタッフは存在せず、

無給でほないかと恩われる。ジヤチェ シコ女史の場合は、大総額拘良き『イメー

ジ作り』がその職務である。同女史は、 96年の大統領選挙に際して父親の週

挙運動に積極的に参加し、以来政界でも活躍するようになった。ユマシーフ大

統領府長官やペレゾフスキー氏と親しいととでも知られている。ジヤチ z ンコ

女史の大統領頒問就任は、近毅明係者の採用を禁じている労働法や国家公務員

訟に違反しているという批判の声もあり、その合法性をめぐ弓て訴訟が提起さ

れている (N例年7月1目、 7月s目、<'，宝石7月3目、 S例年7月1日)。ジヤチェ

ンコ大統領骸澗、ミ チナ大説領府副長官の他にも、ピホヤ女史、ポルイレワ

女史が大統領のスピーチ ライターに抜擢され‘「クレムリンの女性化jと呼
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ばれるような現象が生じた (N"年11月22目)。

大統領府の機構改革位、次のように進しんだ。まず96年10月、大槻島研育理

業理事局の設置が決定された(，法令集J96!f:41号4692番)。新設された大統領

「政党、社会団体、連邦援会会派・代酪員相互協力諸問題局」と犬統領世論関

係局の規程も承認された σ法令集J96年'"号.. ，番、総82番)011月には、再

編された大統領府組織局と、新設された大統領府管理・業務局の規程が承認さ

れている('法令集"'6隼48号5444香、'""審)09?年の春に位、大統領府αs

諸機関相互協力部が設置され σ法令集』例年10号1145番〉、また大統傾経済局

の設置が決定され、その規程が承認された σ法令集J"塁手16号1叫8番〉。市民

の訴願を受理審理する大統領市民努原処理局の規濯も承恕された(，法令集』

例年14号1612番)。大統領岬諸機関の調整や事務処理のための大統領官房の規

程も承認された('法令集J91年16号η"番〉。大統領官房長は大統領府宮町長官

を兼任することになヲた。

他方で、例年5月の「大統傾付属協議・諮問委員会のνステムの盤備につ

いて」の大統領令により、次の諸機別問の腐止が決定された(，法令集』曾7年21号

Z岨番)，大統領付属連邦法情報委員会、大統領付属体育・スポ ツ・旅行調

盤委員会、大統領付属行政長官会議、大統領付属コサック問題会議、大統領付

属科学技術政策会議、大統領付属ロシγ語会議、大統領付置専門分析会議、大

統領付属専門法会障。さらにその後、大統領付属外交政策会議も廃止された

σ法令集』例年38号必s7番〉。

例年 8月、大統領全権代表をめぐる機構が改組された。大統領全権代表は、

連邦議会両院と憲法裁判所に派弘宣されているが、従来の「金権代表活動繊構」

が、「大説領府全権代表活動保証部Jへ改組された C'法令集』前年'"号2186番)0

7月には、大統領府司法改革会議活動保証局が設趨された σ法令集J91年31号

3874番)， 8月に倍、大統領「政党、社会団体、連邦議会会派代思員相互協

力局Jが、大統領内政問題局に改称された(，法令集』貯年初号錦51番)， 9月
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には、犬統領付属外交政策会議と大統領府C凶諸機関相互協力部が廃止され、

その代めり大統領外交政策局が創設され、その規程が承認された σ法令集』例

年舗号4銘8番)"10月に位、大統領付属捕虜・抑留者・行方不明者委員会活動

保証部が大統領府民設置された σ法令鋪」例年"号4678番)。大統領付属司法

改革会議は大統領付属司法整傭問題会議に改称され、その規程が承認されると

同時に、そのメ γパーが決定された。憲法強判断長官だったトゥマノフ氏を議

長とし、レペジヱフ最高裁長官、ヤコヴレフ最高仲裁裁判所長官、スタラ ト

フ検事総長、クドゥリャフツェヌ科学アカデミー副総裁、 トポールエン科学ア

カデミ回国家・法研究所長、法学者サヴィツキーなどの名がみえる。

保安評議会については、次のような展開がみられた."年10月、レ ペッ

ジ保安解話会書記が解任された。同氏は、民胴呆安問題大統綴補佐官、チぷチ品

ン共和国大統領金権代衰のポストからも解任された (r法令象』鮒年'"号絹¥r1本

4拠4番).代わって元下院議長めイ・ルイプキン氏が保安評儀会曾唱白告チ品チ.

ン共和国大統領金権代表に任命された (r法令制 96年43号4臨書、 e師番〉。同

時に、政商ぺ・ペレゾフスキー氏が、他の 2人とともに、保安解舗会亘書記に

任命されている cr法令剖 96年45号5119喬)。

[，月にはエム・ミチュコ フ氏が、保安評議会第一副書紀に任命さた cr法
令制 96年開号制5番).その後政府人事とも絡んでロジオノフ前国防相その他

が保安評議会のメンバーから除外され、ネムツ才フ、チ.パイス、ユマシzフ、

新国防相イ セルゲーエフ氏が新メンパーとなうた (r法令集J \r1年初号~.. 番、

21号2471番、 24号 ~52番、 m号制措)。例年夏、保安評議会の機材育が改編さ払

阿評議会に、情報保安・予測局、防衛保安局、国際保安局、経済保安局、市民

権利保護・社会保安局、憲楼保安局の 8つの局がおかれたe また保安静陵会に

付属して、科学評議会が設置された (r法令集J¥r1年81号お"番、 3675寄).97 

年10月、ア・アゲエシコフ氏が、保安評議会夏刊書記に任命された (r法令集』

例年42号4773番')010月には、ぺ・ベレゾフスキー氏が、保安Z平繊会副書記を
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解任された (r法令第』例年 45号 517~ 番)，

ベレゾフスキー氏の保安評議会副書記への任命と解任位、当時大きな滋紋を

投げかけた。同氏の佳命休、新興資本家として"'年の大統領選挙で、エリツイ

ン氏の当選に資金函で貢献した乙とに対する論功行賞であった。当初彼は「チ品

パイス」党の 員とみなされており、反対派からは強い攻撃にさらされていた.

しかし初年夏のスピャジインペスト社、ノリリスク・ ι ッケル社の園家保有

株の売却をめぐうて、同氏はチaパイス第-，首相らと滋しく対立するに至っ

た。同氏の解任はこのことと関係があるとみられている。また政界で暗濯する

ペレノフスキ 氏に対しては、保守派も磁しい敵意を示していた。同氏がイス

ラエルとの二重国婚を有していた(その後イスラヱル国籍を離脱〉ことも、批

執の的となった。同氏が解任されたとき、セレズニ薗フ下院議長世産自民

「人民への気前のよいプレゼントj として歓坦の憲を表明していあ (z~隼 11

月6日、 11月119、11月nロ N96年10月31問、例年11月8目、 11月10日、区'"手

10月31日〉。

9E年10月には、大統領付属諮問評議会が設置され 11 Ji 21日にその第 四

会識が測かれた。ペレストロイカ以後のソ逮邦田ロシアでは、さまざまの立慢

の有力者を集めて重要議題を也議すあこの種の会議がしばしば溜策されてきた。

ロシアでもこれまで、国家評機会や大統領路間野院会が設置されては廃止され

た。今回の諮問岬信会は、大統領がι嶋手術のため不在になるととも考慮に入

れて、設置されたものである。そのメンパ は、チ孟ルノムイルジン首相、ス

トローエフ上院館長、セレズニョフ下院議長、チュパイス大統領府長官の4者

に、ルイプキン保安評議会書記、ルシコフ・モスクヮ市長、ベリ令ーエフ下院

「わが家ロシア」代表、ジ品プロフスキ 下院自由民主党代表を加えて開催さ

れた。セレズニ掴フ下院議長t之、チュパイス長官やペレゾフスキ 保安評議会

副書記の解任を求めて、格問解讃会への参加を拒否する姿勢を示していた泊、

結局参加した。チェチェン問題拡どが議題であった (N96年10月31目、 11月l
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目、 11月n的。しかしこの諮問評議会t弘結局1回嗣りで姿を消した。例年

7月には大統領、首相、チ zパイス・ネムツォフの両第副首相、ユマシェ

フ大統領府長官による「困者会談J(大統領府長官は計算外)が聞かれ (K例

年7月2回〉、これが同年末以降の「四者会議J(大統領、首相、両院議長〉に

つながづていくことになる。

間 鯖7期 (19回年 1月-7月まで)

98年2月12日、「大統領府の構造の整備措量について」の大統様令が公布さ

れた作法令集』鮒年7号館?番〉。この大統領令は、大統領府の構成を若干褒更

すると同時に、人員の剤援を図ることを主たる目的としていた。鈎年の人員

は、約2∞人削減して、 1斜5人と決定された (Z911年2月14日)，それまで舗%

削誠案もdるったが、 10%程度の自滅にとどま勺たことにな率。公表されたリス

トをみると、際だうて大きえな部局は中央国家法制局(182人)と中央統制局

(168人〉である。その他重要な制限局をみると、政策立案関係では、内政問通

局匂舟人入外交政策局(17人)、地方自治問題局 (20人)、世論対策賞品では、

市民訴願活動局(お人〉、世論関係局 (33人)、地方局 σ2人)、その他鍋織局

(20人)、人事周(39人〕、行政管理局 (36人)、事務局 (24人)でおる.保安

評議会の事理事部は'"人、因坊評議会の方は45入である。

9喝年に入って、ユマシ孟ヲ大統領府長官位、大統領府の機構縮小と人員削

織に取り組んだ。大統領制度発足以来 大統領府と補佐富制度憾なか恕かうま

く調和せず、チュパイス時代にー元ヒされたとはいえ、なお矛盾カ唖q ていた。

ユマシz フ長官は、大説領補佐官というポストを廃止し、大統領府劃長官が補

佐官役を務めるべきだと考えていた (NV鍋年7号14頁)098年 1月、人員両被

を理由に、パトゥ-1) :.-，クズィクの補佐官、ゲsルコフ、マルイ，/"フの顧

聞が解任された cr法令集』鵠年7号聞-840呑〉。

この段階 (98年2月)での大統領府の主要構成員は、次のようである。大
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統領府長官ユマγε フ、第一副長官ヤーロフ、直陣官は、ミーチナ、りフシッ

ツ、ヤストルジェムスキー〈報道官、外受政策局長)、サゲォスチヤノフ〈人

事政震局長入コミザ ル、セメシh ンコ、プーチン(統憎局長〉、オレホ7

(法制局長〉、オガ')冨フの 9人。補佐官は5人〈法律問題のクラスノフ、外交

政策のプリホチコ、航空・宇宙問題のνャポγ ニコフ、地方問題のコラペリシ

コフ、記録局長のシェフチ孟ンコ)、願笥は8人(ジヤチ孟ンヨ、クラサフチ孟

ンコ、パイン〉であった (K9!l年Ul14問、 1月17回)。第副長官のヤ ロフ

氏は、かつて最高会議副議長としてハズプラートフ議長の側近であったが、 92

年に副首租として入閣して以来エリツイン大統領との関係は良好で、ミ現'"で

は、かつてのコルグャコフ氏に代わる役割を果たしているといわれる (Na年

l月13日)。

ヱエマ>-，，，，フ長官は、ジ+ ナリスト出身 cr論拠と事実』詑〉で、大統領の

著書の共同時典筆者でもあ勺た.当初は小者俵いされていたが、徐々に実力を発

輝するようになる。いわゆH 四者会談jに同席して、事実上それを「五者会

談Jにした。大統領次女のジヤチェンヲ女史、ペレゾフスキ 氏と親しく、ま

たチュパイス氏との伸も悪くはない。チュパイスメ脈の大統領首長官とも友好

的に付き合い、コミサ ル、ミ チナといった自前の副長官も銭揮した。しか

し人員削減には大統領も必ずしも積極的でなく、チa バイス旅のヤストルジェ

ムスキー報道官も反対していた (K9S年1月14目、 1月17目、 3月7回)図

保安評議会関係では、 98年8月2回、ルイプキシ書記が解任され、翌日国

防評議会審配でaるったア・ココーシン民治<，最安瀞議会書記に任命された cr法

令集』弱年10号1168番、 10号1172番)。保安評議会はその創設以来、スヨーコス

シやポシニコフ、ロポフ、レ ペッジ、ルイプキ y、ココ シンと6人困の害

記を迎えたことになるo 3月m回、「保安評議会機構規程Jが承隠されたが

('法令集』側年14号1536番)、それによれば、保安評議会には、書記の他に第一

冨惜配1入、副書記5人がおかれる。 4月2自に第引書記のミチ品コ フ氏
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が解伝され、 6月8目、それに代わ勺てゲ孟・ミハイロフ氏が任命された

σ法令集J98年 17号 19~番、"号~21番)。その他迫の副書記が任命されてい

る.他方で国防肝機会の方は、 s月8日に廃止され σ法令制鈎年"号(J碕番〉、

その書記ココ シン氏は、既述のように、保安評議会書記に転出した。匝惜評

議会は、レーペッジ氏を保安評議会書記に任命した際、その権限の一郎を毒う

目的で創設されたものであったから、レ ペッジ氏の書記解任以来、も体や無

関となっていたのである (NSs年s月4目、'"年8月(J目、 K姻年3月4目、

RV鈎年3月4日"
9咽年5月には、大統領府の一連の人事が行われている。まずコラベリシコ

フ、クラスノフの補佐官が解任さた cr法令集'J98年22号2417種、 2418番〉。 ζれ

は補佐官ポスト廃止路線に沿った決定で<;.，ミーチナ大統傾府副長官も解任

されたが、その後彼女は大統領顧問に就任している cr法令集J98年22号Z416急

""番)。チ晶パイス人脈で旧 KGB出身のプ チン氏は、大統領府第}副長官

に格上げされ、大統領府内でも q とも影審力をもっ人物となった cr法令集"8
年l2号2419，K98年5月2613)。また新たにイ シャプV今ラスロフ氏(子ε ル

ノムイルジン首相当時の政府情報・文ィι司長〉が、マスコミ・世論担当の大続

領府高長官に任命された cr法令集』錫年n号24~番)。さらにぜホヤ女史が、

大統紙顎問に任命きれてい.cr法令集JSs年22号'447寄)。そD後7月25目、

プーチン氏は、エヌ・コワリ雪フ氏の後を11勺て連邦保安局長官に任命され、

大統領府からは退いた cr法令集』舗年初号"69番、 NSs年7月初日〉。

9凶年8月、 ij孟・ 5〆a フチヱンコ氏く大統傾記録局長)とエヌ・バトウル

シェフ氏〈大統領申央統府局長)が、大統領府副長官に任命され、副長官は1

1人に憎えた (r法令集，J98年33号'''''番、鈎80番〉。当時ユマシ， 7長官の解任

鋭が流れ、その後任としてヤーロフ館副長官やヤストルジェムスキ 報道官

の名が鳴かれたが、それは噂にとどまった (N'"年，.，目、 8月II臼、 K98年

8月"日〉。それに先立って関年，~には、憲法裁判所における大統領の金権
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'"" 
代表のγ必フライ氏が解任され、後任としてミチュコーフ氏が任命されている。

シャフライ氏解任の理由は、同氏が、自ら代表を務める統一合意党@臨時大

会で、次期大統領選挙ではルシコフ氏を支持すると提言したためであると考え

られる (K9a年6月00日J.この問、その他大統領国籍問題規程など}遣の規

程が作成され、大統領報道局長人事等、 速の人事が行われている。

その後鉛年8月13自のル プル・徐価の下落で、キリエンコ政府は総辞職

し、大統領府の人的偏晴も変わ一。ていくことになるが、本稿は、ひとまずこと

で筆をおくこととす20

脚本補と重なるテ マについて、上野俊彦氏が敬多くの優れた諭摘を著しておられる.

ζこでは偶々手元こある次の3点しか注;eできないが、合わせて多照されたい。よ野
俊彦庁八月政変』後のロシアの致治機械Jrrγ進研究』第14号、 1鈎2年)、「大統領

選事畿の冒シア内政J"冨際問屋J1997年7月〉、「一九九八年三月政変をめぐる諮問

遁Jrr海外事情J19醐年9月〉。


